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中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

独立行政法人通則法（平成１１年法律第 独立行政法人通則法第２９条第１項の規 平成２１年度の業務運営について、独立

１０３号）第２９条第１項の規定に基づき、 定に基づき、平成２０年２月２９日付をも 行政法人通則法（平成１１年法律第１０３

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 って厚生労働大臣から指示のあった独立行 号）第３１条第１項の規定に基づき、独立

のぞみの園が達成すべき業務運営に関する 政法人国立重度知的障害者総合施設ぞみの 行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞ

目標を次のとおり定める。 園中期目標を達成するため、同法３０条の みの園年度計画を次のとおり定める。

定めるところによる独立行政法国立重度知

的障害者総合施設のぞみの園中期計画は、

次のとおりとしたい。

平成２０年２月２９日 平成２０年２月２９日 平成２１年 ３月３１日

厚生労働大臣 舛 添 要 一 独立行政法人 独立行政法人

国立重度知的障害者総合施のぞみの園 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

理事長 遠 藤 浩 理事長 遠 藤 浩

第１ 中期目標の期間
独立行政法人通則法（以下「通則法」

という。）第２９条第２項第１号の中
期目標の期間は、平成２０年４月１日
から平成２５年３月３１日までの５年
間とする。

第２ 業務運営の効率化に関する事項 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
成するためとるべき措置 成するためとるべき措置

１ 効率的な業務運営体制の確立 １ 効率的な業務運営体制の確立 １ 効率的な業務運営体制の確立 １ 効率的な業務運営体制の確立
「独立行政法人整理合理化計画」（平 独立行政法人整理合理化計画（平成

成１９年１２月２４日行政改革推進本 １９年１２月２４日行政改革推進本部
部決定。以下、「整理合理化計画」と 決定。以下、「整理合理化計画」とい
いう。）等に基づき、業務の質の確保 う。）等に基づき、業務の質の確保を
を図りつつ、独立行政法人に求められ 図りつつ、独立行政法人に求められて
ている業務運営の効率性・自律性を高 いる運営の効率性・自律性を高める取
める取組を一層進めるため、次の目標 組を一層進めるため、次の措置を講ず
を達成すること。 る。

（１）効率的な業務運営体制の確立 （１）効率的な業務運営体制の確立 （１）効率的な業務運営体制の確立 （１）効率的な業務運営体制の確立
提供するサービスの質を確保しつ ① 組織体制 ① 組織体制 ① 組織体制

つ、効率的かつ柔軟な組織編成を行 重度かつ高齢の知的障害者に対 ア 業務運営の一層の効率化や、自 ア 組織実施体制の見直し
うとともに、施設利用者の減少等に し、自立のための支援を先導的、総 立支援の取組に関する課題等に対 ○ 施設利用者の高齢化や重度化等が顕著となり、そのニーズに対応した適切なサービスの
応じた適正な人員の配置を行い、職 合的に行うため、柔軟に組織再編を 応するため組織体制の見直しを行 提供と、地域移行等による施設利用者の減少に鑑み、第三次寮再編を実施し、１２月１日
員の採用に当たっては資質の高い人 実施し、効率的かつ効果的な業務運 う。 より新たな支援体制の下での利用者支援を開始した。
材をより広く求めることができるよ 営に努める。 これにより、５か寮を閉寮し、新たに、医療的配慮グループ、特別支援グループ及び高
う工夫すること。 なお、「簡素で効率的な政府を実 齢者支援グループについて、それぞれ１か寮を増設するとともに、これまでの１９か寮か

また、「簡素で効率的な政府を実 現するための行政改革の推進に関す ら１７か寮体制へと再編成を図った。
現するための行政改革の推進に関す る法律」（平成１８年法律第４７号） また、平成２１年１月から２か寮を１人の寮長が統括する統合寮長制の試行を開始した
る法律」（平成１８年法律第４７号） 等を踏まえ、常勤職員数について、 ところであるが、平成２２年１月からは更に統合寮長制試行寮４か寮を加え、６か寮で統
等に基づく人員の削減、「経済財政 平成２４年度末 までに期首（２０ 合寮長制の試行を実施した。
運営と構造改革に関する基本方針２ 年度当初）に比較して２０％を削減
００６」（平成１８年７月７日閣議 する。 ○ 地域支援の充実を図るため、地域支援部に平成２１年４月から従来の地域移行課のほか
決定）、「整理合理化計画」等を踏ま に、地域支援課を新たに設置し、地域生活支援係と支援調査係を所掌することとした。
えた給与体系及び給与水準の見直し なお、地域生活支援係は、平成２０年度に施設外に新設した余暇支援事業所「フリース
を行うなど、人件費改革に引き続き ペースみらい」および自立生活体験学習事業所「トレーニングルームみらい」のほか、平
取り組むこと。 成２１年５月から新たに開設した施設外生活介護事業所「さんぽみち」における支援に係
さらに、給与水準について検証し、 る業務を、また、支援調査係は、福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害

これを維持する合理的理由がない場 者の支援に係る業務等を所掌し、当法人の社会生活支援センター準備室の窓口として、公
合には給与水準の適正化に取り組む 的機関、関係団体等との連絡調整等を行った。
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とともに、その検証結果や取組状況 ○ 内部統制の向上を図るため、平成２１年４月から新たに、法人事務局の調査役の下に組
を公表し、十分に国民の理解が得ら 織の見直し等にかかる諸規程の改廃・制定及び法人の経営分析等を担当する企画係長を配
れるものとすること。 置した。

イ 常勤職員数について、期首（平 イ 常勤職員数の削減
成２０年度当初）に対する期末（平 常勤職員数について、平成２０年度期末に対して△１０人の削減を行った。
成２４年度末）の割合が８０％と ・２１年度 期末２５６人 → 期末２４６人（△１０人）
なるよう、平成２１年度において 平成２０年度を含めた２年間
も計画的に削減を行う。 ・２０年度 期首２７５人 → 期末２４６人（△２９人：目標の約６割を達成）

② 人件費改革と給与水準の適正化 ② 人件費改革への着実な取組 ② 人件費改革への着実な取組
ア 「経済財政運営と構造改革に関 ア 平成２１年度から実施する国家 ア 給与水準の適正化に向けた取組と人件費総額の縮減

する基本方針２００６」（平成１ 公務員の給与構造改革を踏まえた ○ 平成２１年４月から国家公務員の給与構造改革を踏まえた新しい国家公務員の給与体系
８年７月７日閣議決定）や「整理 新しい給与制度について、旧制度 に準拠した給与制度を導入し、平均４．８％の俸給引下げを行うとともに、旧制度からの
合理化計画」等に基づき、国家公 からの切替を確実に行い、新制度 新制度への円滑な切替を行った。
務員の給与構造改革を踏まえた給 への円滑な移行を図る。 更に、平成２１年度の人事院勧告による国家公務員の給与改定に併せ、職員の俸給につ
与体系の見直しを行う等、引き続 いては平均約０．３％引下げを、特別手当については０．３５か月の引下げを行った。
き人件費改革に取り組む。
なお、給与の水準については、 ○ 人件費総額について、常勤職員数の削減と俸給等の見直しにより、平成２０年度と比較

国立のぞみの園の業務内容と国か して約３億円程度の縮減（△12.3%）を図った。
らの財政支出の状況、同種の民間 ・２０年度２，３３５百万円 → ２１年度 ２，０４８百万円（△２８７百万円）
施設等の状況などを踏まえ、給与
水準の適正化に取り組むととも
に、その検証結果や取組状況を公
表し、十分に国民の理解が得られ
るものとする。

イ 法人の業務実績や職員の能力、 イ 人事評価制度について、これま イ 人事評価制度の検討
勤務成績を適切に評価し、その結 での実施状況や国家公務員の人事 人事評価について、規定に基づき実施するとともに、その結果等の活用を図るための検討
果等を役員報酬や職員給与に反映 評価のリハーサル施行の状況等を を具体的に進める観点から、平成１９年度の実施状況等の検証、国家公務員に係る人事評価
させる。 踏まえ、必要な見直しを行うとと 制度のリハーサル試行の状況を把握した。

もに、人事評価の結果等を職員給
与へ反映させるための具体的な検
討を行う。

③ 人事配置 ③ 人事配置 ③ 人事配置
職員の能力と勤務成績を適切か ア 人事評価の結果等を活用し、 ア 人事評価制度の実施状況等を検証し、職員の意識と能力の把握に努め、人事配置や処遇等

つ厳正に評価した適材適所の人事 ①職員の意識高揚と能力開発、 の検討の参考とした。
配置を行うとともに、外部の関係 ②適材適所の人事配置、③公正な
機関との人事交流等を実施する。 処遇等に努める。

イ 行動障害等への対応や調査・研 イ 全国の障害者関係施設及び大学等に所属する者のうち、自閉症及び行動障害等への支援や
究等の業務を充実させるため、実 行動援護、並びに調査・研究の質の向上に対し、それぞれ高い知見と経験を有する者の３名
績と知見を有する者などの人事交 を昨年度より引き続き、参事（謝金対応）として委嘱した。
流等を平成２０年度に引き続き実 なお、平成２１年６月からは、高齢者支援の専門家を助言指導者として招聘し、主に高齢
施する。 者グループの所属寮を対象として、日常生活の過ごし方や対応等について指導・助言を得た。

ウ 施設利用者の減少等に応じた適 ウ 施設利用者の減少や定年退職の状況等に応じ、適正な人員配置を行った。
正な人員の配置を行う。 （寮の再編、定年退職者の原則不補充、統合寮長制の対象拡大）

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目１ 効率的な業務運営体制の確立】 第２期中期目標の新たな課題等に的確かつ効果的に対応するため、平成２ （委員会としての評定理由）
１年度においては、計画的な常勤職員数の削減と俸給等の見直しにより、人 ①業務運営体制の整備について
件費総額を平成２０年度と比較して約３億円を削減した。このうち、常勤職 第１期中期目標期間からの継続課題への対応強化や、第２期中期目標に
員数については、２０年度当初の数に対して 終年度末で２０％を削減（△ おける新たな課題に的確に対応するため、①施設利用者の高齢化・重度化
５２人）する目標に対して、２１年度では２年間で２９人（１年目の２０年 等に対応した適切なサービスを提供するため、地域移行等による施設利用
度の削減数１９人を含む）を削減し、目標達成に必要な削減数の約６割を達 者の減少に鑑み生活支援部の生活寮の第三次再編（１９か寮→１７か寮）
成した。また、給与水準の適正化に向けて、国家公務員の給与構造改革を踏 の実施、②地域支援の充実を図るため地域支援課の新設により、第２期中
まえた新しい国家公務員の給与体系に準拠した給与制度を導入することによ 期目標期間の２年目として、その目標達成に向けた組織的な体制を整備し
り、計画以上の成果を上げた。 た。
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［数値目標］
・「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平 ・常勤職員数については、２１年度期末において２４６人とし、２０年度 ②人件費改革への取組について
成１８年法律第４７号）等を踏まえ、常勤職員数について、平成２４年度 当初に比較して約１１％を削減し、目標の約６割を達成した。 平成２１年４月から国家公務員の給与構造改革を踏まえた新しい給与体
末までに期首（２０年度当初）に比較して２０％を削減する。 （業務実績「①組織体制」Ｐ１参照） 系に準拠した給与制度を導入し、平均４．８％の俸給引下げを行うととも

に、旧制度から新制度への円滑な切替えを行った。更に、平成２１年度の
・常勤職員数について、期首（平成２０年度当初）に対する期末（平成２ ・常勤職員数については、２１年度期末において２４６人とし、２０年度 人事院勧告による国家公務員の給与改定に併せ、平均約０．３％の俸給引
４年度末）の割合が８０％となるよう、平成２１年度においても計画的に 当初に対する割合は約８９％となり、目標の約６割を達成した。 下げ、特別手当の０.３５か月分の引下げを行った。
削減を行う。 （業務実績「①組織体制」Ｐ１参照） 常勤職員数については、平成２０年度期首に対して平成２１年度期末で

２９名を削減し、俸給等の見直しと併せて、総額で約３億円程度の人件費
・平成２１年度内にラスパイレス指数を９８．１以内とする。 ・平成２１年度内におけるラスパイレス指数は９４．１となり、目標値を （退職手当を除く）の縮減を行った。この結果、人事に関する計画を大き

大きく下回った。 く上回る実績を上げるとともに、数値目標として掲げる「平成２０年度期
首に対し、平成２４年度末で２０％以上を削減（５２名以上の削減）」の約

［評価の視点］ 実績：○ ６割を２年度目で達成したことは、第２期中期目標の達成に向けて大きく
・的確に業務運営を進める観点から、効率的かつ柔軟な組織編成や、適正 ・平成２１年度においては、生活支援部の寮について統廃合を行い、効率 進展したことを評価する。
な人員の配置を行っているか。 的かつ柔軟な組織編成や、適正な人員の配置を行った。 なお、今後も独立行政法人として業務運営の効率化に取り組む一方、サ

（業務実績「①組織体制」Ｐ１参照） ービス水準の維持の観点から有用な人材の育成・確保を図るなど施設利用
者に対する支援の質を高めるための方策についても留意されたい。

・人員の計画的な削減や給与体系の見直し、給与水準の適正化を行うなど、 実績：○
人件費改革に取り組んでいるか。 （政・独委評価の視点事項と同様） ・平成２１年度において、国家公務員の給与構造改革を踏まえた新しい給

与制度を導入し、国家公務員の給与体系に準拠した人件費改革に取り組ん （各委員の評定理由）
だ。 ・ 給与の引下げなどにより十分低いラスパイレス指数である。また、入所
（業務実績「②人件費改革への着実な取組」Ｐ２参照） 者の減少に伴し、職員の人員についても順調に削減できた。

・ 寮の再編と効率化（組織の効率的編成）
・国の財政支出割合の大きい法人及び累積欠損金のある法人について、国 実績：○ ２９人を削減、定年退職者の不補充
の財政支出規模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の適切性に関する法 ・法人に対する平成２１年度の財政支出の額（運営費交付金）の割合は、 ９４．１
人の検証状況をチェックしているか。（政・独委評価の視点） 総収入額に対して６割を超えているが、①給与水準は、平成２１年度から 質の高いサービスの提供のために、専門家の活用による効率的な業務

国家公務員の給与構造改革を踏まえた新しい給与制度を導入した結果、国 ・ 寮の再編など資源の集中と選択を行い人を削減し、一人当たり人件費も
家公務員に対するラスパイレス指数（事務・技術職）が国家公務員に対し 削減して、もっとも費用がかかり、かつ削減が困難な人件費削減を達成し
て９４．１となり、昨年度の９８．１よりもさらに低くなったこと、他の た。
独立行政法人と比べて極めて低いこと、②法人の業務が自己収入の途が限 ・ 評価できる。
られ、他の業務が出来ないなどの制約に加え、永年（平均３３年）に渡り ・ 評価の視点の細目に係る実施状は順調と評価され、数値目標の中期目標
施設生活を送ってきた施設利用者の地域移行の進展により、施設利用者が に対する進捗率も高いことによる。
減少し自己収入の増加が期待できないこと等により、ある程度国の財政支
出に頼らざるを得ない状況にある。 （業務への提言）

従って、こうした法人の現状や、職員の士気の確保と施設利用者に対す ・ ２１年度では、目標達成に必要な常勤職員削減数の約６割を達成してい
る適切なサービス提供を図るための人材確保を考慮すると、給与水準につ る。人件費総額は約３億円を前年度にくらべ削減した。計画を上回る成果
いては、概ね妥当なものと考える。 を上げている。しかし、死亡事故が発生していることから、人員削減が目

に見えない形で事故要因に間接的に影響すべきか十分に検証すべきである。
今後は、合理化が事故発生に繋がらないように、一層の配慮をすべきであ

・人事交流や有能な人材の招聘等、資質の高い人材確保に取り組んでいる 実績：○ る。
か。 ・平成２０年度より各専門分野における職員を参事（謝金対応）として招 ・ 中期計画を上回っている。ただし、現場の施設内援助・支援を十分に行

聘しており、引続き、平成２１年度も自閉症及び行動障害等への支援や、 う必要がある中で、単純に常勤職員数の削減に対し、計画を上回っている
行動援護、並びに調査・研究の質の向上に対し、それぞれ高い知見と経験 と言えるのか、大変疑問に思われる点である。
を有する者３名に、参事（理事長からの特命担当）として委嘱した。また、 ・ 職員数の削減、運営費交付金の削減等努力された成果が上がっていると
平成２１年６月より、民間における高齢者支援の専門家を招聘し、支援の みられます。人員の削減だけでなく、有能な人材の確保についても更に努
実際場面で、指導や助言を受けている。 力されたい。
（業務実績「③人事配置」Ｐ２参照）

（その他意見）
なし

・国と異なる、又は法人独自の諸手当について、その適切性を検証してい 実績：－
るか。 ・法人独自の諸手当はない。また、平成２１年度において国家公務員の給

与構造改革を踏まえた新しい給与制度を導入し、適正化を図った。

・法定外福利費の支出について、その適切性を検証しているか。 実績：○
・法定外福利費については、労働基準法及び労働安全衛生法に則り、職員
の福利厚生のため適切に対応している。

・国家公務員の再就職者のポストの見直しを図っているか。特に、役員ポ 実績：－
ストの公募や、平成２１年度末までに廃止するよう指導されている嘱託ポ ・平成２１年度末までに廃止するよう指導されている嘱託ポストはない。
ストの廃止等は適切に行われたか。

・独立行政法人職員の再就職者の非人件費ポストの見直しを図っているか。 実績：－
・法人職員の再就職者の非人件費ポストは、配置していない。
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中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

（２）内部統制・ガバナンス強化への取 （２）内部統制・ガバナンス強化への取 （２）内部統制・ガバナンス強化への取 （２）内部統制・ガバナンス強化への取組
組 組 組
「整理合理化計画」に基づき、効

率的かつ的確な業務遂行を図るた ① 内部統制の向上を図るための取組 ① 内部統制の向上を図るための取組 ① 内部統制の向上を図るための取組
め、内部統制・ガバナンス強化に向 役職員の職務執行のあり方をはじ 内部統制について、平成２０年度 ◯ 平成２０年度に策定した「阻害要因一覧」をもとに、のぞみの園の業務運営の目標達成を
けた条件整備を図ること。 めとする内部統制について、その向 に取りまとめた内部統制・ガバナン 阻害する要因（以下「リスク」という。）の対応状況、影響度及び発生可能性に関するアンケ

上を図るための検討を行い、具体的 ス強化に関する報告に基づき、リス ート調査（役職員対象）を実施し、リスクの認識度の分析・評価を行い、法人として優先的
な取組状況を公表する。 ク対応に重点を置いた取組を行う。 に対応するリスク（以下、「優先対応リスク」という。）を選定した。

また、適切な業務運営を確保する 【優先対応リスク】
ため、業務の執行状況等に関する内 ・生活棟における支援・介護などの不備による利用者の骨折、打撲・創傷など
部監査を実施する。 ・誤与薬の発生

・当事者意識の欠如

◯ 優先対応リスクに対するリスク対応計画の策定に当たっては、優先対応リスクに対する現
状把握、課題抽出及び課題対応策の策定について、幹部職員、職場責任者及び職場担当者に
対して役職縦断的、組織横断的にヒアリングを実施し、各リスクの内部統制の成熟度の評価
結果に基づきリスク対応計画を策定した。
リスク対応計画の取り組みは、各リスクに対する各部所の現在の対応状況・課題、対応策、

対応期限及び担当部所等を定め、平成２３年３月までに計画に基づき段階的に内部統制の成
熟度を「成熟度１」から「成熟度５」へ高めて行くものであり、平成２１年１１月から関係
部所との連携を図りつつ、リスクの軽減等のための取り組みを行った。

平成２２年３月にリスク対応計画の取組状況のモニタリングを行い、計画の進捗状況の確
認を行った。

◯ 「阻害要因一覧」の見直しについては、のぞみの園の業務の特殊性を加味し、独自の一覧
表を作成するため、当法人で高いと認識されるサービス関連の阻害要因を細分化し、経営関
連を統合整理するなど、より詳細なリスクの評価ができるよう見直しを行った。
【阻害要因の見直し結果：１１７項目→１０８項目】
・経営関連・内部ガバナンス ８８項目 → ３５項目
・サービス関連 ２９項目 → ７３項目

◯ 内部統制の向上を図るための取り組みに当たっては、内部統制向上検討委員会が主体とな
り、リスクの発生の防止に取り組む継続的な仕組みを構築することとしており、平成２１年
度においては、内部統制構築に専門的な知見を有する会計監査人等から継続的、効果的かつ
適切な指導を受けるため、会計監査人（新日本有限責任監査法人）と内部統制構築プロジェ
クトにかかる業務支援契約を締結して取り組みを行った。
【内部統制向上検討委員会の開催状況】
・第１回 平成２１年 ７月 ９日
・第２回 平成２１年 ８月１１日
・第３回 平成２１年 ９月 ３日
・第４回 平成２１年１０月 ８日
・第５回 平成２１年１０月１４日
・第６回 平成２１年１０月２６日
・第７回 平成２１年１２月１７日

◯ 内部監査を実施するための規程等の整備を行い、平成２１年度当初に策定した内部監査計
画に基づき監査を実施し、その監査結果については、理事長に報告をするとともに当法人ホ
ームページに掲載し、公表した。

② 内部進行管理の充実 ② 内部進行管理の充実 ② 内部進行管理の充実
各業務部門ごとに業務目標を設定 ア 業務目標に対する進行状況を把 ア モニタリングの実施

し、継続的に業務のモニタリングを 握するため、各部所にモニターを 第２期中期目標期間において選出されたモニターから、昨年度に引き続き各部所の業務遂
行い業務の進行管理を行うことによ 置き、継続的にモニタリングを行 行状況についてモニタリングを実施した。
り、計画的な業務遂行に努める。 う。

イ 業務の進行管理を適切に行うた イ モニタリング評価会議の開催
め、モニターと役員等によるモニ 平成２１年度において、モニタリング評価会議を四半期ごとに１回開催（年４回）し、各
タリング評価会議を平成２１年度 モニターからの評価項目ごとの進捗状況の報告等に基づき、業務の進行管理に努めた。
中に４回開催し、業務の進行状況 ○ モニタリング評価会議の開催状況
の評価を行うとともに、業務遂行 第１回 平成２１年 ６月２９日（第１・四半期分）
に反映させる。 第２回 平成２１年 ９月２５日（第２・四半期分）

第３回 平成２１年１２月２４日（第３・四半期分）
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第４回 平成２２年 ３月２９日（第４・四半期分）

○ モニター指摘事項
・寮再編による空き寮の活用を図ること
・地域移行の推進に当たっては、各部所との連携を図り取り組むこと

③ リスク回避・軽減への取組 ③ リスク回避・軽減への取組 ③ リスク回避・軽減への取組
国立のぞみの園の施設運営業務に ア 施設利用者及び職員の健康管理 ア 施設利用者及び職員の健康・安全の確保

おいてリスク要因への徹底した対応 の観点から、定期的に健康診断を （ア）施設利用者に対する健康・安全の確保
を図るため、施設利用者等に係る感 実施するほか、健康的な生活を維 ○ 施設利用者の健康及び安全管理のため、定期的な健康診断や新型・季節性インフルエ
染症予防対策や事故防止対策、防災 持するために必要な措置を適確に ンザ予防接種等の予防策について、当法人の診療所を中心に他の医療機関等の協力を得
対策について組織的な取り組みを進 講じる。 て実施した。
める。 ・胸部Ｘ線撮影 平成２１年 ５月～２１年 ６月

・内科健診 平成２１年１１月～２２年 ３月
・新型・季節性インフルエンザ予防接種 平成２１年１１月～２１年１２月
・乳房・婦人科検診（女性のみ） 平成２１年１０月～２１年１２月

○ 施設利用者の高齢化等に伴う機能低下への対応として、緊急時に備えた内部講習会「バ
イタルサインの測定方法と報告・熱中症」を平成２１年６月に、また、「救急蘇生・ＡＥ
Ｄの使い方」を７月に実施した。

○ 褥瘡対策として、生活寮において診療所の医師、看護師による実技指導を毎月１回実
施した。また、褥瘡委員会を毎月１回開催し、褥瘡発症者に対しての細かい対処法を検
討・実施した結果、褥瘡発症から治癒までの期間が短縮された。

○ 摂食嚥下障害への対応として、職員に対し外部の専門家の協力による指導を月１回ペ
ースで実施した。

○ 座位維持への対応として、職員に対し外部の専門家の協力によるシーティング指導を
年間４回実施した。

（イ）職員に対する健康管理
○ 職員の健康管理については、定期的に行う健康診断及び人間ドックのほか、新型・季
節性インフルエンザ予防接種（１２月～３月）等を実施した。

（ウ）施設利用者に対する健康・安全の確保
○ 施設利用者の高齢化等に伴う機能低下への対応として、車椅子の基本操作をテーマと

した介護技術講習会を平成２１年６月中に３回開催し、３２人が受講した。また、平成
２２年１月から３月の間に、医療的支援を必要とする寮において、一日の生活の流れに
沿った実際の支援を体験する方法による講習会を開催し、期間内に１２人が参加した。
なお、参加職員は、所属する部所において、習得した介護技術等の伝達を行った。

イ 日頃から施設利用者の安全に気 イ 事故防止対策の実施
を配るとともに、事故が万一発生 ○ 事故防止への取組
した場合に、事故原因の分析と対 事故防止対策委員会を毎月第２木曜日に開催し、事故報告書やヒヤリハット体験報告書
応策の検討を組織的に行い、同じ をもとに発生原因の分析、事故防止策などを検討した。その検討結果については、各部所
事故が起こらないよう注意喚起を に周知し、同じ事故が起こらないよう注意を喚起した。
図る。 なお、平成２１年度の事故等の発生状況は次のとおりである。

・２１年度事故発生状況 ５１件 (２０年度 ５４件)
・２１年度ヒヤリハット実績 ７３件 (２０年度 １０３件)

○ 各寮の副寮長、職員を対象として、平成２１年６月にリスク管理講習会を２回開催し、
誤与薬の防止等についてマニュアルの再認識と徹底を図った。

○ 平成２１年９月に採用した非常勤職員及びそれ以降の採用者を対象として、利用者支援
における基本理念やその姿勢を再認識するための基礎的な講習を平成２２年３月に実施し
た。

ウ ノロウィルス等の感染症に対し ウ 感染症対策の実施
て、地元保健所と連携しながら、 ○ １年を通して、診療所の玄関・病棟入口・各病室入口に、手指消毒剤を設置し、外来者
効果的・重点的な蔓延防止対策を や面会者にも手指消毒を励行し、感染症防止対策の強化に努めた。
講じる。 また、施設の全てにおいて、流行期には手指消毒剤を設置するとともに、外来者にはマ

スクを配布するなど感染防止に努めた。
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○ １０月から１月にかけて全国的に新型インフルエンザが流行したため、ワクチン確保を
早急に行い、医療従事者から優先的に接種し、利用者については、２人（アレルギー等）
を除き、全員に接種した。利用者の新型インフルエンザ陽性確定者はいなかった。

季節性インフルエンザについては、５人（アレルギー・入院等）を除き、利用者全員に
接種した。検査の結果、利用者の季節性インフルエンザの感染者はいなかった。また、職
員や職員家族の新型インフルエンザ発症には、タミフル予防投与及び・手洗い・うがい・
マスク着用を徹底し、更に、職員及び職員の家族等が罹患した場合は、出勤停止等措置を
とることにより、感染拡大を防ぐことができた。

○ 平成２１年１１月から平成２２年３月を「感染症予防月間」とし、手洗い・うがいの励
行、消毒の徹底を図り、感染症対策の強化に努めた。

○ 平成２１年５月にノロウイルスによる罹患者が５人発生したが、迅速に感染症対策委員
会を開催し、その予防に努めた結果、利用者等の感染拡大を防ぐことができた。

エ 安全防災訓練の計画的な実施な エ 防災対策の実施
ど、防災対策に取り組む。 災害発生時において施設利用者が迅速かつ適確に行動できるよう、安全防災訓練を２１年

度に４回実施したほか、施設利用者及び役職員を対象とした総合防災訓練を１０月に高崎市
中央消防署の協力を得て実施した。
当日は、震度6の大地震の発生による火災発生を想定し、避難訓練、初期消火訓練(消火器、

屋外消火栓を使用）、担架を使用しての搬送訓練及び「起震車」による地震体験を実施した。
その他、交通安全のためのチラシの配布(5月12日～5月18日）、危険箇所の点検(7月30日）

等の事故防止対策を実施した。

④ 業務内容の情報開示 ④ 業務内容の情報開示 ④ 業務内容の情報公開
国立のぞみの園の運営状況や財務 ホームページ等において、平成 独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律に基づき、組織、業務及び財務に関する情

状況、業務の遂行状況等について、 ２０年度の業務運営の状況や財務状 報や、業務運営の状況に関する評価、監査の結果等の独立行政法人に対して情報提供が求めら
国民にとって分かりやすいよう情報 況について公表するとともに、平成 れている情報について、平成２１年度分をホームページ等において公開したほか、これまでホ
開示を行う。 ２１年度における業務運営の遂行状 ームページに掲載し広く情報提供に努めてきた調査・研究及びセミナー等の業務内容を紹介す

況に関わる重要事項等について適宜 るページの更新を行った。
公開するなど、積極的な情報開示を
行う。

⑤ 取組を有効に機能させるための監 ⑤ 取組を有効に機能させるための監 ⑤ 取組を有効に機能させるための監査実施に係る条件整備
査実施に係る条件整備 査実施に係る条件整備 内部監査を実施するための規程等の整備を行い、平成２１年度当初に策定した内部監査計画

随意契約の適正化等の効率的な業 監事及び会計監査人による監査が に基づき監査を実施し、監査結果については、理事長に報告をするとともに当法人ホームペー
務運営に向けた取組を有効に機能さ 効果的かつ効率的に行うことができ ジに掲載し、公表を行った。
せるため、監事及び会計監査人から るよう、平成２１年度から内部監査 内部監査を担当する部所として、平成２０年４月に法人事務局に調査役（監査担当）他１名
の厳格な監査を受けることができる を実施するとともに、それを担当す を配置している。なお、平成２１年度においては、新たに法人事務局の調査役の下に組織の見
よう、必要な条件整備を図る る部所を組織として位置付ける。 直し等にかかる諸規程の改廃・制定及び法人の経営分析等を担当する企画係長を配置し、内部

統制の向上に努めた。

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目２ 内部統制・ガバナンス強化への取組】 内部統制・ガバナンス強化への取組については、内部統制向上検討委員会 （委員会としての評定理由）
が主体となり、平成２０年度に策定した「阻害要因一覧」を基に、リスクの ①内部統制・ガバナンス強化への取組について
認識・評価、リスクの対応計画の策定、リスク対応計画の取組及び取組状況 整理合理化計画に基づく横断的な措置として、全ての独立行政法人に対
のモニタリングを行ったことにより、法人としてのリスク管理の仕組みの確 してその取組が求められたものであるが、２年目となる平成２１年度にお
立を図ることに努めた。さらに、「阻害要因一覧」については、昨年度の医療 いては、のぞみの園に相応しい内部統制の仕組みを導入するため、 優先
・福祉部会の評価結果を踏まえ、当法人の業務の特殊性を加味し、独自の一 課題として、のぞみの園の業務運営に与える影響、業務の有効性・効率性
覧表を作成するため、リスクが高いと認識されるサービス関連の阻害要因を に影響を与える恐れのある阻害要因（以下「リスク」という。）の適正管理
細分化し、経営に関する阻害要因を整理統合し、より詳細なリスク評価がで に取り組むこととし、具体的な取組にあたっては、第三者の専門家による
きるように見直しを行うなど、計画以上に進捗した。 業務支援を受けながら、平成２０年度に策定した阻害要因をもとに、①リ

このうち、利用者に対する事故防止対策及び感染防止対策として、事故や スクを評価して対応の優先度を明確化、②優先度の高いリスクについて、
感染を未然に防ぐことの重要性を職員一人ひとりが認識するよう、研修会や いつまでに誰が何をするかリスク対応計画を作成、③リスク対応計画に沿
講習会など様々な機会を設けて意識改善に努めた。 った取組を実施、④リスク対応計画の取組状況を評価し、必要に応じてリ

特に、平成２１年５月にノロウイルスによる罹患者が５人発生し、また、 スク対応計画の見直しを行うなど、リスクの計画的な対応を段階的に取り
平成２１年秋から流行した新型インフルエンザにおいては、迅速に感染症対 組むリスク管理体制を構築した。このように、利用者への福祉サービスの
策委員会を開催し、その予防に努めた結果、利用者等の感染拡大を防ぐこと 質の向上など業務運営の目標達成のため、内部統制の効果的かつ効率的な
ができた。 体制整備を図り、積極的に取り組んだことを評価する。

更に、平成２０年度の業務実績評価の際に、当委員会として、他の独立
行政法人とは異なり、個別法に定める福祉事業を主たる事業とするのぞみ
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［数値目標］
・業務の進行管理を適切に行うため、モニターと役員等によるモニタリン ・モニタリング評価会議を平成２１年度中に４回開催した。モニター等か の園の特殊性を踏まえた独自の視点を加える必要があると求めたことに対
グ評価会議を平成２１年度中に４回開催し、業務の進行状況の評価を行う らの指摘事項であった寮再編による空き寮の活用については、利用者の日 し、のぞみの園は、サービス関連の阻害要因を細分化し、経営関連を統合
とともに、業務に反映させる。 中活動の場の拡大を図るなど、有効活用に努めた。 するなど、利用者への福祉サービスのより詳細なリスクの評価ができるよ

また、地域移行の取り組みについては、各部所との連携により、地域移 う利用者中心の阻害要因一覧の見直し（１１７項目→１０８項目）を行っ
行の推進が図られた。 たことを評価する。
（業務実績「②内部進行管理の充実」Ｐ４参照） ②事故防止対策について

事故防止対策委員会を毎月定期的に開催し、事故報告書やヒヤリハット
［評価の視点］ 体験報告書をもとに発生原因の分析、事故防止策を検討し、その検討結果
・内部統制の向上、ガバナンス強化に向けて、どのように取組んでいるか。 実績：○ については、各部所に周知し、同じ事故が起こすことがないよう注意を喚
（政・独委評価の視点事項と同様） ・内部統制の向上を図るための取組として、平成２０年度に策定した「阻 起した。更に、感染症防止対策として、昨年の全国的な新型インフルエン

害要因一覧」をもとに、リスクの認識度、評価を行うためのアンケート調 ザの流行に際して、施設利用者全員に対して予防接種を実施するなど例年
査を行い、 優先的に対応するリスクを選定し、その優先対応リスクに対 よりも徹底した利用者への感染防止を図ることができた。このように、事
応するためのリスク対応計画を策定して、各部所において取り組みを実施 故防止対策や感染防止対策が行われていたことを評価する。なお、今後と
した。 も、施設利用者の健康の維持と安全の確保の観点から、引き続き努力をす
また、「阻害要因一覧」については、当法人の業務の特殊性を加味し、独 ることを期待する。

自の一覧表の見直しを行うなど、計画以上に進捗した。
（業務実績「①内部統制の向上を図るための取組」Ｐ４参照）

（各委員の評定理由）
・業務の進行管理のため、組織的かつ継続的にモニタリングを行っている 実績：○ ・ 内部統制向上委員会の開催がされ、積極的な取組みについて評価できる。
か。 ・昨年度に引き続き各部所に配置したモニターより業務の進行管理を継続 ・ リスク管理の仕組み
また、モニタリングの結果を業務に反映させる仕組となっているか。 的に行うため、モニタリング評価会議を年４回開催し、モニターからのモ 全ての職員の参加によるモニタリング

ニタリング結果及び指摘事項については、幹部職員をはじめ全ての職員に リスク（阻害要因）項目の見直し
周知を図った。 事故件数の減少
（業務実績「②内部進行管理の充実」Ｐ４～５参照） ・ リスク一覧の作成、その見直しなど、定期的なモニタリングを実施。

・ 評価できる。但し、職員のモラルやロイヤリティーに対する配慮ができ
・業務の情報開示や監査機能の強化など、的確な業務遂行をチェックする 実績：○ ているのか。平成２０年度からの取組みは高く評価できる。
取組を行っているか。 ・ホームページにおいて、法人の業務の積極的な情報提供に努めた。また、 ・ 中期計画に、概ね合致しているが、上回って強化されたとは考えにくい。

内部監査を実施し、その監査結果については、理事長に報告するとともに ・ リスク回避への努力がなされており、事故や感染防止の対策が立てられ、
当法人のホームページに掲載し、公表した。 講習会も内部で開催されていることが評価できます。
（業務実績「④業務内容の情報公開」等 Ｐ６参照） ・ 計画どおり順調に推移していると認められるため。

・施設利用者の安全を守り、法人としてのリスク回避・軽減を図るため、 実績：○ （業務への提言）
①感染症予防や防災対策に対して、どのように取り組んでいるか。 〈①について〉 ・ 内部統制・ガバナンス強化には計画に沿って、遂行している。しかし、
②施設利用者の事故防止対策に対して、どのように取り組んでいるか。 ・感染症の未然の防止と万一発生した場合の対策を講じるため、「感染症対 感染症の発生や死亡事故の発生は防ぐに至っていない。計画策定、文書手

また、事故が発生した場合に、原因をどのように分析し、どのような 策委員会」を開催し、迅速な対応を図った。特に、平成21年度は新型イン 続きなど机上面の業務遂行にとらわれすぎず、本来の目的であるリスクの
再発防止策を講じているか。 フルエンザの全国的な流行に伴い、例年よりも感染症対策を徹底して行う 顕在化の抑制に努める取組みに注力してほしい。

等、その予防に努めた。
防災対策については、施設利用者に対する防災及び避難訓練を夜間を含 （その他意見）

め定期的に実施するとともに、毎年度秋に役職員を含めた総合防災訓練を なし
実施しており、平成21年度においても実施した。

〈②について〉
・施設利用者の事故防止対策として、事故を未然に防ぐことの重要性を職
員一人ひとりが認識するよう、研修会や様々な機会を設けて意識改善を図
った。発生した事故に対しては、毎月1回、事故防止対策委員会を開催し、
事故原因を検証し、再発防止に向けて対策を図り、職員に周知した。

またヒヤリハットからは、設備面の改善や福祉機器の購入、支援のスキ
ルアップ研修等を実施し、法人全体でリスク回避・軽減に取り組んだ。
（業務実績「③リスク回避・軽減への取組」Ｐ５～６参照）

・業務改善の取組を適切に講じているか。 ・施設利用者やその家族等からの利用サービスに関する苦情解決体制の仕
（業務改善の取組：国民からの苦情・指摘についての分析・対応、国民 組みについては、既に構築しているところであるが、平成２１年１２月に
が疑念を抱くことのない開かれた法人運営、目安箱等職員からの提案を 閣議決定された「国民及び職員からの意見聴取について」に基づき、当法
受け付けるための仕組みの構築、改善に取り組む職員を人事評価してい 人においても次年度からの新たな設置に向け、「国民の声募集（仮称）」で
るか等） 受け付けた苦情・要望等について現行の苦情解決制度を踏まえた対応、解

決方法等の検討を行った。
また、職員から業務改善に繋がる提案、ムダ削減に関する提案・提言等

を募集するため、「業務改善提案箱（仮称）制度」の構築に向けて検討した。
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中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

（３）業務運営の効率化に伴う経費節減 （３）業務運営の効率化に伴う経費節減 （３）業務運営の効率化に伴う経費節減 （３）業務運営の効率化に伴う経費節減
一般管理費及び事業費等の経費 ① 経費の節減 ① 経費の節減 ① 運営費交付金の節減

（運営費交付金を充当するもの〈定 中期目標に基づく運営費交付金の ア 定年退職者の後補充について、 ア 平成２１年度の運営費交付金（予算額（退職手当相当額を除く。））について、２０年度と
年退職者に係る退職手当に相当する 節減目標を達成するため、常勤職員 原則として行わないこととし、常 比較して約１億円（△４．８％）を節減した。
経費を除く〉）について、中期目標 数の縮減、給与体系・給与水準の適 勤職員数の削減を図る。 ・２０年度 ２，２２７百万円 → ２１年度 ２，１２０百万円（△１０７百万円）
期間の 終年度（平成２４年度）の 正化、「随意契約見直し計画」（平成 （※）退職手当相当額を除いた金額
額を、前中期目標期間の 終年度（平 １９年１２月策定）（以下、「随意契
成１９年度）と比べて２３％以上節 約見直し計画」という。）等に基づ イ 平成２１年度から実施する国家 イ 国家公務員の給与構造改革を踏まえ、常勤職員及び非常勤職員の給与制度について、平成
減すること。 く合理化に取り組む。 公務員の給与構造改革を踏まえた ２１年４月より新制度を導入し、人件費の削減を図った。

新しい給与制度の円滑な施行を図
り、人件費の削減に取り組む。

ウ 契約について、「随意契約見直 ウ 平成２１年度においては、「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、入
し計画」（平成１９年１２月策定） 札案件について、全て一般競争入札等の競争性の高い契約方式で実施した。
（以下、「随意契約見直し計画」
という。）等に基づき適正な実施
を図る。

② 運営費交付金以外の収入の確保 ② 運営費交付金以外の収入の確保 ② 運営費交付金以外の収入の増
ア 地域のニーズを踏まえた多様な ア 平成２１年４月の障害福祉サー ア 平成２１年４月の障害福祉サービス費用の改定により、事業収入のうち、介護給付費・訓
事業の実施や、施設・設備等の効 ビス費用の改定の影響を正確に把 練等給付費等収入の増が図られた。
率的な活用を引き続き検討し、事 握し、安定的な事業費収入の確保 ・２０年度 １，４６２百万円 → ２１年度 １，６２４百万円（＋１６２百万円）
業収入の増加を図る。 に努める。

イ 利用者負担を求めることができ イ 行動障害等を有するなど著しく イ 行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支援
るサービスについて、社会一般情 支援が困難な者２名に対して、継 ○ 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者の受入れについて、平成２０
勢を踏まえ適切な額の負担を求め 続して社会生活適応支援を提供す 年度の２人の受入れに引き続き、平成２１年度には、更に３人を受け入れた。これらの対
る。 るほか、今後の地域生活移行の状 象者に対して、社会生活の適応と速やかな地域生活への移行を図るため、計画的に施設入

況に応じて、新たな対象者の有期 所支援及び就労移行支援の提供等効果的な支援に努めた結果、２１年度には、３人の対象
限の受け入れについて検討する。 者が地域生活へ移行することができた。

○ また、平成２１年度は、著しい行動障害を有するがために精神科病院に社会的入院して
いた知的障害者１名を受け入れ、特別支援寮において、自閉症及び行動障害等への有効的
な支援方法の一つである構造化の手法を用いて支援することで、生活の安定が図られてい
る。

ウ 就労移行支援の利用拡大など、 ウ 就労移行支援の利用拡大等
計画的な実施を図る。 ○ 年度当初６人であった利用者が、年度末には９人となった。

内訳は新規に利用した者が６人、就労のために利用終了となった者が２人、県外への移
行のため利用終了となった者が１人である。

就労移行支援の一環として、障害者就業・生活支援センター、ハローワークの相談、登
録等の就職活動、職場実習（延べ１５人）及びトライアル雇用を行った結果、このうち２
人が就労することができた。

○ 就労継続支援事業B型の平成２２年１０月からの実施に向けて、検討委員会を立ち上げ、
検討した。

エ 地域のニーズを踏まえ、短期入 エ 短期入所及び通所利用の推進
所を推進する。 ○ 短期入所及び日中一時支援事業の実施

地域の１８歳以上の知的障害者に対して、短期間の入所又は日帰り入所させ、必要なサ
ービスを提供した。具体的なサービスの提供については、受け入れ寮の１日のスケジュー
ルに沿って行うことを基本とした。

なお、昨年度に比して延べ利用日数が減少しているが、これは、平成２０年度において
ケアホーム等への入居待ちのため、長期の短期入所を利用するケースがあったが、平成２
１年度においては、入居等が実現したため、短期入所の長期利用がなかったことに因ると
ころが大きい。
他方、利用者の情報の共有化や適切な支援を提供するため、「短期入所利用者支援会議」

を毎月１回開催し、ニーズに応じたきめ細かな対応に努めた。
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〈短期入所事業〉 （単位：人・日）
内 訳

男 女 市内 市外

利用者数 １０５ ６５ ４０ ８６ １９

延べ日数 ７９４ ４０３ ３９１ ７２６ ６８
・平成１９年度実績（延べ日数）８１８日 ・平成２０年度利用実績（延べ日数）１，３５６日

〈日中一時支援事業〉 （単位：人・日）
内 訳

男 女 市内 市外

利用者数 ５４ ２７ ２７ ４１ １３

延べ日数 79.50 48.00 31.50 62.00 17.50
・平成１９年度実績（延べ日数）９２．５日 ・平成２０年度利用実績（延べ日数） ８０．００日

オ 通所利用者の利用拡大を図る。 オ ２１年５月に新たに施設外の生活介護事業所「さんぽみち」を開所し、在宅の知的障害者
また、施設外の生活介護事業を を対象として通所利用者の新規開拓に努めた。

平成２１年度から新たに実施し、 ２１年度末の登録者は４７人、一日平均１０．１人の利用があった。
通所利用者の新規開拓に努める。

カ 外来診療について広報に努める カ 診療収入の確保
ことにより、診療収入の増を図る。 ○ 新規施設基準の取得及び医学管理料、指導料の算定に向けての取組を継続して行い、診

療収入の確保と診療報酬請求業務の適正化等に努めた。
＜診療所で取得している施設基準＞
・有床診療所入院基本料１（夜間緊急体制・複数医師配置・看護配置加算）
・運動器リハビリテーション料（Ⅱ）
・脳血管疾患リハビリテーション料（Ⅲ）
・電子化加算
・入院時食事療養費（Ⅱ）
・補綴物維持管理料

○ 診療収入については、４月から精神科医１人の常勤化に伴い、発達障害等の一般外来患
者診療による新患１７８人が増加し、診療収入も対前年度比べて１３百万円増の１０２百
万円となった。

キ 法人の単独事業として実施する キ 自立生活体験学習事業（宿泊体験事業）としての「トレーニングルームみらい」において、
在宅の知的障害者を対象とした宿 計１３回延２６人の利用者があった。
泊体験及び余暇活動の場を提供す
る事業の利用者の拡大を図る。

ク 国や地方自治体、民間団体等の ク 国や群馬県等の実施事業の受託
実施事業等を積極的に受託する。 当法人の目的・機能に沿った業務として、国(厚生労働省)や群馬県、高崎市から次の事業

を受託し補助を受けて実施した。

(ア) 国からの補助
○ 国(厚生労働省)の「障害者保健福祉推進事業(障害者自立支援調査研究プロジェクト)」
の補助協議に応募し、補助採択を受け、「行動援護従業者養成研修プログラムの全国的な普
及と行動援護サービスの普及・効果的な実施に関する調査・研究」及び「福祉の支援を必
要とする矯正施設等を退所した障害者等の地域生活移行のための効果的な支援プログラム
の開発に関する研究」を実施した。

(イ) 群馬県からの受託
a 行動援護従業者養成研修実施事業の受託

行動障害のある知的障害者(児)等に対して、外出時及び外出の前後に必要な支援を行う
ために必要な知識・技術を有する行動援護従業者の養成を図ることを目的とした研修を受
託した。
・群馬県行動援護従業者養成研修実施事業 受講者 ３０人
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b 知的障害者(児)ホームヘルパー養成基礎研修実施事業の受託
居宅介護に従事しているが、知的障害者(児)へのサービス提供の経験がないものに対し、

サービス提供に関する基礎的な知識の研修を行うことにより、適切な知識を備えたヘルパ
ーの確保及びサービスの質の向上を図ることを目的とした研修を受託した。
・ホームヘルパー養成基礎研修実施事業 受講者 ７９人

(ウ) 高崎市からの受託
○ 相談支援や情報提供等の便宜を供与し、社会生活を営むことが出来るようにするため、
高崎市相談支援事業を受託した。

ケ 専門学校等の学生や、ホームヘ ケ 実習の受入
ルパー研修受講者等の実習を受け ○ 福祉系大学等の学生、ホームヘルパー研修受講者等の各種養成機関からの実習を受入れ
入れる。 た。実習の受入に当たっては、適切な費用負担を求めた。

＜各種養成機関からの実習受入の状況＞
種 別 学校数 人 数 延べ日数

社会福祉援助技術現場実習 １２ ２５ ４０２
保育実習 ２９ １５３ １,８５６
専門学校臨地実習 ２ １３２ ２２０
群馬県受託養成研修実習 ２ ７９ ７９
訪問介護員養成研修実習 ２ ５５ １４０
早期体験実習(医師養成) ２ ９ １３５
介護等体験(教員養成) ２ １１ ５５
その他(民間団体等) １ ３９ ３９

合 計 ５２ ５０３ ２,９２６
コ その他、利用者負担を求めるこ
とができるサービスについて、社
会一般情勢を踏まえ適切な額の負
担を求める。

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目３ 業務運営の効率化に伴う経費節減】 運営費交付金（予算額）の節減について、第２期中期目標に定める２３％ （委員会としての評定理由）
以上の削減を達成するために、施設利用者が減少する中で平成２１年度にお 平成２１年度においては、前述した人件費総額の縮減に取り組んだほか、
いても着実に経費削減等に取り組むとともに、運営費確保を図るため、その 「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、入札案件に
他の事業収入の確保に努めた。 ついては全て一般競争入札等の競争性の高い契約方式で実施した。自己収

入については、平成２１年４月の障害福祉サービス費用の改定による介護
給付費・訓練等給付費等の収入の増、精神科医の常勤化による新患患者の

［数値目標］ 増に伴う診療収入の増、施設外に生活介護事業所を開設することにより通
・一般管理費及び事業費等の経費（運営費交付金を充当するもの（定年退 ・運営費交付金（予算額）について、第２期中期目標に定める２３％以上 所利用者の増を図るとともに、国の補助事業、地方自治体からの受託事業
職者に係る退職手当に相当する経費を除く））について、中期目標期間の の削減を達成するために、施設利用者が減少する中で平成２１年度におい を積極的に実施しており、第２期中期目標において設定された運営費交付
終年度（平成２４年度）の額を、前中期目標期間の 終年度（平成１９年 ても、着実に経費削減等を図るとともに、運営費確保を図るため、その他 金の節減目標（２３％以上の節減）の達成を目指し、着実に取り組んでい
度）と比べて２３％以上削減すること。 の事業収入の確保に努めた。 るものと評価する。

（業務実績「①運営費交付金の節減」Ｐ８参照）

［評価の視点］ 実績：○ （各委員の評定理由）
・一般管理費及び事業費等の経費（運営費交付金を充当するもの（定年退 ・平成２１年度の運営費交付金（予算額（退職手当相当額を除く。））につ ・ インフルエンザ等の感染者も出ず、健康維持対策が十分行われたと評価
職者に係る退職手当に相当する経費を除く））について、前中期目標期間の いては、２０年度と比較して、△１億７百万円（△４．８％）となり、第 する。ヒヤリハット件数が減少しているのも評価できる。
終年度（平成１９年度）と比較して、どの程度節減が図られているか。 ２期中期目標期間の 終年度（２４年度）に向けて、計画どおり削減を行 ・ 全ての目標について削減達成

った。 ・ 障害福祉サービス提供に係る公費収入、診療収入は増加し、努力が伺わ
（業務実績「①運営費交付金の節減」Ｐ８参照） れる。自己評価の通り、冗費や国民ニーズから大きく外れている事業や業

務はなかろう。
・事業収入の増加を図るための取組を行っているか。 実績：○ ・ 平成２１年度は１億円を削減し、経費削減を達成している。

・施設利用者の減少により事業収入を減少させないために、①新しい障害 ・ 評価できる。
福祉サービスを実施、②国や地方自治体の補助、委託事業を実施し、事業 ・ 中期計画を上回っていると判断できる。
経費を確保するなど、収入増を図るための努力を行った。 ・ 中期目標に対して順調に推移していると評価できるため。
（業務実績「②運営費交付金以外の収入の増」Ｐ８～１０参照）

（業務への提言）
・ 経費節減の効果は上がっていると思いますが、その内訳は主に人件費の

・事業費における冗費を点検し、その削減を図っているか。 実績：○ 節減、ということでしょうか。「冗費はない」と明言されていますが、これ
・コスト削減や効率化の観点から、各部所において点検した結果、冗費は までと違う観点からの評価も必要ではないかと考えます。
発生していない。
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・国民のニーズとずれている事務・事業や、費用に対する効果が小さく継 実績：○ （その他意見）
続する必要性の乏しい事務・事業がないか等の検証を行い、その結果に基 ・当法人が実施している事務・事業を点検した結果、国民のニーズとずれ なし
づき、見直しを図っているか。 ている事務・事業はないが、高崎市から受託している相談支援事業につい

ては受託費の額が年間７百万円と低く、家賃、人件費に到底及ぶものでは
ないが、地域の障害者にとっては、なくてはならないものであることから、
２０年度に引き続き、２１年度においても実施した。

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

２ 効率的かつ効果的な施設・設備の利 ２ 効率的かつ効果的な施設・設備の利 ２ 効率的かつ効果的な施設・設備の利 ２ 効率的かつ効果的な施設・設備の利用
用 用 用
既存の施設・設備を有効活用しつ 土地、建物等の資産について、資産

つ、効率的かつ効果的な業務運営を図 の利用頻度、本来業務に支障のない範 （１）土地・建物等の資産の利用方法等 （１）土地・建物等の資産の利用方法等の検討
ること。 囲内での有効活用の可能性の観点か の検討

ら、利用方法等の検討を行う。併せて、 ① 効率的かつ効果的な利用の検討 ① 効率的かつ効果的な利用の検討
老朽化等により不用となった建物の処 土地、建物等の資産について、資 土地、建物等の資産の利用方法等について、資産利用検討委員会を２回（１０月・２月）開
分等を検討する。 産の利用頻度、本来業務に支障のな 催して検討を行った。 検討案件は、賃貸で行っていた「ケアホームおおいし」について、今般

（１）施設利用者の状況を考慮した利用 い範囲内での有効活用の可能性の観 のグループホーム等の火災事故を踏まえ、賃貸ではこれ以上の安全対策が難しいことから、既
方法の検討 点から、現状分析や利用方法等の検 存グループホームを買い上げ、内部改修工事（スプリンクラー、通報装置の設置等）を行い､安

施設・設備等について、施設利用 討を随時行う。 全・安心を図ることとし、購入を決定したことについての報告及び旧独身寮・旧管理事務所解
者の減少や能力・障害の状況等に合 併せて、不用となった建物の処分 体に伴う跡地の活用、旧洗濯センター空室の活用、職員宿舎の集約等について検討した。
わせた見直しを図るなど、効率的か 等についても検討する。 なお、旧管理事務所跡地については、不動産鑑定士により評価を行ったが、結果としては市
つ効果的な利用を図る。 街化調整区域､宅地造成工事規制区域、砂防指定地、埋蔵文化財包蔵地であり、売却は非常に難

しい状況である。

② 施設利用者の状況を考慮した利用 ② 施設利用者の状況を考慮した利用方法の検討
方法の検討 ○ 施設利用者の高齢化や重度化等が顕著となり、そのニーズに対応した適切なサービスの提

供と、地域移行等による施設利用者の減少に鑑み、第三次寮再編を実施し、１２月１日より
施設利用者に対する支援の充実等 新たな支援体制の下での利用者支援を開始した。

を図るため、既存の施設・設備等に これにより、５か寮を閉寮し、新たに、医療的配慮グループ、特別支援グループ及び高齢
ついて、施設利用者の障害等の状況 者支援グループについて、それぞれ１か寮を増設するとともに、それまでの１９か寮から１
に適確に対応した生活の場や日中活 ７か寮体制へと再編成を図った。
動の場、余暇時間を過ごす場等への そのため、増設の対象となる建物については、入所利用者の支援要素に応じたトイレのバ
有効活用を図る。 リアフリー化、居室・廊下の壁の塗装及び床の張替、食堂の増築、食堂入口の洗面所の改修

等の整備を行った。また、空寮となる建物についても、居室・廊下の壁の塗装及び床の張替、
トイレ洗面所等の改修工事を行い、日中活動の場として活用を図った。

（２）地域の社会資源・公共財としての （２）地域の社会資源・公共財としての （２）地域の社会資源・公共財としての活用
活用 活用

① 診療所の機能の活用 ① 診療所の機能の活用 ① 診療所の機能の活用
診療所の機能を活用して、地域の 診療所の機能を活用して、地域の ○ 診療所において、地域の知的障害児（者）及びその家族等に対して外来診療を実施した。

知的障害者等に医療を提供する。 知的障害者等に医療を提供する。 （診療実績についてはＰ３３～３４を参照。）
＜地域の知的障害者等が利用できる診療科目＞

標榜科：内科、精神科、整形外科、皮膚科、歯科
特別外来：心理相談、機能訓練

このうち、心理相談（外来）については、精神科外来との連携を強化した結果、精神科受
診患者、特に発達障害児者の大幅増加に伴い、診療所全体の利用数が大幅に増加した。こと
ばの遅れや発達上に問題がある利用者に対しては、療育支援を行った。また１０月から、精
神科との連携による利用者の家族を対象とした家族心理教育のグループセッションを毎月１
回開催した。

○ 精神科外来や心理外来を利用する発達障害児等を対象に、医師、臨床心理士、学校教職員、
施設職員、児童相談所職員等によるケースカンファレンスを随時実施し、情報を共有化する
ことにより、地域全体での包括的な支援に取り組んだ。



12

② 福祉関係者等への活動の場として ② 福祉関係者等への活動の場として ② 福祉関係者等への活動の場としての活用
の活用 の活用 ア 活動の場としての提供
施設・設備等について、福祉関係 ア 施設・設備等について、福祉関 ○ 法人所有施設の一般開放について、広報活動を行っており、地元育成会やボーイスカウ

者、ボランティア等の活動の場に提 係者、ボランティア等の活動の場 ト、知的障害児（者）民間活動団体等の活動の場として提供した。
供するなど、一層の利用促進を図る。 として提供する。

〈施設利用状況〉 （単位：人）
施 設 名 延べ利用人数 利 用 団 体 等
体育館 ２７６ 地元育成会等

グラウンド ３３５ 地元育成会・少年野球チーム
テニスコート ９７２ 一般市民等
富士会館 １５９ ボーイスカウト・少年野球チーム
プール ２５ 知的障害児（者）民間活動団体
合 計 １，７６７

○ カラオケや踊り等のボランティアに対して、活動の場として法人施設（文化センター）
を提供した。

○ 高崎市内の幼稚園・保育園児の野外活動として、牧場を開放した。

○ 地元高等学校のマラソンコースや地域住民のウォーキングコースとして遊歩道等を開放
した。

○ 地元知的障害児（者）グループ、ボーイスカウト等の団体に対して、グラウンドや広場
等の法人施設を開放し、活動の場として提供した。

イ 施設・設備等について、福祉関 イ 研修会等の場としての提供
係者の研修会等の場として提供す ○ 群馬県や関係団体等の要請を受け、研修会等の場として法人施設(文化センター)を提供
る。 した。

・群馬県知的障害者福祉協会初任者研修会 参加者数 １０１人
・群馬県行動援護従業者養成研修会(３日間) 参加者数 ３０人
・群馬県知的障害者(児)ホームヘルパー養成基礎研修(２回) 参加者数 ７９人
・群馬県総合教育センター特別支援学校初任者研修 参加者数 ２７人

ウ 施設利用者と地域住民との交流 ウ 地域との交流
を進め、障害者に対する地域住民 ○ 地元地域の商店街のフリースペースの提供を受け、利用者が制作した作品を「みんなの
の理解を高めるため、施設利用者 作品展」とし、平成２２年１月９日から１月３０日の間、開催し、地元の方々８０人が来
と地域住民が参加するイベントを 場され、地域との交流が図られた。
企画し実施する。

○ 地元小学校等を対象に、親子作業体験等のイベントを開催した。
・親子作業体験 平成２１年７月１８日開催 参加者数５家族１２人

○ 平成２１年８月に｢高校生ボランティア講座２００９｣を開催した。
・８月１１日～１２日の２日間 参加者数 ３０人(高崎市内５校)

○ 障害医療セミナーの開催に当たり、テーマも身近な問題である「発達障害」、「認知症」
とし、広く募集を行った。
・障害医療セミナー ２１年６月２４日 １９５人(地域住民等 ９４人)

２２年３月１８日 １２５人(地域住民等 ３６人)

○ 中学校の職場体験学習として、平成２１年９月１４～１８日の５日間、高崎市内中学校
の生徒４１人を受け入れた。

○ 近隣の特別支援学校の生徒に対して、現場体験利用の受入を行った。
・参加者 １１人(高崎市内３校)

○ 平成２１年１１月８日に「第７回のぞみふれあいフェスティバル」を開催した。
フェスティバルでは、イベントや施設利用者の製作品の展示のほか、地域住民を対象と

した施設見学ツアー、福祉サービスや医療などの相談を行った。
なお、施設利用者は、模擬店等を利用して就労体験や買い物体験等に参加し、地域住民

との交流の機会を持つことに努めた。
・参加者数 １,８９７人
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評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目４ 効率的かつ効果的な施設・整備の利用】 施設利用者に対する効果的なサービス提供の観点から、土地・建物及び施 （委員会としての評定理由）
設・設備の有効活用について検討を行い、空き寮を整備して利用するなど、 効率的な施設・設備の利用については、生活支援部の生活寮の再編によ
効率的かつ効果的な施設の利用に努めた。 り空き寮となった建物を自活体験のためのスペースとして活用した。また、

また、地域住民との交流として、地域での利用者の作品展開催（２２日間 地域福祉の観点から、障害者への理解を深めるための取組として、地域と
８０人来訪）、地元小学生親子を対象とした作業体験（５家族１２人参加）、 の交流を図るためのふれあいフェスティバルを開催する等、積極的に施設
中学生の職場体験（５日間４１人参加）、福祉セミナーの開催（２回３２０人 ・設備の有効活用に努めていることを評価する。保有資産の大半は、山林、
参加）、特別支援学校生の現場体験（３校１１人参加）をはじめ、法人施設の 保安林であるため資産価値が低く、売却が極めて困難であるとされている
一般開放としては、新型インフルエンザ等の感染症の予防対策による受け入 が、今後、行政や地域住民など幅広い方々からの意見を聞くなど、引き続
れ中止の中、文化センターについては、ボランティア・福祉施設関係者等に き活用方策について検討されたい。
対し、研修会場（５回２３７人利用）、カラオケ等の発表の場（１回）として、
その他法人施設である体育館（２１回２７６人利用）、グラウンド（１５回３
３５人利用）等については、地元育成会、ボーイスカウト、少年野球チーム （各委員の評定理由）
等に対し開放し、地域の社会資源・公共財としての役割を果たした。 ・ 診療所の活用がこれまでと比べて、より一層図られ、地域医療へ貢献が

されたことを評価します。
［評価の視点］ 実績：○ ・ 更に診療所の機能の社会化、地域貢献。

・保有する建物等の資産について、適時・的確に利用方法等を検討し、有 ・資産利用検討委員会を年２回開催し、資産（土地・建物）の状況の再確 ・ 診療所の積極的な展開が評価できる。
効活用に努めているか。（政・独委評価の視点事項と同様） 認を行い、土地の有効活用に努めた。 ・ 施設、設備の利用に関しては、新たな地域資源としての再編成、ネット

また、効率的かつ効果的な利用方法について、検討を行った。 ワークの構築に繋がっていると思われる。
（業務実績「①効率的かつ効果的な利用の検討」Ｐ１１参照） ・ ５か寮閉鎖に伴う活用計画が順当と評価できるため。

・施設利用者の減少や能力・障害の状況等を踏まえ、施設・設備等の効率 実績：○ （業務への提言）
的かつ効果的な利用が図られているか。 ・第三次寮再編として、施設利用者の高齢化及び重症化等に対応した生活 ・ 保有財産については、困難という説明だけに終わらず、地域住民等広く

寮の再編を実施し、利用者個々の状況に適した支援体制の整備を図った。 意見を求めること。また防犯の観点からも保有林としっかり区別できるよ
そのため、既存寮を５か寮閉寮し、うち３か寮を新設寮として活用する うにして頂きたい。

とともに、他の空き寮については、生活スキルの獲得を目的としたプログ ・ 施設・設備の利用の効率や効果については努力が伺われる。広大な土地
ラムを提供する自活体験のためのスペース等として活用した。 については、山林や保安林であり資産価値が低く売却や活用が困難とされ
（業務実績「②施設利用者の状況を考慮した利用方法の検討」Ｐ１１参照） ている。県や市とも検討し、癒しや健康増進の森などとして活用できない

か今後もあきらめずに検討してほしい。安全のために、事業施設は集約し
・保有資産の活用について、監事の監査において適切にチェックを受けて ・平成２１年度監事監査において、指摘事項等はなかった。 てみてはどうか。施設利用者の安全の確保は、財政より優先すべき課題で
いるか。 あることを付記する。

・ 山林の活用方法に関する他の事例の検討なども必要ではないか。また、
・施設・設備等について、福祉関係者やボランティアの利用など、地域の 実績：○ 資産利用検討委員会には、行政や地域住民なども交えてみてはいかがか。
社会資源・公共財として、地域住民への積極的な施設開放が行われている ・毎年秋に開催し地元の行事としても定着した「第７回のぞみふれあいフ ・ その地域の特徴がわかっていないので、軽々に判断は出来ないのですが、
か。 ェスティバルは、平成２１年度も約１，９００人の地域住民、ボランティ 土地利用について「資産価値の低い山林・保安林」と言い切ってしまって

ア等が参加し、好評を得た。 いるのを、再考することはできないのかと少し疑問に思いました。地域の
（業務実績「②福祉関係者等への活動の場としての活用」Ｐ１１～１２参照） 活動に解放するのは大変結構です。

・活動支援部において地元小学生及びその保護者等を対象に、親子作業体
験等のイベントを開催し、５家族１２人の参加を得た。 （その他意見）

（業務実績「②福祉関係者等への活動の場としての活用」Ｐ１１～１２参照） なし
・中学生の職場体験学習として、地元中学より４１人を受け入れた。

・地域の知的障害者等への医療が適切に提供されているか。 実績：○
・診療所において地域の知的障害・発達障害児（者）に対する医療的支援
を積極的に行った。
（業務実績「①診療所の機能の活用」Ｐ１１参照）

・「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）で 実績：－
処分等することとされた資産についての処分等の取組状況が明らかにされ ・「独立行政法人整理合理化計画」における資産についての処分等に関する
ているか。 指摘はされていない。
その上で取組状況や進捗状況等についての評価が行われているか。
（政・独委評価の視点）

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

３ 合理化の推進 ３ 合理化の推進 ３ 合理化の推進 ３ 合理化の推進
契約は、原則として一般競争入札等 重度かつ高齢の知的障害者という施 （１）「随意契約見直し計画」に基づく （１）「随意契約見直し計画」に基づく取組等

によるものとし、以下の取組により、 設利用者の特性を十分考慮しながら、 取組等
随意契約の適正化を推進すること。 契約は原則として一般競争入札等によ

るものとし、以下の取組により、随意
契約の適正化を推進する。

① 「整理合理化計画」に基づき、国 ① 「整理合理化計画」に基づき、国 ① 「随意契約見直し計画」に基づく ① 「随意契約見直し計画」に基づく取組
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立のぞみの園において策定した「随 立のぞみの園において策定した「随 取組 平成２１年度においては、「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、入札
意契約見直し計画」（平成１９年１ 意契約見直し計画」の取組を着実に 平成２１年度においても、「随意 案件について、全て一般競争入札等の競争性の高い契約方式で実施した。
２月）の取組を着実に実施するとと 実施するとともに、その取組状況を 契約見直し計画」に基づく取組を着 なお、会計規程第３３条の２に基づき、該当する契約（予定価格が１００万円を超える契約）
もに、その取組状況を公表すること。 公表する。 実に行い、契約の適正な実施を図る については、のぞみの園ホームページに掲載し、公表した。

とともに、その取組状況を公表する。

② 一般競争入札等により契約を行う ② 一般競争入札等により契約を行う ② 競争性、透明性の確保 ② 競争性、透明性の確保
場合であっても、特に企画競争や公 場合であっても、特に企画競争や公 一般競争入札等のうち企画競争や 平成２１年７月２４日付けで、「一者応札・一者応募に係る改善方策について」を策定し、競
募を行う場合には、競争性、透明性 募を行う場合には、競争性、透明性 公募を行う場合には、競争性、透明 争性、透明性が確保できるよう努めた。
が十分に確保される方法により実施 が十分に確保される方法により実施 性が十分に確保される方法により実
すること。 する。 施する。

③ 監事及び会計監査人による監査に ③ 監事及び会計監査人による監査に
おいて、入札・契約の適正な実施に おいて、入札・契約の適正な実施に
ついて徹底的なチェックを受けるこ ついて徹底的なチェックを受ける。
と。

（２）入札・契約の適正な実施の確保 （２）入札・契約の適正な実施の確保
監事及び会計監査人による監査に 監事監査において、会計規程第３１条、第３２条及び第３３条の規定に基づいた入札・契約

おいて、入札・契約の適正な実施に が適正に実施されているか、関係書類等の内容のチェックを受けた。
ついて徹底的なチェックを受ける。 また、随意契約見直し計画の実施状況についてのチェックも受けたが、いずれも問題となる

指摘はなかった。

（３）外部委託の検討 （３）外部委託の検討
平成２１年度における新しい事業 外部委託についての検討は行ったが、新たな外部委託には至らなかった。

等の実施状況を見極めながら、外部
委託の検討を行う。

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ｂ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目５ 合理化の推進】 「随意契約見直し計画」に基づき、概ね計画どおり見直しを進めた。 （委員会としての評定理由）
「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、入札案件

は全て一般競争入札等の競争性の高い契約方式で実施するなど、合理化を
[数値目標] ・競争性のない契約（随意契約）については、３１件中２４件が毎月支払 計画的に進めているものと認められる。
・随意契約見直し計画に基づき、競争性のある契約を６０％以上とする。 われる電気料金及び上下水道料金といった公共料金であり、この件数をカ

ウントしなければ、競争性のない契約は７件、母数（契約総件数）は４２
件となり、競争性のある契約割合は８３％となる。 （各委員の評定理由）

・ 自己評価の通り。
競争性のある契約 ３５件（ ５３％） ・ 競争性、透明性の確保について不明瞭。
競争性のない契約 ３１件（ ４７％） ・ 競争性のある契約は８３％で目標６０％以上を達成している。一般競争

計 ６６件（１００％） 入札における企画競争や公募を行う場合の競争性と透明性を十分に確保す
るための方策を一応作成している。入札・契約の実施状況の監事監査と会

［評価の視点］ 実績：○ 計監査人によるチェックに問題はないとの報告。契約監視委員会において
・「随意契約見直し計画」の実施状況はどうか。また、その状況について公 ・「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、入札案件に の見直し・点検の結果にも問題となる指摘はない。
表しているか。（政・独委評価の視点事項と同様） ついて、全て一般競争入札等の競争性の高い契約方式で実施した。また、 ・ やむを得ない随意契約以外は、競争入札を実施している。

会計規程第３３条の２の規定に基づき、該当する契約については、のぞみ ・ 評価できる。
の園ホームページに掲載し、公表した。 ・ 競争性のある契約割合は８３％と高く、合理化は推進されていると思わ
（業務実績「（１）「随意契約見直し計画」に基づく取組」等Ｐ13～14参照） れる。

・ 「競争性のない契約」の率をさらに低下させる努力を今後も続けて頂き
・一般競争入札等の実施状況はどうか。そのうち、企画競争や公募を行う 実績：○ たい。
場合には、競争性、透明性が十分に確保させる方法により実施しているか。 ・入札案件について、全て一般競争入札等の競争性の高い契約方式を実施 ・ 入札・契約に係る改善状況が順調のため。
（政・独委評価の視点事項と同様） した。また、「一者応札・一者応募に係る改善方策について」を策定し、競

争性、透明性が確保できるよう努めた。 （業務への提言）
（業務実績「（２）入札・契約の適正な実施の確保」Ｐ１４参照） なし

・入札・契約の実施状況について、監事及び会計監査人による徹底的なチ 実績：○ （その他意見）
ェックを受けているか。（政・独委評価の視点事項と同様） ・監事監査において、会計規程第３１条、第３２条及び第３３条の規定に なし

基づいた入札・契約の実施状況についてチェックを受けたが、問題となる
指摘はなかった。
また、会計監査人による往査において、関係書類のチェックを受けたが、

問題となる指摘ははかった。
（業務実績「（２）入札・契約の適正な実施の確保」Ｐ１４参照）



15

必要な評価が行われているか。（政・独委評価の視点） ・監事監査において、入札・契約が適正に実施されているか、関係書類等
の内容のチェックを受けた後、契約監視委員会において、更に見直し・点
検が行われた結果、問題となる指摘はなかった。
（業務実績「（２）入札・契約の適正な実施の確保」Ｐ１４参照）

・法人の特定の業務を独占的に受託している関連法人について、当該法人 該当なし
と関連法人との関係が具体的に明らかにされているか。当該法人との業務
委託の妥当性についての評価が行われているか。（政・独委評価の視点）

・関連法人に対する出資、出えん、負担金等（以下「出資等」という。） 該当なし
について、法人の政策目的を踏まえた出資等の必要性の評価が行われてい
るか。（政・独委評価の視点）

・契約監視委員会での見直し・点検は適切に行われたか（その後のフォロ 実績：○
ーアップを含む。）また、「随意契約等の見直し計画」が計画どおり進んで ・平成２１年度は、平成２２年１月２６日、３月５日に当法人の契約監視
いるか。 委員会が開催され、見直し・点検が行われた。また、随意契約見直し計画

に基づき、随意契約によることが真にやむを得ないものを除き、一般競争
入札等の競争性の高い契約方式を実施した。

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

第３ 国民に対して提供するサービスその 第２ 国民に対して提供するサービスその 第２ 国民に対して提供するサービスその 第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき
他の業務の質の向上に関する事項 他の業務の質の向上に関する目標を達 他の業務の質の向上に関する目標を達 措置
通則法第２９条第２項第３号の国民 成するためとるべき措置 成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

１ 自立支援のための取組 １ 自立支援のための取組 １ 自立支援のための取組 １ 自立支援のための取組
（１）重度知的障害者のモデル的な支援 重度の知的障害者に対する先導的か

を行うことにより、施設利用者の地 つ総合的な支援の提供等を目的とする
域への移行を積極的に推進し、施設 国立の施設であることを踏まえ、次の
利用者数について、独立行政法人移 取組を行うことにより、重度かつ高齢
行時（平成１５年１０月）と比較し の知的障害者の自立に向けたモデル的
て、３割縮減すること。 な支援の確立に努めるとともに、他の

知的障害関係施設等に対し、これらの
知的障害者に対する支援方法等のモデ
ルを提供する。

（１）地域移行に向けた取組 （１）地域移行に向けた取組 （１）地域移行に向けた取組
中期目標に基づき、より多くの地 ① 施設利用者の地域移行のスピード ① 施設利用者の地域移行のスピードアップ

域移行の実現に向けて、地域移行の アップ ア 地域移行の実績
取組を丁寧かつきめ細かく進める。 施設利用者の地域移行の取組につ ○ 地域移行への取組は、これまでどおり丁寧かつきめ細かく計画的に進めた。平成２１年

いて、引き続き丁寧かつきめ細かく 度においても、地域移行の推進に向けて、具体的かつ重点的に取組むため、平成１８年度
進めるとともに、より多くの地域移 に設置した役職員から構成される「地域移行スピードアップチーム」における検討を継続
行の実現に向けて、効率的かつ効果 し、実効性のある事業等を企画し実行した。
的に取組み、平成２１年度中に１５ なお、スピードアップチームの会議は４回開催した。
～２０人程度の地域移行を目指す。

○ 平成２１年度においては、２１人が地域移行のために退所し、２１年度の目標値を達成
した。（独立行政法人となった平成１５年１０月以降の合計は８９人。）

地域移行については、２３人の移行が決定したが、うち２人については死亡や疾病等で
断念し、結果的に２１人となった。

＜平成２１年度地域移行者の状況＞
性 別 男 １３人 女 ８人
移行先都道府県 １都 １１県 福島県２人、東京都１人、群馬県３人、

茨城県２人、栃木県１人、長野県３人、
新潟県１人、岐阜県１人、兵庫県１人、
愛知県２人、広島県２人、山口県２人

年 齢 平均５６．２歳 （２２歳～７７歳）
在 籍 年 数 平均３２年６カ月 （０．９ヶ月～３８年１０カ月）
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<地域移行の実績>
第１期中期目標期間 第２期 合計

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 小計 ２０年度 ２１年度 小計
０人 ５人 ６人 １４人 １９人 ４４人 ２４人 ２１人 ４５人 ８９人

○ なお、これにより、平成２１年度末の施設利用者数については、３７１人となり、独立行
政法人移行時（１５年１０月）と比較して、約２割５分の減となった。
・施設利用者数
独立行政法人移行時 ４９９人 → ３７１人（△１２８人）
（※）上記の地域移行の実績と差があるが、死亡等を含むため。

○ 本人・保護者の同意が得られ、現在関係自治体や事業所と調整中となっている者は、平成
２１年度末現在で、３２人となっている。

<同意を得ている者の状況> （平成２２年３月３１日現在）
区 分 男 女 計

受入れ事業所決定（施設・自治体の入所調整による待機） １２ ５ １７
受入れ事業所決定（ケアホーム待機中、在宅） ２ １ ３
受入れ事業所を探してる ３ ９ １２

計 １７ １５ ３２

＜地域移行した者の障害程度区分の比較＞
第１期中期目標 平成２０年度 平成２１年度

人 数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合
非該当 0人 0.0％ 0人 0.0％ 2人 9.5％
区分１ 1 2.3 0 0.0 0 0.0
区分２ 3 6.8 0 0.0 1 4.8
区分３ 9 20.5 6 25.0 2 9.5
区分４ 10 22.7 9 37.5 3 14.3
区分５ 11 25.0 70.4 5 20.8 75.0 9 42.9 76.2
区分６ 10 22.7 4 16.7 4 19.0
合計 44人 100.0％ 24人 100.0％ 21人 100.0％

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ｓ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目６ 施設利用者の地域移行のスピードアップ】 地域移行の実現に向けて、丁寧かつきめ細かい取り組みを継続しつつ、Ｐ （委員会としての評定理由）
１７の業務の実績欄の②アに記載しているとおり、新しい効果的な手法を積 平成２１年度においては、年度目標（１５名～２０名）を昨年度と同様
極的に取り入れるなど、取り組み内容の充実を図った。 に上回り、２１名の施設利用者が出身地等のケアホーム等での生活に移行

また、年々重度・高齢化が進み、住まいだけでなく日中活動の確保が難し すべく、のぞみの園を退所している。併せて、地域移行の新規同意者につ
くなる中で、平成２１年度の地域移行者のうち、障害程度区分「５．６」の いては過去 高の３２名となり、年度目標（２５名程度の保護者の同意）
割合は６２％を占め、平成２０年度の３８％と比べて、重度者の割合が大幅 を上回っている。
に増加した。このような状況の中、年度目標１５～２０人を上回り、２１人
の地域移行を達成した。 （各委員への評定理由）

・ 地域以降の実績は、目標を達成。困難な中、種々プログラム。
［数値目標］ ・ 地域移行という大変に困難な取り組みを実行し目標以上の成果を上げた。

・重度知的障害者のモデル的支援を行うことにより、施設利用者の地域へ ・地域移行等により平成２１年度末の利用者数は３７１人となり、独立行 ・ 地域移行人数の年度目標１５人～２０人を上回る実質２３人を達成した
の移行を積極的に推進し、施設利用者数について、独立行政法人移行時（平 政法人移行時（平成１５年１０月）比較して、約２割５分減となった。 ため。
成１５年１０月）と比較して、３割縮減すること。 （業務成績「①施設利用者の地域移行のスピードアップ」Ｐ１５～１６参照） （業務への提言）

・ 地域移行については 終的に不可能であると考えられる人も相当数いる
・施設利用者の地域移行の取組について、引き続き丁寧かつきめ細かく進 ・平成２１年度における地域移行者数は２１人となり、数値目標である のではないか。これらの人達についての考え方をまとめたらいかがか。
めるとともに、より多くの地域移行の実現に向けて、効率的かつ効果的に １５～２０人を昨年度に引き続き上回った。 ・ 施設利用者の地域移行はスピードアップしていることは明らかである。
取組み、平成２１年度中に１５～２０人程度の地域移行を目指す。 （業務成績「①施設利用者の地域移行のスピードアップ」Ｐ１５～１６参照） だが、近年、行方不明者、事故死者、感染症事故などが続けて発生してい

ることは残念である。事故は必ず起きるという前提や 悪の事態を想定し、
［評価の視点］ 実績：○ リスク管理をしていくことが重要ではないか。
・施設利用者数について、独立行政法人移行時と比較して３割を縮減する ・地域移行等により、平成２１年度末の施設利用者は、３７１人となり、 ・ のぞみの園から地域の施設への移行は悩ましい。＜地域移行の意味を再
目標に対する進捗状況はどうか。 独立行政法人移行時（平成１５年１０月）と比較して、約２割５分減とな 定義する＞

った。 ・ 大変な努力はされているが、その内容からは大幅に上回っているとはい
また、平成２１年度末において本人、保護者の同意が得られている者が えない。ただし、この数値目標を設定すること自体、入所施設に生活する

３２人おり、今後、他の保護者の同意の促進を図ることにより、第２期中 中高年知的障害の方たちに対しては、適切とは言えない。
期目標を達成する見通しである。 ・ 利用者の地域移行は順調に進んでいます。スピードアップを目標にされ

（業務成績「①施設利用者の地域移行のスピードアップ」Ｐ１５～１６参照） ていますが、今のレベルで限界、と言うことでしょうか。
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（その他意見）
なし

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

① 実施計画の作成と実践 ② 地域移行の段階的支援（プロセス） ② 地域移行の段階的なプロセスの実践
厚生労働省、関係地方自治体及 の実践

び事業所等の協力のもと、施設利 ア 本人及び保護者の同意を得るた ア 本人及び保護者の同意を得るための取組
用者一人ひとりについて、次によ めの取組 ○ 保護者総会や各寮毎に行われる保護者懇談会及び保護者の面会のための来園の機会を利
り地域移行に取り組むこととす 次の取組みを行うことにより、 用して、地域移行の取組みの状況等の説明を行った。
る。 平成２１年度中に２５人程度の保 地域移行に関する説明の際には、視覚で地域での生活を理解していただくため、既に地

護者の同意を得る。 域移行した者の生活の様子を撮影した写真を編集したＤＶＤを活用した。
ア 本人及び保護者等家族への説 また、地域移行した者を紹介する「のぞみの園地域移行通信」を年間６回発行し、各生
明と同意の確保 a 移行先を具体的かつ丁寧に説 活寮で行う広報紙の送付に同封することにより、保護者全員に配布した。

明することにより、具体的な地 さらに、少しでも地域移行に関心を示した家族に対しては、出身地等の地域移行先の社
イ 地域移行に向けた個別支援計 域生活のイメージを持たせ、安 会資源を紹介し、周辺の福祉環境が大きく改善されていることの理解を求めた。
画に基づく生活・日中活動に関 心感を与える。
する個別支援の提供や、地域生 ○ 平成２１年４月、総合施設全職員を対象として地域移行に係る研修会を開催し、地域移
活体験の実施 b 来園の機会が少ない等のため 行の取組み状況や経過及び事例報告等行うとともに、来園機会が少ない等のため地域移行

に地域移行に関する説明を受け に関する説明を受けることが少ない家族等に対しての新たな取組みについて周知した。
ることが少ない家族に対して、 この取組みは、面会や連絡等のきっかけのつかめない家族等に対して、利用者の近況を
家庭訪問を行うなど、理解と同 伝え、面会を依頼したり、面会希望するが高齢や遠距離等のため、来園することが難しい
意を求める取組を強化する。 等の家族に対して、家庭訪問等を行い、地域移行に関しての説明を行う取組みである。

平成２１年度は、生活支援部と地域支援部等との連携強化を図り、生活寮と家族等の連
c 地域移行に向けた具体的な個 絡状況を基に、出身地域や受入れ先状況等を考慮して、３７家族を対象者として家庭訪問
別支援計画を作成する。 等の取組みを行った。

d 移行前に地域生活体験ホーム ○ この結果、平成２１年度においては、３２人の保護者から新たに地域移行の同意を得る
において地域生活体験を経験さ ことができ、目標値を達成した。
せることにより、不安感を解消 なお、平成２０年度末までに同意を得て調整していた２３人を合わせて、平成２１年度
する。 末における新たな同意者は５５人となった。

<平成２１年度保護者懇談会実施状況>
実施寮 参加家族 出席者数

第１課 ８ １０１ １５１
第２課 １０ １１５ １７７
地域生活体験ホーム １ ６ ７
計 １９ ２２２ ３３５

＜来園機会が少ない３７家族等への取組み結果＞
対象 連絡済 連絡 死亡 訪問済 訪問 来園済 来園 来園訪問 移行 地域

不通 調整中 調整中 困難 同意 移行者
３７ ３５ １ １ ５ １ １５ ３ １１ ９ ３

<地域移行の同意を得られた推移＞
新たな同意者数 累 計 うち地域移行者数

平成１５～１９年度 ６６人 ６６人 ４４人
平成２０年度 ２９人 ９５人 ２４人

（２５人） (９１人)
平成２１年度 ３２人 １２７人 ２１人

（３０人） (１２１人）
計 １２７人 ８９人

(１２１人）
※カッコ内の数字は、疾病や死亡等で地域移行を断念したものを除した数

○ 施設利用者の個別支援計画（施設入所支援、日中活動支援）の作成に当たって、地域生
活への移行に向けて、洗濯、買い物等のＩＡＤＬ(手段的日常生活動作)が可能となるよう
必要な支援内容を確認し支援計画を作成した。
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○ 宿泊体験、地域生活体験等の実施
地域生活への移行が円滑に行えるよう、施設利用者の状況に応じて地域生活体験ホーム

における宿泊体験を実施した。
具体的な地域移行の準備の第１段階として、設備・職員体制の整った地域生活体験ホー

ムにおいて短期間又は中期間の宿泊体験を実施し、その後、第２・第３段階としてできる
限り地域生活体験ホームに長期間利用する方法により実施した。

また、重介護や医療的配慮を必要とする生活寮の施設利用者についても、受入れ体制の
整った地域生活体験ホームにおいて宿泊体験を実施した。

＜平成２１年度は次の３段階で実施＞
種 別 場 所 場 所 勤務体制

第１段階 宿泊体験 地域生活体験ホーム「くるん」 施設外法人所有 夜勤体制
（バリアフリー）

第２段階 地域生活体験 地域生活体験ホーム「あおぞら」 施設内職員宿舎 宿直体制
第３段階 地域生活体験 地域生活体験ホーム「ひじり」 施設外一般住宅 宿直体制

（※１）宿泊体験
地域生活体験ホーム「くるん」において、施設利用者の状況に合わせて短期（１～２泊）

中期（１週間以上１カ月未満）の宿泊体験を行った。
また、身体介護が必要な者について、地域生活を体験するために必要な支援体制を検証

することを目的に、当該体験ホームにおいて、重介護型の宿泊体験も実施した。

＜平成２１年度宿泊体験の実施状況＞
体験方法 実人数 延べ人数 延べ日数
宿泊体験 ２７人 ４２人 ３９３日
重介護型 ３人 １３人 ２６３日

計 ３０人 ５５人 ６５６人

（※２）地域生活体験
施設利用者に対して、地域での生活に近い生活環境での地域生活体験を実施した。
地域生活体験ホーム「あおぞら」 １０人

「ひじり」 ４人
「くるん」 ３人
年度末実人員 １７人（年間実人数２３人）

（※）「くるん」では、車いすを利用し、食事、排泄等常時身体介護を必要とする者
福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した対象者も利用している。

○ 具体的に地域移行を予定する者に対しては、移行先の事業所の見学や現地での宿泊体験
を実施した。

＜移行予定事業所の見学、宿泊体験状況＞

利用者 移 行 見学 宿泊体験 退所日
予定先 回数

１（男）愛知県 ０ １回（ ８日） Ｈ21.4.1
２（女）広島県 １ ０ Ｈ21.4.13
３（男）長野県 ３ １回（ ３日） Ｈ21.4.30
４（女）福島県 １ ０ Ｈ21.6.30
５（男）山口県 ０ １回（２１日） Ｈ21.7.31
６（男）福島県 ０ ２回（１１日） Ｈ21.7.31
７（男）新潟県 ０ ２回（ ５日） Ｈ21.8.3
８（男）長野県 １ ２回（ ９日） Ｈ21.8.5
９（男）愛知県 ０ １回（ ８日） Ｈ21.9.30

１０（男）群馬県 ２ ０ Ｈ22.1.31
１１（男）長野県 ３ １回( ８日) Ｈ22.1.31
１２（女）神奈川県 １ １回（ ７日）
１３（女）東京都 ０ １回( ６日) Ｈ22.2.9
１４(男) 栃木県 １ １回（ ３日） Ｈ22.2.28
１５（男）茨城県 ４ １回（ ９日） Ｈ22.3.9
１６（男）群馬県 １ １回（ ４日） Ｈ22.3.28
１７（女）群馬県 １ １回( ４日) Ｈ22.3.28
１８（女）茨城県 １ ２回（ ７日） Ｈ22.3.31
１９（女）群馬県 １ ０
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※平成２１年度内で実施した利用者であり必ずしも年度内に
地域移行していない者も含まれる。

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ｓ 評価項目 評 定 Ｓ

【評価項目７ 本人及び保護者の同意を得るための取組】 施設利用者及び保護者に対する地域移行の同意を得るための取組ついて、 （委員会としての評定理由）
引き続き丁寧かつきめ細かく行った。平成２１年度においては、地域移行の説 従来から取り組んでいる①保護者・家族等への個別面談重視、②地域移
明に当たって、個別相談を重視するなど、個別対応の強化を図ると共に、新た 行された方の生活の様子を映像化したＤＶＤの活用、③施設利用者の地元
に来園の機会の少ない保護者に対し面会・家庭訪問などにより、地域移行の説 の事業所を調査し、保護者への紹介に加え、平成２１年度においては、①
明を行った。更に、既に地域移行した利用者の地域での生活の様子を掲載した 地域移行した者を紹介する「のぞみの園地域移行通信」の定期発行（年間
広報紙「地域移行通信」を年６回配布すると共に、具体的な地域生活に向けて、 ６回）、②来園機会が少ない保護者宅等への訪問を行い、移行への働きかけ
宿泊体験等により効果的に提供した。これにより、過去 大の３２人の保護者 を行ったこと、③総合施設全職員を対象に地域移行に関する研修会を開催
から新たに同意を得るなど、内容を含めて計画を大きく上回ることができた。 し、取組内容の周知を再確認したことなど新たな取組みを行った結果、確

実に数字として積み上げてきたことを高く評価する。
なお、地域生活への移行が困難な要因・理由として、①保護者・家族の

［数値目標］ 同意が得られにくいこと、②施設利用者本人の体験不足、③移行先の確保
・平成２１年度中に２５人程度の保護者の同意を得る。 ・平成２１年度は、目標を大きく上回る３２人の保護者から新たに地域移 が困難なこと等問題があげられるが、これまで蓄積された支援技術と経験

行の同意を得ることができた。 を活かして、施設利用者本人の意向を 大限尊重し、施設利用者本人及び
（業務実積「②地域移行の段階的なプロセスの実践」Ｐ１７～１８参照） 保護者・家族等の個々のニーズを丁寧に把握し希望に沿った地域移行を実

現できるよう、さらに粘り強くきめ細かな対応に努め、地域移行の同意等
の拡大にも重点を置いて取り組まれたい。

［評価の視点］
・施設利用者の地域移行に向けて、施設利用者本人及び保護者等に対して、 実績：○
どのように取り組んでいるか。 ＜①について＞ （各委員の評定理由）

① 施設利用者及び保護者等への説明と同意の確保に関して、どのよう ・各生活寮での保護者懇談会や、保護者の利用者への面会のための来園の ・ 積極的な取組みは評価でき、数値的にも目標を大幅に達成できている。
に取り組んでいるか。 機会を利用して、地域移行に関する説明を行った。また、個別対応として の ・ 保護者の高齢化、死亡。本人の高齢化、重度の中での同意形成の困難さ

② 施設利用者に対する生活・日中活動支援や、地域生活体験の実施状 話し合いの時間を確保するため、保護者会前後の時間を活用して、個別 相談 の中での取組みが積極的に実施されている。
況はどうか。 を行い、地域移行先の社会資源等を紹介し、地域移行の具体的なイメ ージづ ・ 個別相談や家庭訪問をはじめとする努力の結果、過去 大の３２人の保

くりに努めた。更に、保護者全員に対し、「地域移行通信」を年６回 定期的 護者から同意が得られた。取組みも軌道に乗りつつあると思われる。
に配布し、地域移行の状況に触れる機会を増やした。 ・ 保護者全員に地域移行した事例を紹介する、自宅訪問など、地道な活動

平成２１年度の新たな取組みとして、来園機会の少ない保護者３７人を により、目標以上の同意を得た。
対象に面会の依頼や家庭訪問等を行い、利用者の近況を伝えると共に、出 身 ・ 評価できる。
地等の社会資源のサービスの向上状況を伝えるなど、地域移行の理解を 求め ・ 取り組みに関しては、大幅に上回っている。
る取組みを積極的に行った。 ・ 数値目標である同意人数２５人に対し、大幅に上回る３２人を達成した

ため。
＜②について＞
・施設利用者に対して、個々の状況に応じて一定期間の宿泊体験等を提供 （業務への提言）

する地域生活体験を３か所で実施した。平成２１年度においては、施設利 用 ・ 積極的に保護者・家族とのコミュニケーションをとり、利用者の受入同
者の状況に応じて、①設備・職員体制の整った小集団による地域生活体 験、 意を進め、成果をあげています。移行先の確保が困難である状況に対して
②街中にある地域生活に近い環境の中での地域生活体験を段階的に行 い、円 も、積極的に対策を進めている様子がうかがえます。直営ケアホームの充
滑に地域への移行が可能となるよう、各々の役割を明確にし、効果 的な宿泊 実が望まれます。
体験、地域生活体験を実施した。

さらに、重介護や医療的配慮を必要とする利用者３人に対して、繰り返 （その他意見）
して宿泊体験を行うことにより、本人の自信に繋がるよう努めた。 なし
（業務実績「②地域移行の段階的なプロセスの実践」Ｐ１７～１８参照）

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

ウ 厚生労働省、関係地方自治体、 イ 地域移行の環境整備に向けた移 イ 移行先の確保
事業所等の協力による移行先の 行先の確保 （ア）国・地方自治体への協力要請
確保 出身都道府県・市町村や地域の ○ 厚生労働省や関係団体等が開催する全国規模の会議において、地域移行関係資料を提供

キーパーソンからの紹介等を受け し協力を要請した。
エ 移行後の生活について、移行 移行先事業所を開拓する。 ・全国障害保健福祉関係主管課長会議（平成２１年３月１２日開催）
先の協力により本人、保護者が 平成２１年度においては、茨城 a.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部から、国立のぞみの園の地域移行の取組への
安心・信頼できる環境を整備 県、栃木県、岐阜県、大阪府、山 理解と協力を要請。

口県、広島県、大分県に対して、 b.平成２１年度の重点都道府県として、１府６県（大阪府、茨城県、栃木県、岐阜県、
重点的に地域移行への協力を依頼 山口県、広島県、大分県）に対して重点的に協力を要請。
する。



20

＜平成２１年度１府６県の実績＞
対象利用者数 重点対象者数 地域移行者数 移行先決定

ケアホーム 施 設 （待 機
５０人 ９人 ３人 ５人 ５人

○ こうした取組を踏まえ、地域移行を予定している施設利用者の出身都道府県、市区町村
に対して、随時・個別に地域移行に向けた具体的な調整を行った。

＜協力要請の状況＞
都道府県 １都１道１５県 ２４回
市区町村 ７４市６区１４町１村 ２９１回

計 ３１５回

（イ）地域移行の受け皿としてのケアホームの定員増
○ 群馬県出身者等を対象として、「おおいし」、「やちよ」、「さくら」の３か所のケアホーム

を運営していたが、「おおいし」については、今般のグループホーム等の火災を踏まえ、賃
貸ではこれ以上の安全対策が難しいことから、既存のバアフリー型グループホームを買い
上げ、内部改修工事を行い、重介護型として転居した。転居に伴い「おおいし」の定員を
５人から７人としたことで、新たに群馬県出身者２人の地域移行の受け皿を確保すること
ができた。
なお、平成２１年度に地域移行した者２１人のうち、上記を含む８人がケアホームでの

地域生活に移行した。
ケアホーム 定 員 現 員 男 女 平均障害程度区分
おおいし ７ ５ ３ ２ ５．０
やちよ ５ ５ ２ ３ ３．８
さくら ４ ４ ２ ２ ５．０

計 １６ １４ ７ ７ ４．６

※平均年齢６０．８歳

○ ケアホームに入居した、重度高齢者の日中活動の場を確保するため、ケアホームの近隣
に生活介護事業所「さんぽみち」を設置し、利用者が毎日の支援メニューを選択して利用
できるよう新たな事業を開始した。

ウ 移行者に対する地域生活定着支 ウ 移行者に対する地域生活定着支援
援 （ア）移行直前の健康診断の実施
・ 移行直前の健康診断の実施を 移行直前の健康診断を診療所において実施した。併せて、移行先においても継続した医
徹底する。 療支援が必要な場合に備えて、すべての移行者に診療情報提供書を交付した。

・ 移行先事業所と連携して地域
生活の定着を図るためのフォロ （イ）地域移行者のフォローアップ
ーアップを徹底して行うほか、 ○ 地域移行者のフォローアップとして、地域移行した者を対象として、①移行先事業所等
高崎市に所在するケアホーム等 へ訪問し、本人と面接、②電話等の連絡により、生活の状況を確認した。
への移行者に対しては、地域相
談支援センターによる支援を行 ○ 今後の地域移行を進めるための参考とするため、移行先事業所等と本人を対象としたア
う。 ンケート調査を実施した。（１８事業所等、３２人）

＜フォローアップの状況＞
地域移行した者（累計） ８９人
移行自治体数（都道府県） ３０
男女別 男４８ 女４１

回 数 人数
０回 ３人

２～４ ４１
５～９ ２１

１０～ ２４
計 ８９人

※回数０回は２人が死亡、１人がＨ22.3.31に移行した為
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方 法 延べ回数（延べ人数）
来 所 １０回（ １０人）
訪 問 ７８ （ ４３人）
手 紙 ７ （ ２人）
電 話 ５９２ （ ８６人）
計 ６８７回（１４１人）

② 地域移行モデルの情報提供 ③ 地域移行モデルの作成 ③ 地域移行モデルの作成
これまで蓄積された地域移行の実 本人及び保護者に対する同意を得 のぞみの園で取り組んでいる地域移行支援の様々な取り組みだけでなく、より一般化した地

績等を踏まえ、他の知的障害関係施 る取組や、行政・事業所等との調整 域移行プロセスを明確化するために、２１年度は、入所施設から地域生活への移行に積極的に
設等に対して、重度かつ高齢の知的 など、地域移行にきめ細かく丁寧に 取り組んでいる複数の民間事業者に対し聞き取り調査を行い、その支援方法やその効果や方法
障害者の地域移行に向けた支援モデ 対応した事例を取りまとめ、地域移 について調査・研究の報告書としてまとめた。
ルの情報提供を行う。 行を進める上で重要な関係者の協力

・調整に対する取組・心構えに関す
るマニュアルを作成する。

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ｓ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目８ 移行先の確保、移行者に対する地域生活の定着支援】 地域移行先を確保するため、平成２１年度については重点都道府県として１ （委員会としての評定理由）
府６県の自治体に協力要請を行い、移行先の事業所を開拓した結果、想定以上 地域移行の受皿として３か所のケアホームを運営しているが、そのうち
の８人の地域移行が実現した。また、来年度以降の受け入れを承諾した事業所 １か所を重介護型としてバリアフリー化するとともに、併せて定員の増（５
を５か所確保でき、計画以上の成果を上げた。更に、既存の高齢者対象のバリ 名→７名）を図った。このように、今後、予想される高齢化に伴い、介護
アフリー型グループホームを買い上げ、内部改修工事を行い、転居することに の割合が高くなっても地域移行が円滑に行われる環境を整えるとともに、
より、介護の割合が高くなっても地域移行が円滑に行われるよう環境を整えた。 移行先確保のため重点都道府県を設けて各自治体に協力要請を行い、受入
就労が困難な重度・高齢な入居者の日中活動の場を確保するため、ケアホー 先施設・事業所等の開拓を行ったことを評価する。

ムの近隣に生活介護事業所を立ち上げ毎日支援メニューを選択して利用できる
事業を行い、在宅障害者も含めて地域生活定着支援に積極的に取り組んだ。
また、地域移行者へのアフタフォローを行う一方、事業所・本人へのアンケ （各委員の評定理由）

ートを実施して、個々の支援に対する協力体制を強化した。 ・ フォローアップの実績
・ 地域移行した施設、事業所へ訪問、電話をするなどしてフォローアップ

［評価の視点］ を図っている。
・施設利用者の地域移行の実現のため、地域移行先の自治体や施設・事業 実績：○ ・ 評価できる。
所等との協力・調整について、どのように取り組んでいるか。 ＜①について＞ ・ 数値で設定するということより、内容の改善、支援の充実で判断すれば
① 地域移行先を確保するための取組はどのように行っているか。 ・厚生労働省や関係団体が開催する全国規模の会議において、地域移行に Ｓ評価になる。
② 移行後の生活について、移行先の協力を得て、本人及び保護者等が 関する資料等を提供し、協力を求める要請を行った。また、全国会議の際 に ・ 評価の視点の各項目につき、順調に実施していると評価できるため。
安心・信頼できる環境を整備しているか。 実施した個別説明会においては、平成２１年度に特に重点的に調整等を 行う

自治体として、東京都ほか６県の担当者と直接協議を行った。 （業務への提言）
（業務実績「イ移行先の確保」Ｐ１９～２１参照） ・ 元々困難なことであろうかと思うが、移行させるための施設を買い取る

などによっての達成では、前途はなかなか目処が立たない。
＜②について＞ ・ 今年度は、想定を上回る８人を地域移行させている。一時的なものでな
・地域の受入先となる関係自治体や施設・事業所と連携を密にして、地域 く今後も継続的にこの水準を達成できるように手順を分析し、マニュアル

移行を予定する者に も適した個別支援計画を作成した。例えば、のぞみ 化していっていただきたい。
の園が運営するケアホームでは、近隣の生活介護事業所の利用の他に、介 ・ 受け入れ先の自治体との交渉に努力されていることが確認できました。

護保険を活用したディサービスの利用、地域での障害福祉サービスの移動 支 受入を増やすための方策を、違った角度から考え提案する必要があるので
援・行動援護等を利用して、地域生活での充実を図った。また、地域移 行後 はと思います。
のフォローアップとして、地域移行した者の移行後の様子の聞き取り や本人
からの相談等、地域移行後のアフターケアに努めた。 （その他意見）
・利用者の高齢化により、医療情報は安心した地域での生活に不可欠であ なし

り、地域移行３ヶ月前からのカンファレンスの段階から準備し的確に支援 が
引き継げるよう取り組んだ。
（業務実績「ウ移行者に対する地域生活の定着支援」Ｐ２０参照）
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中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

（２）重度知的障害者に対する自立のた （２）行動障害等を有するなど著しく支 （２）行動障害等を有するなど著しく支 （２）行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支援
めの先導的かつ総合的な支援を行う 援が困難な者に対する支援 援が困難な者に対する支援
ことにより、サービスモデル等を構 行動障害等を有するなど著しく支 ① 福祉と医療の連携によるサービス ① 福祉と医療の連携によるサービス
築し、他の知的障害関係施設等への 援が困難な者の自立した生活が可能 の提供 ○ 自閉症及び行動障害に関して高い知見と経験を有する自立支援の専門家を「参事」（謝金対
普及に取り組むこと。 となるようなサービスモデル等を構 行動障害等を有するなど著しく支 応）として平成２０年度に引き続き委嘱し、特別支援寮を中心に支援技術の指導及び助言を

築するとともに、他の知的障害関係 援が困難な者に対して、自立した生 受けた。
施設等に対して情報提供を行う。 活が可能となるよう、診療所機能を また、平成２１年９月から平成２２年３月までの間、職員７人を選抜して「自閉症支援者

有効に活用し福祉と医療の連携によ 育成プロジェクトチーム」を設置し、参事の指導の下で自閉症や行動障害への適切な支援が
る効果的なサービスを提供する。 提供できる職員の育成を図った。

なお、実施にあたっては、外部か なお、支援に当たっては、診療所の精神科医、臨床心理士等と連携して、自閉症、行動障
ら行動障害等の専門家を平成２０年 害、言語発達等の心理調査を行うなど、効果的なサービス提供に努めた。
度から引き続き招へいし、専門的な
指導・助言を受ける。

② 新規受入の継続 ② 新規受入の継続
平成２０年度から開始した行動障 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者の受入については、２０年度の２

害等を有するなど著しく支援が困難 人に引き続き、２１年度は３人を受け入れた。これらの対象者に対して、社会生活への適応と
な者の有期限の受入れを継続し、施 速やかな地域生活への移行を図るため、計画的に施設入所支援、就労移行支援を提供し、効果
設入所支援、自立訓練等の日中活動 的な支援に努め、２１年度には、３人の対象者が地域生活へ移行した。
支援を提供する。 また、行動障害等により長期に精神科病院に社会的入院となっていた１人について平成２１

年度受け入れ生活支援に当たっている。

③ 日中活動支援の充実 ③ 日中活動支援の充実
提供する日中活動について、個々 ○ 平成２１年５月から、施設外の生活介護事業所「さんぽみち」を定員２０人で開始した。

の障害の特性、能力等に応じて効果 日中活動のメニューの充実を図るべく、有償ボランティア講師による創作的活動や趣味的活
的なサービス内容とするため、平成 動の多彩なメニューを提供し、利用者の選択性の幅を拡大した。
２１年度において施設外の生活介護
事業を新たに実施するなど、日中活 ○ 障害者自立支援法の目指す理念や、施設利用者の高齢化及び重度化等の状況を考慮して、
動のメニューの充実を図る。 活動支援棟のサテライト（分場）において、多様な活動メニューを提供し、継続的に支援を

行った。

○ 施設利用者の高齢化及び重度化に伴い、サテライト（分場）の利用が増加する中で、平成
２１年１２月から、活動支援課活動支援Ⅰ係の作業種別の班編成を見直し、効率的な受入が
できるようにした。

○ 就労継続支援事業B型の平成２２年１０月からの実施に向けて、検討委員会を立ち上げ、検
討した。

④ 福祉の支援を必要とする矯正施設 ④ 福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者への支援
等を退所した知的障害者への支援 ア 担当職員の養成と研修
福祉の支援を必要とする矯正施設 ○ 事業の推進のため、新たに地域支援部支援調査係を設け、平成２０年度同様に「社会生

等を退所した知的障害者に対して、 活支援センター準備室」の職員が、他の業務との兼務で矯正施設等関係機関、関係団体と
再犯を防止し地域での自立生活に向 の連絡調整事務を行った。
けて、有期限の受入を継続し、自立 ・スタッフ会議 １３回開催
に向けた支援を提供する。 ・企画会議 １７回開催
また、これらの実践等を通じて、

刑務所出所後の受皿となる福祉施設 ○ 法人全職員が事業の意義と基本的知識を共有するための研修会を３回開催した。
における効果的な支援プログラムの また、刑務所等での知的障害者の状況を調査するため、次の施設を視察した。
開発等の検討を行う。

刑務所 前橋刑務所（群馬県前橋市） H21.5.26
府中刑務所（東京都府中市） 9.30

更生保護施設 東京実華道場ステップ押上（東京都墨田 9.28
区）
虹（長崎県雲仙市） H22.1.19

先駆的受入施設 知的障害者更生施設「かりいほ」（栃木 H21.6. 8
県大田原市）

さらに、他団体主催の５回の研修会に職員を参加させた。
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イ モデル的受け入れと支援の実践
（ア）入所の決定と合同支援会議

矯正施設（刑務所・少年院）から受け入れるため、本人に対する面接・調査を行い、当
法人の入所利用審査会・役員会等の必要な手続きを経て入所を決定した。

これと並行して、矯正施設・保護観察所・援護の実施者（市町村）・地域生活定着支援セ
ンターによる合同支援会議を受刑中に開催し、必要な福祉サービスの受給手続きと地域生
活支援を目標とした個別支援計画を作成した。（延べ６回出席）

（イ）受け入れと支援の実践
○ 平成２０年度２人、平成２１年度３人の受け入れを行う。

対象者は矯正施設を退所後の帰住先がなく、また、ほとんどの者が福祉の支援を受けておら
ず、所持金もわずかな状況であり、矯正施設退所後の地域での生活が成り立たないと判断された

ため、本人の同意のもと、入所中に福祉の制度の受給申請を行い、当面の生活の場と所得保障を
目的として受け入れ、地域生活への移行を目指して段階的に支援を行った。

○ 施設内の生活の場を段階的に設定し、地域生活移行の準備を行った。
第１段階（生活寮） 本人の性格、信頼関係の構築
第２段階（施設内地域生活体験ホーム） 自立心の高揚と自分の時間の過ごし方
第３段階（施設外地域生活体験ホーム） 地域住民との交流、地域の中での生活

○ 就労することで、地域生活への生き甲斐と所得保障を目指した。
日中活動として就労移行支援事業に所属して就労を目指した。
第１段階 体力強化・職業適性検査・就労意欲の高揚
第２段階 職場見学・実習
第３段階 トライアル雇用

○ 支援実績

（性別） ＩＱ 罪名 出身地 退所矯 日中活動 移行後の生活
正施設 入所期間 場所 生活の場 就労等

Ａ（男） 76 性犯罪 県外 県外 就労移行 10ｶ月 県外 通勤寮 一般就労
少年院 支援事業

Ｂ（男） 52 窃盗 県外 県外 就労移行 11ｶ月 県内 アパート 一般就労
（累犯） 刑務所 支援事業

Ｃ（男） 49 窃盗 県内 県内 就労移行 県内 Ｃ・Ｈ 就労継続Ｂ
（累犯） 刑務所 支援事業 (予定) (予定)

Ｄ（男） 54 窃盗 県外 県内 就労移行 7ｶ月 県外 Ｃ・Ｈ 就労継続Ｂ
（累犯） 刑務所 支援事業

Ｅ（男） 52 窃盗 県外 県内 就労移行 県外 Ｃ・Ｈ 就労継続Ｂ
（累犯） 刑務所 支援事業 (予定) (予定)

（ウ）相談支援の実践・講師の派遣
電話・来園・訪問など３４件の相談支援を行った他、関係研修会の講師として６回派遣

した。

ウ 矯正施設を退所した後の受皿となる福祉施設等における効果的な支援プログラムの開発等
の検討
○ 平成２１年度障害保健福祉事業（障害者自立支援調査研究プロジェクト）として、先駆
的受入れ事業所、関係団体等から委員として、法務省、厚生労働省がオブザーバーとして
参加する研究検討委員会を開催し、矯正施設を退所した後に受け入れ福祉施設等での支援
プログラムの開発を行い、報告書をとりまとめた。また、報告書は事業所種別毎の普及版
を作成し、啓発活動に努めた。更には、矯正施設を退所し地域生活を行う者へのモデル支
援を３団体で実施し、成果と課題をとりまとめた。
・事業実施団体 国立のぞみの園 飛山の里福祉会 滋賀県社会福祉事業団

○ 検討結果を基に普及を目的とするセミナーを開催し、全国から法務・福祉関係者が出席
した。
・国立のぞみの園福祉セミナー２０１０
平成２２年２月２５日～２６日（群馬県・高崎市） 出席者２９９人
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評 価 の 視 点 等 自己評価 Ｓ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目９ 行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支援】 行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支援の一環として、 （委員会としての評定理由）
新たに平成２０年度から開始した「福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所 「福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者への支援事
した知的障害者への支援事業」の実施体制としてプロジェクトチームの他、所 業」については、矯正施設等を退所した知的障害者の中には福祉サービス
管する支援調査係を設け効率的な運営を行った。その結果、対象者は平成２１ を受けていないケースが多く、このことが再犯を繰り返す一因と考えられ
年度中に５人になり、そのうちの３人が就労に結びつき、地域生活に移行する ることから、福祉の支援を必要とする知的障害者が地域社会での生活が円
など、当初、入所後２年以内の地域移行を想定した中で概ね半分の期間で実現 滑に行える支援手法を確立し、全国の福祉施設等における当該支援事業の
するなど順調に推移した。 取組みの普及拡大に資するため、平成２０年度から先駆的に取り組んでい

る。その実績は、平成２０年度の２名を受入に引き続き、平成２１年度の
３名の合計５名を受け入れた。これらの者には、性犯罪、累犯窃盗を犯し

［評価の視点］ 実績：○ た中軽度の知的障害者や人間関係が作れず出身地に戻れないなど何れも支
・重度・高齢の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援 ・施設利用者の状態に合わせた施設入所支援を提供するため、平成21年12 援の難しい事例であるが、５名のうち３名が就労に結びつき、地域生活に
のあり方を検討し、能力・障害の状況等に合わせた効果的な施設入所支援、 月1日、第三次寮再編を実施した。特に、高齢化した利用者への支援体制と 移行するなど、当初、入所後２年以内の地域移行を想定した中で半分程度
日中活動支援の提供を行っているか。 して、高齢者支援グループを拡充し、介護や日中活動の提供等ニーズに基 づ の期間で実現できたことは、評価する。

いた支援の提供を積極的に進めた。 さらに、従前より取り組んでいる著しい行動障害等を有する者に対する
また、支援にあたっては、高齢者支援に経験と知見を持つ専門家を６月 支援として、①自閉症及び行動障害に関して高い知見と経験を有する自立

より招聘し、支援の実際場面において指導や助言を受けた。 支援の専門家を参事（非常勤）として平成２０年度に引き続き委嘱し、特
なお、平成２０年度より、日中活動メニューの充実を図るとともに、様 別支援寮を中心に支援技術の指導及び助言を受け、②その実施体制として

々な場所で日中活動が受けられるように、活動支援棟のサテライト（分場） プロジェクトチームを設置し、参事の指導の下で自閉症や行動障害への適
を設置してきたところであり、本年度も利用者状況の変化に応じて、引き 切な支援ができる職員の育成を図り、効率的な運営を行った。
続いて積極的な活用を図った。 また、自閉症や行動障害等を有する者に対する支援の他、著しい行動障
（業務実績「①福祉と医療の連携によるサービス提供」Ｐ２１参照） 害により精神科病院に社会的入院となっていた知的障害者を新たに１名を

受け入れ、自立への支援を通じて地域移行を図るための効率的な支援に取
り組んだ。
どの事例も極めて難しい事例であるが、対象者が多い状況に鑑み、のぞ

みの園においてモデル的な支援の確立に向けて、引き続き事業を積極的に
推進することを希望する。

・行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支援に関して、 実績:○ （各委員の評定理由）
どのように取り組んでいるか。 ・自閉症及び行動障害等を有する者に対して、生活支援部特別支援寮にお ・ モデル的支援を実施

いて支援を行った。 ・ 積極的な支援策を実施していると思う。
今年度については、１２月１日に実施した第三次寮再編において特別支 ・ 矯正施設を退所した知的障害者へのモデル的支援を行うなど、計画を大

援棟１カ寮を増設し、特別支援グループとして男女の棲み分けによる特別 支 幅に上回っている。
援体制の拡充を図った。 ・ 評価の視点の各項目につき、順調に実施していることに加え、矯正施設

また、平成２１年度も自閉症等に関して高い知見と経験を有する自立支 退所者の就労につき目標を上回る成果を上げたため。
援の専門家を昨年に引き続き委嘱して、支援技術の指導及び助言を受けた。

なお、こうした取り組みの一環として、平成２１年度においても、福祉 （業務への提言）
の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者への支援を引き続き 行 ・ 認知症のスクリーニングツールの開発及び矯正施設を退所した知的障害
った。平成２１年度は３人を新たに受け入れ、合計５人の受け入れとな り、 者への支援については、ノウハウの提供やマニュアル作りだけでなく、実
そのうちの３人が就労に結びついた。こうした社会生活への適応支援、 就労 際のニーズが高ければ、受け入れを増やすことも検討すべき。
支援を行ったことにより、早期の地域生活への移行を目指し取り組ん だ。 ・ ５人中３人が地域生活に移行した。努力は評価できる。入所後２年以内

更に、平成２１年度からは、新たに著しい行動障害を有するがために、 の地域移行を想定したが、すでに概ね半分の期間で実現とあるが、まだ絶
精神科病院に入院していた知的障害者１人を受け入れ、自立への支援を通 し 対数が少ないので評価を結論づけるのは早急すぎるのではなかろうか。
て地域移行を図るための効果的な支援に取り組んだ。 ・ 結局は（他機関（施設））に送致するのか
（業務実績「（２）行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支 ・ 極めて難しい事例に対応しており、多大な労力が必要であることが理解
援」Ｐ２１～２３参照） できます。成果としての人数は少ないかもしれませんが、システムを確立

されつつあり、他のモデルとなる活動なので、今後も頑張って進めていた
・全国の知的障害関係施設等の参考となるよう、重度の知的障害者に対す 実績：○ だきたい。
る地域移行を図るための支援モデルや、行動障害等を有するなど著しく支 ・高齢の知的障害者で認知症の罹病が原因と考えられる行動障害の予防策
援が困難な者に対するサービスモデルの構築に向けて、どのように取り組 として、障害者福祉施設の現場で共通に認知症状のスクリーニングができ る
んでいるか。また、他の知的障害関係施設等への情報提供については、ど ツールの翻訳ならびにその信頼性・妥当性の研究を行った。 （その他意見）
のように取り組んでいるか。 ・自閉症支援者育成プロジェクトを中心に、行動障害のある利用者に対す なし

る支援の新たな試みを事例報告の形式で議論し、まとめた。この報告集は 平
成22年度上半期にハンドブック形式の出版を予定している。
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中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

２ 調査・研究 ２ 調査・研究 ２ 調査・研究 ２ 調査・研究
（１）重度知的障害者の地域移行、行動 （１）調査・研究のテーマ等の設定 （１）調査・研究のテーマ （１）調査・研究のテーマ

障害等を有するなど著しく支援が困 調査・研究のテーマ等の設定に当 ① 行動援護従業者養成研修プログラ ① 行動援護従業者養成研修プログラムの全国的な普及と行動援護サービスの普及・効果的な実
難な者の支援方法等について、各年 たっては、重度知的障害者の地域移 ムの全国的な普及と行動援護サービ 施に関する調査・研究
度において具体的なテーマ等を設定 行プロセスの確立に関すること、行 スの標準化に関する調査・研究 ○ 平成２０年度の調査研究により、行動援護従業者養成研修の企画運営が出来る講師・イン
し調 査・研究を行うこと。 動障害等を有するなど著しく支援が ストラクターの人材不足が問題提起された。２１年度は、この講師・インストラクターの強
なお、テーマ等の設定に当たって 困難な者の支援方法等に関するこ 化・育成を目的とした研修プログラムを開発し、「行動援護従業者養成研修－都道府県インス

は、障害福祉施策の動向や社会的ニ と、及び知的障害者の健康管理、医 トラクターパワーアップ編－」を実施した。
ーズを踏まえ、障害福祉施策の推進 療と福祉の連携に関すること等、障 また、全国の市町村において行動援護支給決定者数が比較的低調であり事業所の実績数も
に資するものであって、かつ、その 害福祉施策の動向や社会的ニーズを 上がっていかない現状から、行動援護を積極的に活用している地域を選定し、行政担当者、
成果が知的障害関係施設等で活用さ 踏まえ、障害福祉施策の推進に資す 相談支援事業者ならびに行動援護事業者に対してヒアリングを行い、その活用に寄与する要
れるなど実効性のあるものとなるよ るものとなるようにし、その成果が 因を抽出した。更に、利用者に対して行動援護のイメージや利用意向についても調査を行っ
う努めること。 知的障害関係施設等で活用されるな た。分析の結果、①市町村が確実に対象利用者を把握していること、②地域の相談支援体制
また、調査・研究の内容に応じて、 ど実効性のあるものとなるように、 の充実と連動すること、③行動援護利用のメリットを事前に実感できる仕組みづくりが必要

関係機関等と連携・協力により実施 各年度ごとに厚生労働省の意見等を であることが分かった。
すること。 踏まえて設定する。 （平成21年度障害保健福祉推進事業：障害者自立支援調査研究プロジェクト）

② 福祉の支援を必要とする矯正施設 ③ 福祉施設の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害者等の地域生活移行のための効果的
等を退所した障害者等の地域生活移 な支援プログラムに関する調査・研究
行のための効果的な支援プログラム ○ 矯正施設退所後の帰住先がなく、地域生活が成り立たないと判断され、これまでに福祉サ

ービス支援を受けたことがない人を、平成20・21年度において合計５人モデル的に受け入れ、
実践的な支援プログラムの開発とその研究を行った。支援プログラムとしては、障害者ケア
マネジメントの手法を活用した個別支援計画モデルを採用した。
知的障害者と犯罪の特徴を３つの視点から整理し、1)アセスメント、2)チェックシート作

成、3)プランニング、4)支援の実施、5)モニタリングのサイクルを循環させ、施設内の生活
の場を準備段階とし、地域生活への移行、そして就労による所得保障を目指した支援を提供
してきた。既に、３人が施設から退所し、２人が就労、１人が就労継続支援事業を利用しな
がら生活している。今後は、より一般的な支援の在り方を目指す意味でも、職員への研修プ
ログラムの開発が重要であることが分かった。
（平成21年度障害保健福祉推進事業：障害者自立支援調査研究プロジェクト）

③ 重度・高齢の知的障害者に対する ③ 重度・高齢の知的障害者に対する地域移行のプロセスの確立に関する調査・研究
地域移行のプロセスの確立に関する ○ 地域移行プロセスの一般化を図るため、地域移行に取り組んでいる民間事業者に聞き取り
調査・研究（５年計画の２年次目） 調査を行った。そして入所施設支援、地域移行支援、地域生活支援の一連の地域移行プロセ

スにおける支援項目の検討を行った。その結果、それぞれの時期に共通する課題として人間
関係があげられた。また、入所施設では機能訓練や健康維持といったADLに着目した支援が、
地域移行では体験支援や情報提供といった支援が、地域生活では生活全般に関する様々な支
援がそれぞれ行われていることがわかった。また、入所施設では利用者本人に着目し、他の
２つのプロセスでは利用者本人への働きかけと同時に環境に対する調整支援が行われている。
今後さらなる調査の蓄積を通じて、地域移行支援の役割と方法についてプロセスの確立が

必要とされることが分かった。

④ 行動障害等を有するなど著しく支 ④ 行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する効果的な支援に関する調査・研究
援が困難な者に対する効果的な支援 ○ 行動障害について、今年度はまず高齢等による知的障害者の認知症に類似した症状に関す
に関する調査･研究（３年計画の１ る研究を行った。これは海外の知的障害のある人の認知症スクリーニングスケールを翻訳し、
年次目） そのスケールの妥当性と信頼性のチェックを行った。調査数が限定されること、一部項目の

設問表現の修正といった課題が残るものの、実践現場の応用が可能なスケールとなる展望が
持てた。認知症だけでなく、併存する多様な精神科症状との関係性も今後の研究が必要であ
ることが分かった。

⑤ 知的障害者の健康管理・医療と福 ⑤ 知的障害者の健康管理・医療と福祉の連携に関する調査・研究
祉の連携に関する調査・研究（２年 ○ 知的障害者に対する医療受診サポートツールへのニーズは全国に存在すると考えられるが、
計画の２年次目） その実態は明らかにされていない。本調査研究ではこの医療受診サポートツールの全国にお

ける作成状況を明らかにし、その作成背景、現状、今後の課題を明らかにすることとした。
その結果、医療受診サポートツールの作成に際しては、医療のみに対応したものと生活全

般に対応したものが見られ、双方とも関係団体が提案をして作成されるという背景が見られ
た。今後については、現状維持を基本としつつ必要に応じて見直しを行う状況が見られた。
また、先駆的に取り組んでいる市川市では、医師会と親の会が互いに問題意識を持ち連携を
していることがわかった。これから、医療受診サポートツールは、その普及において医療受
診者側と医療提供者側と連携をとりつつ、相互理解のもとに普及啓発を図ることが必要であ
ることが分かった。
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⑥ 地域で生活する高齢知的障害者の ⑥ 地域で生活する高齢知的障害者のサービス利用に関する調査・研究
サービス利用に関する調査･研究 ○ 65歳以上の高齢知的障害者に対する、介護保険サービスの利用についての実態は十分把握

されていない。そこで、3地域、合計8人の高齢知的障害者のサービス利用実態を把握し、市
町村担当職員、相談支援専門員にインタビューすることで探査的研究を行った。介護保険サ
ービスに移行した事例、介護保険サービスを利用しない事例、そして障害と介護両方のサー
ビスを併用している事例が存在している。しかし、利用決定を行った経過は、周囲のサービ
ス事業者の状況、サービス利用の本人のニーズ、障害の状況等から個別に決定されたもので
あった。また、同様な高齢知的障害者の事例を想定した議論は、まだ各地域では行われてい
なかった。今後、高齢知的障害者が増えると予測されることからも、サービス利用の決定過
程に関して、社会的に大きな課題になると推測される結果であった。

⑦ その他の実践的な調査・研究
○ 入所施設から地域生活への移行により知的障害者に及ぼす影響：入所施設から地域生活に
移行した人の適応行動とＱＯＬ（生活の質）の変化の比較を調査した。結果は、ＱＯＬにつ
いて一様に改善が見られ、適応行動については多様な結果が見られた。生活環境が知的障害
者に与える影響について、より多角的な視点からの調査や分析が必要であることが分かった。

○ 重介護を必要とする知的障害者の地域生活支援について：地域生活体験ホームの事例から、
重介護者が地域生活をしていくために必要なポイントを検討・考察した。結果として、個人
に特化した支援に注目すること、アセスメント力が重要であることなど、５つの実践上のポ
イントが明らかになった。

○ 高齢知的障害者の摂食・嚥下障害に関する研究：摂食・嚥下の基礎知識は、高齢の知的障
害者の介護には欠かせないものである。平成２１年度は実践研究の第一段階として、知的障
害者施設職員が身につけておくべき、「摂食・嚥下の問題とは」、「介護上のポイント」等をま
とめたガイドブックを作成し、出版物として関係機関に配布した。

○ 広汎性発達障害における併存精神障害に関する研究：診療所に受診した新規患者の中に広
汎性発達障害と診断される人が約３分の２おり、そのうち、知的障害のある群は行動上の問
題を、知的障害のない高機能群は大うつ病性障害の基準を満たすものが多い。認知機能と対
人ストレス等、今後調査・研究すべき課題が明確になった。

○ 重度知的障害者施設における相談援助実習プログラム開発に関する基礎的研究：平成２０
年度に日本社会福祉事業大学との共同開発した国立のぞみの園相談援助実習プログラムを、
今年度は６人の学生に実施し、評価を受けた。各評価項目の結果を受け、平成２２年度に、
相談援助実習プログラムの改訂を行う予定である。

（２）調査・研究の実施体制等 （２）調査・研究の実施体制等 （２）調査・研究の実施体制等
① 方針・内容の協議 ① 実施体制 ① 実施体制

各年度において行う調査・研究の ア 外部の有識者等から構成する ア 国立のぞみの園研究会議の開催
基本的な方針や具体的な内容につい 「国立のぞみの園研究会議」を平 外部研究会議委員として４人の有識者と内部研究会議委員２人とオブザーバーを交え、平
て、外部の有識者等から構成する「国 成２１年度に２回開催し、調査・ 成２１年度は国立のぞみの園研究会議を２回開催し、平成２１年度研究計画及び調査・研究
立のぞみの園研究会議」において協 研究の基本的な方針や具体的な内 結果の概要説明に対する指導・助言及び平成２２年度の研究計画に対する指導・助言を受け
議を行う。 容について協議等を行う。 た。

・国立のぞみの園研究会議の開催状況
平成２１年度 第１回(第３回) 平成２１年６月 ５日開催

第２回(第４回) ２２年３月２６日開催

② 業務の計画的・効率的な実施 イ 計画的かつ効率的に調査・研究 イ 調査・研究調整会議の開催
調査・研究業務について、計画的 を実施するため、国立のぞみの園 国立のぞみの園研究会議の決定事項を踏まえ、平成２１年度は合計４回の調査・研究調整

かつ効率的に進めるため、国立のぞ 研究会議の下に設置する「調査・ 会議を実施し、研究毎に各部と連携協力し、研究の実施体制の整備を図った。
みの園研究会議の下に「調査・研究 研究調整会議」を定期的に開催し、 ・国立のぞみの園調査・研究調整会議の開催状況
調整会議」を引き続き設置し、具体 国立のぞみの園研究会議における 第１回 平成２１年５月２１日開催 調査研究計画、学会等発表予定、外部研究協力員に
的な実施体制の検討や関係各部所と 決定事項を踏まえ、具体的な実施 ついて
の連携・調整、進捗状況の把握並び 体制の検討や関係各部所との連携 第２回 平成２１年１０月２９日開催 調査研究進捗状況と今後のスケジュール確認
に調査・研究の成果の検証等を行 ・調整、進捗状況の把握並びに調 第３回 平成２２年２月４日開催 調査研究進捗状況と今後のスケジュール確認
う。 査・研究の成果の検証等を行う。 第４回 平成２２年３月１９日開催 調査研究結果の概要報告、次年度の研究テーマに

ついて
③ 外部の研究者等との連携・協力 ② 外部の研究者等との連携・協力 ④ 外部の研究者等との連携・協力

調査・研究の内容に応じて、外部 調査・研究の内容に応じて、外部 ○ 福祉の支援を必要とする矯正施設を退所した障害者等の地域移行のための効果的な支援プ
の研究者・関係機関等と連携・協力 の研究者や関係機関、関係団体等と ログラの開発に関する調査・研究（平成２１年度障害保健福祉事業（障害者自立支援調査研
して実施することが効果的な場合に の連携・協力により実施することが 究プロジェクト））
は、適切な連携・協力体制の確保に 効果的な場合には、適切な連携・協
努めることとする。 力体制を確保する。 ○ 調査・研究の内容に応じて、外部の研究者や関係機関（知的障害者施設や認知症を中心と

また、人材活用の観点から、調査 した介護保険事業者）に協力依頼し研究を実施した。また、関係団体や大学等の研究協力を
・研究の内容に応じて、全国の知的 得て実施した。
障害関係施設等の職員の参加を募っ
て実施することも検討する。
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外部研究協力者 7人（大学関係者2、研究所所属者2、知的障害施設関係者2、
介護保険事業関係者1）

協力団体等 群馬県知的障害者福祉協会、高崎健康福祉大学、東洋大学、
山梨県立大学

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目１０ 調査・研究のテーマ、実施体制等】 調査・研究のテーマに関しては、のぞみの園研究会議や調査・研究調整会議 （委員会としての評定理由）
において、その内容に関する審議・評価を行った。また、計画的かつ効率的な 調査・研究については、国立のぞみの園研究会議のメンバーに外部から
実施へ向け、テーマ毎に診療所、生活支援部、活動支援部、地域支援部と共同 の有識者１名を増やすなど研究体制整備の充実化を図り、調査・研究結果
で調査・研究を行うと同時に外部の研究者を積極的に活用した。全国の障害福 に対する指導・助言を受けた。
祉の現場に密接に関係する１１の研究テーマについて、その成果を紀要として 平成２１年度においては、重度知的障害者の地域移行や高齢・行動障害
まとめ、関係者に配布した。 等の支援が難しい知的障害者の健康や医療・福祉との連携に関する事項な

ど、全国の障害福祉の現場に密接に関係する１１テーマを取り上げた。
［数値目標］ これらのうち、①厚生労働省から補助を受けて、障害者自立支援法に基
・外部の有識者等から構成する「国立のぞみの園研究会議」を平成２１年 ・ 外部研究会議委員として新たに１名の有識者を加え、年間２回「国立の づく支援サービスのひとつである行動援護の全国的な普及と標準化を図る
度に２回開催し、調査・研究の基本的な方針や具体的な内容について協議 ぞみの園研究会議」を開催した。また、会議において、調査・研究テーマ ための効果的な実施の調査・研究、福祉の支援を必要とする矯正施設等を
等を行う。 ならびにその結果についての指導・助言を受けただけでなく、外部研究会 退所した知的障害者の自立に向けた効果的な支援プログラムに関する調査

議委員にのぞみの園において、直接助言・指導を受ける場を設定した。 ・研究を行うなど、国の障害福祉施策の推進に資する調査・研究を行った。
（業務実績「（２）調査・研究の実施体制等」Ｐ２６参照） さらに、②法人の独自研究として、重度・重複の知的障害者の地域移行に

関する調査・研究等を引き続き実施したほか、高齢知的障害者の摂食・嚥
・調査・研究を６テーマ以上を実施する。 ・計画していた調査・研究テーマすべて実施し、その結果を報告書としてま 下障害に関する研究に積極的に取り組んでいることが認められ、調査・研

とめた。 究の成果の質が着実に上がっていることを評価する。

・平成２１年度計画以外にも重度知的障害者及び高齢知的障害者の実践的な （各委員の評定理由）
課題に注目した研究等についても５テーマを取り上げ、調査・研究を行った。 ・ 特色を生かして専門分野の調査・研究をより一層拡充していってほしい。
（業務実績「（１）調査・研究のテーマ」Ｐ２４～２５参照） ・ 外部研究協力先等の活用

［評価の視点］ 実績：○ ・ 外部研究者と連携し、よく調査研究を行っていると思われる。調査研究
・重度知的障害者の地域移行、行動障害等を有するなど著しく支援が困難 ・計画していた調査・研究テーマは、重度知的障害者及び高齢知的障害者の 能力はそれなりに評価できる。
な者の支援方法等に関して、どのようなテーマ・内容等を設定して調査・ 生活支援に密接に関わるものが中心であり、その他、地域生活への移行が困 ・ 目標以上のテーマを実施し、質向上に向けた外部者を交えた研究会議を
研究に取り組んでいるか。 難とされている罪を犯した知的障害者の移行支援のあり方に注目したもので 実施。

ある。 ・ 外部の研究者等の協力を得ながら、意欲的な調査、研究が行われている。
（業務実績「（１）調査・研究のテーマ」Ｐ２４～２５参照） ・ 研究プロジェクトに外部からの参加も仰いで、積極的に活動されていま

す。成果の公表も実施できています。
・設定されたテーマ等に対して、どのような実施体制により取り組んでい 実績：○ ・ 数値目標はすべて達成し、研究テーマについては、目標を大きく上回る
るか。 ・年間４回の調査・研究調整会議を開催し、研究テーマの妥当性や進行管理、 実績となったため。
また、外部の研究者・関係機関等との効果的な連携は図られているか。 さらに成果の検証を行っている。また、各研究テーマについては、外部研究

協力者、協力団体、のぞみの園生活支援部、活動支援部、地域支援部、診療 （業務への提言）
所との連携を図り実施した。 ・ 研究内容、冊子などの販売はできないのか。
（業務実績「（２）調査・研究の実施体制等」Ｐ２６参照）

（その他意見）
なし

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

（２）成果の積極的な普及・活用 （３）成果の積極的な普及・活用 （３）成果の積極的な普及・活用 （３）成果の積極的な普及・活用
調査・研究の成果について、以下 調査・研究の成果について、以下

により積極的な情報発信を行うこと により積極的な情報発信を行うこと
により、知的障害関係施設等におけ により、知的障害関係施設等への普
る普及・活用を図ること。 及・活用を図る。

① 広報媒体を活用した情報発信 ① 広報媒体の活用 ① 広報媒体の活用 ① 広報媒体の活用
調査・研究の成果について、ニュ 研究紀要を年間１回以上発行する ア 調査・研究の成果のまとめとし ア 研究紀要の発行等

ースレターや法人ホームページ等の ほか、ニュースレターや法人のホー て、研究紀要（研究報告書）を年 ○ 平成20年度第2号研究紀要を平成21年11月に発行（600部）、平成21年度第3号は、平成22
広報媒体を一層活用して、情報発信 ムページに分かりやすく掲載するな 間１回以上発行するほか、調査・ 年度第１四半期発行に向けて取りまとめを行った。
に努めること。 ど、情報発信に努める。 研究の要旨をニュースレターやホ

また、関係学会や関係団体等の協 ームページに年間１回、分かりや ○ 行動援護の全国的な普及を目的としたパンフレットを作成し、関係団体への配布ととも
② 講演会等の開催 力を得て学会誌、機関誌への掲載を すく掲載する。 に、ホームページへ掲載し、パンフレットが簡単にダウンロードできるようにした。

知的障害関係業務に従事する職員 図る。
等を対象とした講演会等を開催し、
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主要な調査・研究の成果の紹介を行 イ 社会福祉学会や関係団体等の学 イ 関係団体の学会誌等への掲載
うこと。 会誌、機関誌への調査・研究論 ○ 日本社会福祉学会等大会の会議資料に当法人の調査・研究の要旨を掲載した。

文の掲載を図る。 ・第４４回日本発達障害学会（平成２１年８月１日～２日）
③ 各種研究会等を活用した普及 ＜１テーマ＞

全国的な各種研究会、学会等への 知的障害者の医療受診サポートに関する研究 ―受診サポートメモリーの利用に焦点を
出席の機会を捉えて、調査・研究成 当てて―
果の紹介・普及に努めること。

・第５７回日本社会福祉学会（平成２１年１０月１０日～１２日）
＜５テーマ＞
① 行動援護従業者養成研修プログラムの全国的な普及と標準化を図るための効果的な
実施と課題整理に関する調査・研究(1)

② 罪を犯した知的障害者の自立に向けた効果的な支援体制と必要な機能に関する調査
研究

③ 地域生活移行アセスメントの作成とその検討に関する研究 (地域移行アセスメント
の作成)

④ 地域生活移行アセスメントの作成とその検討に関する研究 (地域移行アセスメント
の検討)

⑤ 知的障害者の地域移行支援の過程に関する研究－本人、保護者、社会資源への取り
組みに焦点を当てて－

・第３２回群馬県知的障害者福祉協会研究発表会（平成２２年２月４日）
＜２テーマ＞
① 重介護を必要とする知的障害者の地域生活支援について：地域生活体験ホームにお
ける事例からの検討

② 重度知的障害者における摂食・嚥下について：摂食・嚥下リハビリテーションの実
際

・第２６回日本障害者歯科学会総会および学術大会（平成２１年１０月３１日～１１月１
日）

＜１テーマ＞
当法人における高齢知的障害者の摂食・嚥下に関する実態調査

・第１５回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会（平成２１年８月２８日～２
９日）

＜１テーマ＞
再発するイレウスで胃瘻に移行後経口接種の併用可能になった一症例

・第７３回日本心理学会（平成２１年８月２６日～２８日）
＜１テーマ＞
発達障害の認知的特徴について：障害医療チームによる地域生活支援

・第２回群馬県知的障害者（児）摂食・嚥下研究会（平成２１年７月２５日）
＜１テーマ＞
脳出血後摂食・嚥下リハビリにより経口摂取まで回復した一症例

・ＮＰＯ法人シーテイングシンポジューム主催：理学療法士学会発表（平成２１年１１月
２１日）

＜１テーマ＞
重度知的障害者施設における褥瘡対策について：施設概要と活動内容の紹介

② 研修会、講演会等における発表 ② 研修会、講演会等における発表 ② 研修会、講演会等における発表
国立のぞみの園が主催する研修会 ア 国立のぞみの園が主催するセミ ア 当法人主催のセミナーにおける発表

等において、調査・研究の成果を発 ナー等において、調査・研究の成 当法人が主催する福祉セミナー(罪を犯した知的障害者の地域生活支援に向けて)において、
表する機会を設ける。 果を発表する。 調査・研究の成果を発表した。
また、関係団体等の講演会、研究

会等において、出席の機会を活用し イ 関係団体等の講演会、研究会、 イ 関係団体等の講演会等における発表
て、調査・研究の成果を紹介するな 学会等における出席の機会を活用 ○ 地元群馬県関係団体等からの依頼を受け、講演会等において、これまでの調査・研究の
どの普及に努める。 して、調査・研究の成果を紹介す 成果等をもとに発表した。

る。 （ア）講演会（講演回数 計３４回）
①罪を犯した知的障害者への支援関係（講演回数 ６回）
＜主な講演テーマ＞

・「罪を犯した障がい者の地域生活について」
（平成２１年４月２５日 主催：長岡市社会福祉センター）

・「罪を犯した障がいのある方の地域支援について」
（平成２１年７月１１日 主催：社会福祉法人ほっと福祉記念会、地域支援
センターふっとわーく他）
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・「罪を犯した知的障害者の社会復帰について」
（平成２１年１０月６日 主催：東京矯正管区管内篤志面接委員協議会）

②障害者自立支援法関係（講演回数 ４回）
＜主な講演テーマ＞

・「相談支援と支援計画について」
（平成２１年６月２０日 主催：旭川知的障がい施設連絡会）

・「本人の思いに寄り添い、ニーズを実現するために～本人主体の個別支援計画の実現～」
（平成２１年８月６日 主催：群馬県知的障害者福祉協会）

③発達障害、特別支援教育等関係（講演回数 １６回）
＜主な講演テーマ＞

・「発達障害のある生徒への対応」
（平成２１年８月３日 主催：群馬県立太田高等養護学校）

・「発達障害の理解と支援」
（平成２１年８月２５日 主催：群馬県教育委員会）

・「発達障害のある子どもたちの理解と援助」
（平成２２年１月６日 主催：前橋市教育委員会）

④その他医療保健福祉関係（講演回数 ８回）
＜主な講演テーマ＞

・「知的障害を持つ方の健康管理について」
（平成２１年１２月１１日 主催：宮城県リハビリテーション支援センター）

・「親となる過程における妊娠期からの支援ー子どもの発達の視点からー」
（平成２２年３月２３日 主催：群馬県立県民健康科学大学）

（イ）研究会（発表回数 １１回）
日本社会福祉学会等への大会に参加し、研究テーマ（再掲）を発表した。
＜研究発表テーマ＞

・「脳出血後摂食・嚥下リハビリにより経口摂取まで回復した１症例」
（平成２１年７月２５日 群馬県知的障害者（児）摂食・嚥下研究会）

・「知的障害者の医療受診サポートに関する研究ー受診サポートメモリーの利用に焦点を
当ててー」

（平成２１年８月１日、２日 日本発達障害学会研究大会）
・「発達障害の認知的特徴についてー障害医療チームによる地域生活支援ー」

（平成２１年８月２６日～２８日 日本心理学会）
・「地域生活移行アセスメントの作成とその検討に関する研究Ⅰ」

（平成２１年１０月１０日、１１日 日本社会福祉学会）
・「地域生活移行アセスメントの作成とその検討に関する研究Ⅱ」

（平成２１年１０月１０日、１１日 日本社会福祉学会）
・「知的障害者の地域移行支援の過程に関する研究ー本人、保護者、社会資源への取り組

みに焦点を当ててー」
（平成２１年１０月１０日、１１日 日本社会福祉学会）

・「矯正施設を退所した知的障害者の地域生活支援に関する研究ー地域生活における自立
に向けた効果的な支援体制と必要な機能ー」

（平成２１年１０月１０日、１１日 日本社会福祉学会）
・「行動援護従業者養成研修プログラムの普及と行動援護サービスの標準化に関する
研究Ⅰー行動援護従業者養成研修中央セミナー＜地方版＞の開催による行動援護普及
への取り組みー」

（平成２１年１０月１０日、１１日 日本社会福祉学会）
・「再発するイレウスで胃瘻に移行後、経口摂取の併用可能になった一症例」

（平成２１年１０月３１日、１１月１日 日本障害者歯科学会）
・「重度知的障害者施設における褥瘡対策についてー施設概要と活動内容の紹介ー」

（平成２１年１１月２１日 ＮＰＯ法人シーテイングシンポジューム）
・「重介護を必要とする知的障害者の地域生活支援についてー地域生活体験ホームにおけ
る事例からの検討ー」

（平成２２年２月４日 群馬県知的障害者福祉協会研究発表会）
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評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目１１ 成果の積極的な普及・活用】 調査・研究の成果については、研究紀要第２号の発行と学会等においての積 （委員会としての評定理由）
極的に発表を行った。 積極的な普及・活用については、①ニュースレター、研究紀要の発行等

また、行動援護の研究については、事業の普及啓発を目的としたパンフレッ の広報媒体物による公表、②支援の現場で活用できる小冊子の作成、③講
トを発行し、広く関係団体に配布した。その研究結果の成果として、のぞみの 演会や学会等の機会を活用した発表などにより積極的に行っている。特に
園が主催した行動援護従業者養成研修においては、平成２１年度は募集定員を 行動援護の全国的な普及を目的としたパンフレットを作成し、関係団体に
上回る４３８人が全国から受講した。 配布した他ホームページにも掲載し、ダウンロードできるようにし、入手

しやすく工夫した点が見られることを評価する。
［数値目標］ なお、調査・研究の成果物については、無償のもの、有償のものと分類
・研究紀要を年間１回以上発行する。 ・平成21年11月には、平成20年度研究成果を紀要第２号にまとめ発行した。 し、無償のものについては、ホームページ等を活用し、印刷費の節約に努

平成21年度研究については、紀要第３号として平成22年度第1四半期発行へ め、一部ペーパーレス化するなど更に経費節減につながるよう希望する。
向けて準備を進めた。
（業務実績「①広報媒体の活用」Ｐ２７～２８参照） （各委員の評定理由）

・ 成果の評価について不十分
・調査・研究の成果のまとめとして、研究紀要（研究報告書）を年間１回 ・研究テーマ①②については、ホームページに結果の概要を掲載した。また、 ・ 研究紀要を広く配布。またニュースレターやＨＰ、ガイドブックも用い
以上発行するほか、調査・研究の要旨をニュースレターやホームページに ①行動援護については、全国の利用者・従業者向けのパンフレットを作成し て広く研究成果の普及に努めている。
年間１回、分かりやすく掲載する。 配布、さらにホームページで閲覧できるように掲載した。また、研究の要旨 ・ 数値目標をすべて達成し、評価の各視点項目を順調に実施しているため。

についてニュースレターに掲載した。
（業務実績「①広報媒体の活用」Ｐ２７～２８参照） （業務への提言）

・ 今後は発表の件数や発行部数だけでなく、できればそれにより他の機関
［評価の視点］ 実績：○ での具体的影響についての成果が記載されるとより良い。
・調査・研究の成果について、知的障害関係施設等においてその成果等が ・平成２１年度も調査・研究のテーマとして、行動援護や罪を犯した知的障 ・ 報告書の作成において、わかりやすく実用的な冊子を作成している。成
活用できる内容となっているか。また、その普及を図るためにどのように 害者の地域移行など、知的障害者の地域生活支援に密接に関わる課題を選択 果の積極的な普及・活用への努力が伺われる。もっと、マスコミなどを活
取り組んでいるか。 し、研究を実施した。また、研究成果については各種学会や福祉団体等の研 用し、宣伝するとよいと思う。

究発表会で報告したほか、行動援護サービスに関するパンフレット作成、知 ・ 研究内容、冊子などの販売はできないのか。
的障害者の健康管理・医療のテーマから生まれた摂食・嚥下の指導に関して ・ 積極的な普及を行っているが、紙媒体が多く、しかも装丁等に豪華な物
リーフレットを発行した。 が多い。印刷物が多いので、他の媒体を使用する努力をし、経費削減に努
（業務実績「（３）成果の積極的な普及・活用」Ｐ２７～２８参照） 力してほしい。

・ 成果を冊子・ニュースレター・ホームページ等で積極的に公表されてい
・調査・研究の成果に関する評価の把握は行っているか。また、把握して 実績：○ ます。その内容が活用されているかどうかは、アンケート調査されていま
いるのであれば、どのような評価を得ているのか。 ・調査・研究の成果に対しては、外部の有識者からなる国立のぞみの園研究 すが、「好評」というだけでなく具体的に活用されている例があれば、なお

会議において、意見等を伺う仕組みを設けている。罪を犯した障害者の地域 よいと思います。
移行の研究等の実践的な研究について、外部の有識者から高評価を得た。

また、調査・研究の成果については、広報媒体物を利用した発表を中心に （その他意見）
行っており、これを統計的に把握していないが、例えば、当法人が主催する なし
研究会等において発表する方法で行った場合には、アンケートによる内容の
満足度・理解度を調査しており、概ね８割以上が好評との評価を得ている。
（業務実績「②研修会、講演会等における発表」Ｐ２７参照）

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

３ 養成・研修 ３ 養成・研修 ３ 養成・研修 ３ 養成・研修
次代の福祉の担い手を養成するため 次代の福祉の担い手を養成するため

の効果的なプログラムを策定し、全国 の効果的なプログラムを策定し、全国
の知的障害関係施設職員等を対象とし の知的障害関係施設職員等を対象とし
た養成・研修を行うとともに、ボラン た養成・研修を行うとともに、ボラン
ティアを希望する者には、実践の機会 ティアを希望する者には、実践の機会
を提供すること。 を提供する。
また、養成・研修の成果等が知的障 なお、養成・研修の成果等が、知的

害関係施設等で活用されるなど、実効 障害関係施設等で活用されるなど実効
性のあるものとなるように内容等を具 性のあるものとなるように、具体的な
体的に設定するとともに、成果等を発 内容、達成すべき目標等について、各
表する機会を設けること。 年度ごとに厚生労働省の意見等を踏ま

えて設定する。

（１）養成・研修 （１）養成・研修 （１）養成・研修
国の政策課題や知的障害者に対す ① 研修会、セミナーの開催 ① 研修会、セミナーの実施

る支援技術に関すること等をテーマ ア 全国の知的障害関係施設、事業 ア 当法人主催のセミナーの実施
に設定して研修会等を開催する。 所等の職員を対象として、国立の 全国の知的障害関係施設、事業所等の職員を対象として、当法人が主催し、次のセミナー

また、国立のぞみの園のフィール ぞみの園が主催により、次のセミ を実施した。
ドを活用した大学・専門学校の学生 ナーを実施する。 ○ 行動援護従業者養成研修中央セミナー
等の実習生の受入れについては、実 a 行動援護従業者養成中央セミ a 平成１８年度から取り組んでいる行動援護従業者養成研修中央セミナーでは、その目的
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習の目的に沿った実習プログラムを ナーを実施する。 を地方における行動援護の普及と従業者の養成を図るため、中央セミナーと同質の行動援
作成することとし、計画的かつ効果 護従業者養成研修を実施出来る体制を確保するための講師・インストラクターの強化・
的な実習を提供する。 育成として「行動援護従業者養成研修－都道府県インストラクターパワーアップ編－」

なお、こうした研修会等の場にお を開催した。
いて、調査・研究の成果等を発表す なお、「同インストラクターパワーアップ編」のプログラムについては、平成２１年度
る機会を確保するよう、養成・研修 に新規開発したもので実施した。平成２１年度に全国３か所で実施した行動援護従業者
プログラムを工夫する。 養成研修中央セミナーでは、インストラクターパワーアップ編の受講者が中心となって

開催した。
また、セミナーの開催にあたっては、厚生労働省の専門官をオブザーバーに迎え、学

識経験者や先駆的に取り組む民間事業者等をメンバーとする検討会を１８回開催し、開
催地の選定やプログラムの検討等を行った。
開催地、開催日、受講者数(初日の受講者を含む)及び修了者数は次のとおり。

・行動援護従業者養成研修－都道府県インストラクターパワーアップ編－
平成２１年９月３０日～１０月１日 於:東京都江東区(TOC有明)

受講者 １０１人
・行動援護養成研修従業者中央セミナー

第１回 平成２１年１２月１４日～１６日 於:京都府京都市(京都テルサ)
受講者 ８１人 うち修了者７５人

第２回 平成２２年１月１８日～２０日 於:福岡県福岡市(エルガーラホール)
受講者 １４７人 うち修了者１３４人

第３回 平成２２年３月２日～４日 於:宮城県仙台市(仙台市青年文化センター)
受講者 １０９人 うち修了者９７人

b 福祉セミナーについて、国の b 福祉サービスを必要とする罪を犯した知的障害者等への地域生活支援に関するセミナー
政策課題となっているテーマや ○ 矯正施設等を退所した知的障害者(罪を犯した知的障害者)等の再犯を防ぎ、地域生
関心の高いテーマを選択し、平 活移行を推進するため、地域の取組の必要性等を周知するとともに、全国的な普及に
成２１年度中に２回実施する。 向けた啓発を行うとともに、この事業に取り組み、又はこれから取り組もうとする行
なお、このうち１回は、福祉 政関係者、福祉施設等の職員の知識と支援技術等の向上を目的としたセミナーを開催

の支援を必要とする矯正施設等 した。
を退所した知的障害者への支援 福祉関係者等のこのテーマへの関心は高く、３４都道府県から２９９人の参加があ
に関するセミナーとする。 り、そのうち７０人が法務関係者からの参加だった。

○ 発達障害児（者）に関するセミナー
発達障害のある幼児・児童および成人が抱えている問題について、ライフステージ

に基づいた支援のあり方と福祉・教育・医療の現場が連携して支援することの重要性
を主旨としてセミナーを開催し、全国22都府県から多数の参加を得た。

・福祉セミナーの開催状況
第１回「福祉サービスを必要とする罪を犯した知的障害者等の地域生活支援に向

けて」
平成２２年２月２５日～２６日 於：高崎シティーギャラリーコアホール

受講者:２９９人(法務関係者７０人)

第２回 ｢発達障害～ライフステージに基づいた支援と理解～｣
平成２２年３月１２日～１３日 於 : ホテルメトロポリタン高崎

受講者:２１２人

ｃ 先端の医学知識の紹介と普 c 障害医療セミナー
及を目的とした障害医療セミナ 第１回「発達障害の理解と支援」講師：当診療所長 有賀道生
ーを平成２１年度に２回実施す 平成２１年６月２４日 文化センター
る。 受講者１９５名(役職員１０１人・地域９４人）

第２回「認知症の理解と支援」講師：認知症ケア研究所 代表理事 六角僚子
平成２２年３月１８日 文化センター
受講者１２５名（役職員８９人・地域３６人）

イ 群馬県等の地方自治体から養成 イ 群馬県からの受託による養成・研修事業の実施
・研修事業を受託して実施する。 群馬県から次の養成・研修事業の委託を受けて実施した。

・群馬県行動援護従業者養成研修実施事業
平成２２年２月１７日～１９日 受講者３０人

・群馬県知的障害者(児)ホームヘルパー養成基礎研修実施事業
平成２２年１月１３日 受講者４１人

１月２９日 受講者３８人
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② 実習生の受入 ② 実習生の受入
ア 資格取得に当たって計画的かつ ア 実習プログラムの開発
効果的な実習を提供するため、平
成２０年度に作成した実習プログ
ラムに基づき、社会福祉士及び介 昨年度、日本社会事業大学との共同研究として「実習施設と共同による新カリキュラムに
護福祉士の養成に取り組む。 対応した相談援助実習プログラム」を作成した内容について、養成学校等と連携・協力して、
なお、平成２１年度においては、 検証した。実習においては、当法人が総合施設として有する資源を活用し、開発した実習プ

実習プログラムを実践する中で、 ログラム及びプログラム・マニュアルを用いて、事例研究デザインの手法を援用して、実習
資格取得の養成学校等と連携・協 前、中、後の設問ごとの評価の時系列比較を実施するなどし、実習プログラムを策定し、検
力して、プログラムの検証を行い、 証した。
必要に応じて、平成２２年度に向 更に、養成校で開催した実習報告会に訪問し、他の施設で実習した学生に対しても「国立
けた改訂の検討を行う。 のぞみの園相談援助実習計画書」として紹介した。

また、５月から１０月の間においては、感染症予防対策のため実習生の受入を中止した。
イ 保育士、訪問介護員等の資格取
得のための実習場所として、国立
のぞみの園のフィールドの利用を イ 資格取得等のための実習受入
希望する専門学校等の学生の受入 保育士等の各種養成機関の実習場所として、実習生の受け入れを行った。
を積極的に行う。 また、これ以外に課外授業のための１日実習として、次の受け入れを行った。

<各種養成機関からの実習の受入>

・相談援助実習の受入
大学・専門学校等 １２校 ２５人

・保育実習の受入
大学・短大等 ２９校 １５３人

・専門学校臨地実習 ２校 １３２人
・訪問介護員養成 ２校 ５５人
・群馬県受託養成研修 ７９人
・教員養成課程 ２校 １１人
・医学生早期体験等 ２校 ９人
・その他(民間団体等) １校 ３９人

計 ５０校 ５０３人

<課外授業のための1日実習の受入>

・国立秩父学園附属保護指導職員養成所 １所 １４人
・群馬県警察学校 １校 １４人
・大学、短期大学 ６校 ２７７人
・専門学校 ４校 ３２人
・中、高等学校 ６校 ６５人

計 １８校 ４０２人

（２）ボランティアの養成 （２）ボランティアの養成 （２）ボランティアの養成
国立のぞみの園のフィールドを活 ① ボランティアメニューの整備 ① ボランティアメニューの整備等

用して、ボランティアを実践する機 平成２０年度に整備したボランテ 昨年度末に整備したメニューに沿って、当施設のフィールドを活かした多様なボランティア
会を積極的に提供するとともに、多 ィアメニューのプログラムに沿っ を受け入れた。定期的な活動をしているグループには、年度当初に話し合いの機会を設けた。
様なニーズに対応したメニューを用 て、ボランティアの積極的な受入を また、８月１１日～１２日に開催した「高校生ボランティア講座２００９」では、高崎市内
意する。 行う。 の５校の高等学校から30人の生徒を受入れ、利用者とのふれ合い、福祉機器の体験、作業体験

等を通して、障害者支援について理解を深め、次世代の養成を図った。

② ボランティアメニューの周知 ② ボランティアメニューの周知
施設紹介ビデオを活用して、国立 ボランティアの積極的な受入や養成を行うために、高崎市広報やホームページに当法人のボ

のぞみの園の活動の周知を図るとと ランティアメニューを掲載し、随時受け付けた。また、「盆踊り」や「第７回のぞみふれあいフ
もに、ホームページやニュースレタ ェスティバル」等のイベントではその都度受け付けた。
ー等にボランティアメニューを掲載 この結果、ボランティアの受入は、感染症予防対策により受入を一時的に行っていなかった
する。 ため、平成２０年度より２８４人少ない延べ６９４人となった。
また、ボランティア団体等に対し

て、利用に関する働きかけを行う。
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評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目１２ 養成・研修、ボランティアの養成】 平成２１年度は、国の直近の政策課題や社会的ニーズを踏まえ、実効性の高 （委員会としての評定理由）
いセミナーを開催し、多くの参加者を得ることが出来た。このうち、福祉サー 養成・研修事業に関しては、障害者福祉や保健医療に従事する者の資質
ビスを必要とする罪を犯した知的障害者等の地域生活支援に関するセミナーに 向上を図るため、福祉セミナー等を積極的に実施している。平成２１年度
ついては、多数の法務関係者を集めた。発達障害者の支援に関するセミナーに においては、行動援護事業の従事者の養成及び福祉の支援を必要とする矯
ついては、医療、教育関係者を集めた。両セミナーでは、他領域の関係者との 正施設等を退所した知的障害者への支援など国の政策課題をテーマに、厚
連携を重視し、その目的を果たすことが出来た。 生労働省から補助を受けて全国規模のセミナーを実施したほか、法人独自
また行動援護に関するセミナーについては、全国３か所(宮城県、京都府、福 事業として、社会的に関心の高いテーマである発達障害と知的障害者の認

岡県)で実施した。今年度は、３か所での開催の他に、地方セミナーでの講師・ 知症についても福祉セミナー等の研修を実施し、多くの参加者を得ている。
インストラクターの質の向上を目指した｢行動援護従業者養成研修ー都道府県イ 併せて、保育士、社会福祉士等の各種養成機関等の実習場所として、多く
ンストラクターパワーアップ編ー｣を東京で開催した。 の実習生を受け入れるとともに、大学との共同研究による実習プログラム

の開発に取り組むなど、実習の充実にも取り組んでいる。
［数値目標］ このうち、行動援護の普及に関するセミナーについては、全国的な普及
・厚生労働省の助成事業により、行動援護従業者養成中央セミナー及び罪 ・平成２１年度においては、行動援護従業者養成研修中央セミナー及び福祉 拡大が遅れている状況を踏まえ、参加が容易となるよう、全国３か所で中
を犯した知的障害者への支援に関するセミナーを、平成２１年度にそれぞ サービスを必要とする罪を犯した知的障害者等の支援に関するセミナーをそ 央セミナーを開催し、その他中央セミナーと同質の養成研修ができる体制
れ１回実施する。 れぞれ実施した。なお、行動援護従業者養成研修中央セミナーについては、 確保のため、都道府県インストラクターパワーアップ編を開催し、講師・

全国３か所(宮城県、京都府、福岡県)で開催し、さらに地方セミナーでの講 インストラクターのスキルアップを図るなど、その実施方法、内容を工夫
師・インストラクターの強化・育成を目的として「行動援護従業者養成研修 して実施しており、養成・研修に対して積極的に取組み、内容の充実を図
インストラクターパワーアップ研修」を東京都において１回開催した。 ったことを評価する。

また、福祉サービスを必要とする罪を犯した知的障害者等の支援に関する 今後も、国のモデル施設として、国の政策課題に関連する取組を継続す
セミナーについては、１回実施した。 るとともに、知的障害関係施設等の支援に従事する者等に対する養成・研
（業務実績「①研修会、セミナーの実施」Ｐ３０～３１参照） 修事業の一層の充実に努めていくことを期待する。

なお、養成・研修事業の経費については、会場を公的な機関を借り上げ
・国の政策課題となっているテーマや関心の高いテーマを選択し、福祉セ ・福祉セミナーについては、社会的な課題となっている「発達障害の理解と て経費節減に努めているが、今後、さらに受講者から参加費を徴収するな
ミナーを平成２１年度に２回実施する。 支援」と「福祉サービスを必要とする知的障害者の支援」の２つのテーマを ど経費節減につながるよう希望する。

取り上げ、合わせて２回実施した。
特に「福祉サービスを必要とする知的障害者の支援」をテーマとしたセミ

ナーには、法務関係者を７０人集めた。 （各委員の評定理由）
（業務実績「①研修会、セミナーの実施」Ｐ３０～３１参照） ・ 業務が多忙な中で、当施設の専門性を生かして、人材の養成・研修ある

いはボランティアの養成に積極的に取り組んでいることが伺われる。
・ 先端の医学知識の紹介と普及を目的とした障害医療セミナーを平成２ ・障害医療セミナーに関しては、知的障害者施設での支援課題となっている ・ ８回のセミナー開催、１０００人近いボランティアの受け入れ。
１年度に２回実施する。 「発達障害」と「認知症」をテーマに公開セミナーとして2回実施した。 ・ 評価できる。

（業務実績「①研修会、セミナーの実施」Ｐ３０～３１参照） ・ 研修会を定期的に行い、養成の努力がなされています。ボランティアの
人数が若干減り気味であるのが、少し気になるところです。

［評価の視点］ 実績：○ ・ 各数値目標について下回ったものがなく、セミナーについては、目標を
・養成・研修の実施状況はどうか。 ・平成21年度においては、全国の知的障害者関係施設職員等を対象として、 大きく超える実績を挙げたため。

行動障害、発達障害への対応、高齢知的障害者への対応等や国の政策課題と
なっている福祉の支援を必要とする知的障害者への支援をテーマに実施し、 （業務への提言）
約1200人の参加者を得ることが出来た。 ・ 研修規模が広がり、成熟していた折には有料の講座とし、多少とも収入
（業務実績「①研修会、セミナーの実施」Ｐ３０～３１参照） につながるとよいのではないか。

実績：○ ・ 新型インフルエンザの影響で受入れが中止されたことから、養成・研修
・知的障害者関係施設において適切なサービスを実施するために、支援課題 が計画通り進まなかった場合に因る。危機対応を含め、プログラムの開発

・国の政策課題への対応や、知的障害関係施設においてその成果等が活用 としてクローズアップされている「発達障害」、「認知症」をテーマに取り上 が必要。
できる養成・研修の内容・テーマとなっているか。 げ、好評を得た。 ・ 評価できるが、すべてを独立行政法人ですることに必要性は感じられな

また、福祉のサービスを必要とする矯正施設を退所した知的障害者への支 い。自治体、学会等の団体で行っている研修などは、連携して主催し、経
援」をテーマとしたセミナーでは、全国各地に設置された地域定着支援セン 費の節減を図ってほしい。
ター職員のほか、刑務所等の法務省関係者が多数参加し、今後の制度政策、
事業展開について大きく貢献することが出来た。 （その他意見）
（業務実績「①研修会、セミナーの実施」Ｐ３０～３１参照） なし

・大学・専門学校の学生等に対する効果的な実習プログラムを策定し、計 実績：○
画的かつ効果的な実習を提供しているか。 ・昨年度、実習施設である法人と教育機関が連携して作成した実習プログラ

ムについて、教育機関・学生・法人の三者で協力し、アンケート調査による
効果測定を行った。
（業務実績「②実習生の受入」Ｐ３１参照）

・ボランティアの養成の取組状況はどうか。 実績：
・ボランティアの受入を進めるため、施設紹介ビデオやボランティアを促す
ためにホームページにメニューを掲載し、一層の拡大に向けて取り組んだ。
（業務実績「（２）ボランティアの養成」Ｐ３２参照）



34

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

４ 援助・助言 ４ 援助・助言 ４ 援助・助言 ４ 援助・助言
重度知的障害者の地域移行、障害者 援助・助言の業務について、地方自

自立支援法に基づくサービスの支援技 治体等に周知することにより利用拡大 （１）援助・助言の利用拡大 （１）援助・助言の利用拡大
術等、国立のぞみの園における専門的 を図るとともに、国立のぞみの園にお ホームページ等の広報媒体を活用 国立のぞみの園の業務や、援助・助言の内容、利用方法については、ニュースレター（年に
・先駆的な取り組みや調査・研究の成 ける地域移行の取組や障害者自立支援 して、国立のぞみの園の業務や援助 ４回発行）にて当法人の援助・助言と題し、援助・助言の業務内容や、問い合わせ等について、
果等に基づき、知的障害関係施設等の 法に基づくサービスの実践、調査・研 ・助言の内容、利用方法等について、 当法人の援助・助言に係わる役割を広く紹介した。
求めに応じて援助・助言を行うことに 究の成果等を踏まえ、地域移行や様々 周知を図り、利用拡大に努める。 更に、援助・助言の利用拡大のため、広くニュースレターで「群馬県知的障害者の医療を考
より、知的障害関係施設等における自 なサービスの実施方法、支援技術等に える会小冊子」及び「行動援護事業」についての広報記事を掲載した。
立支援活動に寄与することが可能とな 関すること等について、専門的かつ効 また、平成２０年度に作成したＰＲ用リーフレットを見学者や当法人の研修会及び他の法人
るよう、実効性のあるものとすること。 果的な援助・助言を実施する。 の研修会等において、今年度も配布を行った。
また、援助・助言の業務の周知を図 これらの広報に務めた結果、障害者支援施設からの業務運営や、支援方法等に係わる援助・

り、全国の知的障害関係施設等からの 助言のための電話や職員の講師派遣要請等があり、そうした問い合わせ・要請に対応した。
利用がなされるよう努めること。

（２）専門的かつ効果的な援助・助言の （２）専門的かつ効果的な援助・助言の提供
提供 障害者自立支援法の事業体系への移行準備を進めている知的障害者関係施設の求めに応じて、
障害者自立支援法に基づく障害福 援助・助言を行った。なかでも個別支援計画に関する問い合わせが４３件あり、それぞれの施

祉サービスの実践を踏まえ、自立支 設等へ個別支援計画作成方法についての情報提供を行った。
援法の事業体系への移行準備を進め 平成２１年４月から２２年３月までの「援助・助言」に相当する障害者施設等からの案件は
ている知的障害関係施設等に対し １３８件である。
て、事業運営の方法や支援技術等な なお、「援助・助言」の要請の概要は、次のとおりである。
ど、求めに応じて専門的かつ効果的 平成２１年度の件数
な援助・助言、及び情報提供を行う。 ・主な相談者等
なお、専門的かつ効果的な援助・ 障害者支援施設 ８５件

助言等とするため、調査・研究の成 都道府県 ２件
果についても積極的に活用して実施 市町村 ７件
する。 相談機関 １３件

その他 ３１件
計１３８件

・対応方法
意見交換（視察・見学） １７件
職員を派遣 ３４件
資料の提供 ６４件
口頭説明（メール等） ２３件

計１３８件
・主な問い合わせ内容

自立支援法に関して ５０件
制度（自立支援法以外）に関して ４件
事業運営に関して ５０件
支援の方法に関して ２６件
健康・医療に関して １３件
講演・講師派遣に関して ３４件
その他 ５件

計１８２件
（複数の要請、内容に重複があるため）

他にも、自治体等から管内の施設等への指導や助言をするため等の目的による来訪や、電話
等による援助・助言の求めがあった。
また、これ以外に、福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者への支援事業

（罪を犯した知的障害者への支援事業）を実施するなかで、関係専門機関、福祉施設等からの
援助・助言に類する「相談支援」として３４件の対応を行った。

ア 「相談支援」の要請者
相談支援センター ２件
刑務所 ６件
児童相談所 ６件
福祉施設 ６件
福祉大学 １件
家族 ３件
福祉事務所 ７件
その他 ３件

計 ３４件
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イ 主な「相談支援」の内容等
矯正施設退所後の支援方法・矯正施設退所後の帰住先の確保 ほか

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目１３ 援助・助言】 援助・助言について、高崎市からの相談支援に係る事業を受託し、相談支援 （委員会としての評定理由）
センターの活用等積極的に取り組んだ結果、実施件数が平成２０年度の実績（９ 援助・助言の利用拡大を図るため、援助・助言の内容、利用方法につい
１件）を大幅に上回る実績（１３８件）であった。 て、ニュースレター（年４回、各３，２００部発行）に掲載するとともに、

新たにリーフレットを作成し、全国の関係機関、知的障害関係施設等に配
布するなど、広報に努めた。その結果、障害者支援施設などからの相談件

［評価の視点］ 数は、平成２１年度は１３８件の実績となり、昨年度の９１件と比較して
実績：○ 大幅に件数が増加した。また、これ以外に、福祉の支援を必要とする矯正

・援助・助言の実施件数はどうなっているか。 ・平成２１年度の援助・助言の実施件数は１３８件（うち障害者支援施設８ 施設等を退所した知的障害者への支援事業の一環として行った援助・助言
５件）となった。 に類する相談件数が刑務所、児童相談所など関係機関から３４件もあった。
なお、上記に含まれていないが、「福祉の支援を必要とする矯正施設等を このように、相談件数が昨年度と比べ大幅に増加したことや矯正施設等

退所した知的障害者への支援事業」の一環として行った援助・助言に類する を退所した知的障害者の支援事業に関係する機関からの相談も多数あった
「相談件数」 が３４件あった。 ことは評価する。
（業務実績「（２）専門的かつ効果的な援助・助言の提供」Ｐ33～34参照） なお、このほか、自治体から受託している相談支援事業について、年間

延べ件数が４千件を超え、地域の障害者や発達障害児を抱えている保護者
・障害者支援施設等の求めに応じて、丁寧かつきめ細やかに対応した援助 実績：○ 等からの様々な相談に応じている。
・助言を行っているか。 ・援助・助言の提供に当たっては、 新体系に移行する際の取り組みや移行

後の状況等の意見交換を行ったほか、職員を派遣するなど、援助・助言の要
請者の希望に沿った効果的な方法を選択して実施した。 （各委員の評定理由）
（業務実績「（２）専門的かつ効果的な援助・助言の提供」Ｐ33～34参照） ・ 自己評価の通り、特に意見なし。

・ ９１件→１３８件に伸びる。
・援助・助言の利用が促進されるような取組を行っているか。 実績：○ ・ 援助・助言への取組みは活発であると思われる。

・援助・助言の拡大を図るため、国立のぞみの園の業務や、援助・助言の内 ・ 評価できる。
容、利用方法や、どのような援助・助言があったかについての紹介をニュー ・ 実施件数が増加しており、努力の成果が上がっているとみられます。援
スレター（年４回発行）に掲載するとともに、PR用リーフレットを見学者や 助・助言の成果についてもまとめていただいた方がよいかと思います。
研修等で配布するなど広報活動の充実を図った。 ・ 各評価の視点について順調に実施していると評価され、援助助言実績件
(業務実績[(１)援助・助言の利用拡大」Ｐ３３参照） 数は、前年度を大幅に上回ったため。

（業務への提言）
・ 指導・助言の件数が増加。また、それへの対応にとどまらず、それら内
容についてリーフレットなどを用いて広報。

・ 年間の相談件数としては多いとは言えない、相談を受けやすい体制、高
い専門性を示せることが必要であろう。診療所の相談援助はさらにニーズ
が増える可能性があり、広報が一層必要であり、受けられる体制作りも必
要である。

（その他意見）
なし

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

５ その他の業務 ５ その他の業務 ５ その他の業務 ５ その他の業務
前４事項に附帯する各種の業務を行 前４事項に附帯する業務として、主

うこと。 に次の業務を行う。

（１）診療所について、施設利用者の高 （１）診療所について （１）診療所について
齢化等に対応した適切な医療を行う ① 適切な医療の提供 ① 施設利用者に対する適切な医療の提供
とともに、地域の知的障害者等に対 ア 診療所は、施設利用者のかかり ア かかりつけ医としての対応
しても診療を行う。 つけ医として、施設利用者の高齢 ○ 医療的ケア（痰吸引や胃ろう等）を必要とする者のために、日々、寮に看護師が訪問し、
また、心理外来等の利用の拡大に 化等に対応した適切な医療を提供 処置を行った。

努める。 するほか、次の健康診断等を計画
的に実施する。 ○ 診療件数:平成２１年度 ２１，９３５件（対前年度＋２，２７１件 ＋１１．５％）
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ａ 施設利用者全員を対象に、健 ＜外来患者数＞
康診断を定期的に実施する。 利用者 一般 利用者 一般

医科 16,913 2,479 臨床 460 1,401
ｂ 女性の施設利用者を対象に子 19,412件 心理 1,861件
宮がん検診を実施するほか、対 歯科 2,367 156 機能 (727) (0)
象年齢に該当する者に対して、 2,523件 訓練 4,807 0
乳がん検診を実施する。 合計 19,280 2,655 4,807件

21,935件 （注）機能訓練科の上段（ ）書きは、保険診療分
ｃ 施設利用者全員（禁忌を除く） （医科の内数）である。（※算定日数上限を
に対して、インフルエンザ予防 超えるリハビリについては、保険請求は不可
摂取を実施する。 となるため。）

平成２１年度診療収入 １０２百万円（対前年度＋１３百万円 ＋１４．６％）

＜入院患者数＞
延べ 4,297人

１日平均 11.8人

○ 知的障害者の摂食・嚥下については、当法人内にプロジェクトチームを立ち上げ、専門家
による摂食嚥下の対応方法等に関する指導や研究発表を行い、それを業務に活用した。

＜研究テーマ＞
再発するイレウスで胃瘻に移行後経口接種の併用可能になった一症例
脳出血後摂食・嚥下リハビリにより経口摂取まで回復した一症例

摂食・嚥下障害に係る患者数 １７４人

○ 施設利用者に対して、定期的な健康診断や新型・季節性インフルエンザ予防接種等を行い、
健康管理に努めた。
・健診の充実 平成２０年度より生活習慣病予防に着目した健診内容に変更したものを、

引き続き実施
・胸部Ｘ線検診を実施
・子宮がん検診を実施
・乳がん検診 （４０歳以上偶数年齢の女子利用者に視触診またはマンモグラフィーによ

る検診を実施）
・新型・季節性インフルエンザ予防接種を実施（禁忌を除く）

○ 日本医療科学大学リハビリテーション学科教授（ＮＰＯ法人日本シーティングコンサルタ
ント協会理事長）を招聘し、定期的にシーティング指導を受けた。指導内容は、個々のケー
スに応じ、身体状況と生活環境を評価し、個々の状況に合った椅子・車椅子・クッション等
を選択するなどの指導を受けた。指導を受けた職員は寮等においてその技術を他の職員等に
伝授した。その結果、適正な坐位姿勢を保持することにより、座っていることから生じる臀
部や腰部などの痛みの緩和、褥瘡の予防と改善、不良姿勢から生じる誤嚥の予防が図れた。
・計４回 延べ２６名について指導

イ 行動障害等の著しく支援が困難 イ 行動障害等の著しく支援が困難な者等に対する対応
な者に対する支援や、福祉の支援 行動障害等が著しく支援が困難な施設利用者については、精神科医師と臨床心理士が連携
を必要とする矯正施設等を退所し して対応し、ケースカンファレンス等にも参加するなど助言指導を行った。また、福祉の支
た知的障害者に対する支援などの 援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者（罪を犯した知的障害者）についても、精
課題に対応するため、診療所の機 神科医師と臨床心理士が相互に連携しながら薬物療法やカウンセリングを併用して効果的な
能の充実を図る。 支援を図った。

② 地域医療への貢献 ② 地域医療への貢献
地域医療への貢献を図る観点か ○ 地域の知的障害者（児）及び家族等に対して外来診療を実施した。

ら、施設利用者への診療に支障のな
い範囲内で、地域の知的障害者等に ＜地域の知的障害者等が利用できる診療科目＞
対する診療に積極的に取り組む。 標榜科：内科、精神科、整形外科、皮膚科、歯科

特別外来：心理相談、機能訓練

○ ホームページに「知的障害、自閉症、広汎性発達障害などコミュニケーションに障害のあ
る患者の診療又は相談を行う医療機関リスト（群馬県医師会、病院協会作成版）」を掲載し、
地域の障害者が医療機関を受診する場合の参考となるよう、随時更新するなど新しい情報の
提供に努めた。
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③ 心理外来等の利用拡大等 ③ 心理外来の利用拡大
心理外来等について、利用拡大に 心理外来は、群馬県内及び関東近辺の都県からの利用があるなど、広域に亘る利用があった。

努めるとともに、関係機関と連携し 平成21年度は、群馬県内の養護学校や児童相談所、発達障害支援センター等の関係機関や各
その充実を図る。 種研修会、見学者にパンフレットを配布するとともに、精神科医師や臨床心理士が発達障害等

についての講演を行うことによる利用拡大に努めた結果、精神科新患１２６のうち１００人が
心理外来であった。
また、利用者の所属する学校や施設等の教職員からの心理教育相談を受けると共に、児童相

談所の職員等によるケースカンファレンスにおいて、行動上の問題の理解や支援方法について
助言指導した。

（２）地域の障害者支援の拠点として、 （２）地域の障害者支援の充実 （２）地域の障害者支援の充実
中核的な役割を担うとともに、地 ① 高崎市自立支援協議会における活 ① 平成１８年度から高崎市と相談支援事業委託契約を締結しているが、本年度も契約を締結し

域の障害者等に対する相談や短期入 動 た。そのため、高崎市障害者相談支援センター（受託事業者）として高崎市の自立支援協議会
所、日中一時支援等の地域生活を支 高崎市自立支援協議会に参加し地 に参加し、地域の障害福祉サービス全般に関する相談、福祉サービスの情報提供、サービス利
援するサービスを実施する。 域の障害者の暮らしやすい環境づく 用計画の作成、福祉サービス事業者との連絡調整を積極的に行った。

りに向けた活動を積極的に行う。

② 地域の障害者に対する生活支援 ② 地域の障害者に対する生活支援
地域の障害者等を対象として、短 ○ 地域の障害者等に対して福祉サービスの利用援助として、情報提供や相談 、アセスメント、

期入所や共同生活介護（ケアホーム） サービス調整、モニタリング、個別支援計画の作成等の相談支援や、短期入所や日中一時利
等のサービスを提供するとともに、 用等の希望者に関しては、利用の調整を行った。
相談支援、日中一時支援等の地域生 なお、短期入所登録者数は４０人で、日中一時支援の登録者数は２８人であり、現状では
活支援事業を実施する。 短期入所では７～８人、日中一時支援では５～６人の登録者がリピーターとして利用した。
平成２１年度においては、地域の

知的障害者等の自立を支援するた ○ 平成２０年４月に高崎市内に設置した「地域生活支援センターみらい」において、当法人
め、施設外においても生活介護事業 が運営する３か所のケアホーム及び２１年５月に開始した施設外の生活介護事業所「さんぽ
を行い、日中活動の充実を図る。 みち」の運営と重度・高齢者の生活支援及び日中活動支援を実施した。

なお、ケアホームにおいては、１か所のホームをバリアフリー対応型の建物を確保、移転
し、さらに定員を５人から７人としたことで、３か所のホームの定員を１４人から１６人と
した。
また、新たに開始した施設外生活介護事業所においては、ケアホーム入居者の日中活動の

場を確保すると共に地域で生活する重度の知的障害者に対して、有償ボランティアを講師と
するさまざまな趣味的活動及び創作的活動の多彩な日中活動メニューを提供し、利用者の希
望により選択できるメニューを用意した。

○ 平成２０年６月に開設した知的障害者地域余暇支援事業｢フリースペースみらい」を当法人
の独自事業として位置づけ、、グループホームやケアホームの入居者を中心に余暇の時間に気
軽に利用できる場として実施し、１７人が登録し、利用した。

○ 平成２０年６月に開設した知的障害者自立生活体験学習事業「トレーニングルームみらい」
を当法人の独自事業として位置づけ、地域の知的障害者が宿泊体験を通して自立に向けた体
験学習の場として実施し、４人が登録し、延２６人が利用（１３回実施）した。

② 高崎市との障害程度区分認定調査業務に係る委託契約を締結し、障害程度区分認定調査を行
った。（５２人）

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目１４ その他の業務】 附帯業務として、診療所による医療の提供を引き続き行うとともに、地域 （委員会としての評定理由）
の知的障害児（者）に対する地域生活支援として、診療所を含めた様々な取 診療所については、適切な診療スタッフと設備等を確保し、施設利用者の
組や障害福祉サービスを提供した。特に、地域の医療の貢献については、精 高齢化等を踏まえた医療を提供している。具体的には、施設利用者の高齢化
神科医の常勤化により知的障害・発達障害児（者）の専門外来診療や知的障 に伴う心身の機能低下や疾病等への的確な対応のため、施設利用者の健康管
害者（児）の摂食嚥下の対応方法等に関する指導や研究発表により、摂食嚥 理や医療的ケアの必要な生活寮への訪問看護を実施する他、行動障害等を有
下に関する診療を開始して、計画以上の成果を上げた。 するなど著しく支援が困難な者に対しては、精神科医や臨床心理士等が協力

し、積極的に支援に加わり、精神面からのケアも行うことができた。また、
［評価の視点］ 平成２１年度より精神科専門医が常勤として着任したことによって、地域の
・診療所においては、必要な医療スタッフや設備が確保されるなど、施設 実績：○ 知的障害者、発達障害児の受診が容易になり、さらに、保護者を含めた家族
利用者の高齢等の状況に合わせた医療が提供されているか。 ・平成２１年度においても、国の基準を上回る診療スタッフと設備等を確 心理教育を実施するなど新たな取組が展開された。このように診療所は、地
また、地域医療への貢献の観点から、地域の知的障害者等に対してどの 保し、引き続き施設利用者の健康管理に努め、健康診断やインフルエンザ 域の発達障害に関する医療の拠点としての役割も担っていることから、地域

ような取組を行っているか。 （新型・季節型ともに）予防接種、高齢化に対応した摂食・嚥下障害への 医療に対する貢献についても積極的に対応していることを評価する。
対応のほかシーティング指導等を確実に実施した。医療的支援が必要な施 また、当委員会でこれまで度々指摘した「効率的な業務運営」に向けた取
設利用者に対して、診療所による医療を提供し、約２万件の診療を提供し 組については、精神科医の常勤化に伴い発達障害等の一般外来患者による新
た。 患が増加したことにより、診療収入が前年度に比べ増加しており、診療所の
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地域医療の貢献については、平成２１年度より精神科専門医が常勤とし 経営改善が図られていたことは評価する。
て着任し、知的障害・発達障害児者の専門外来診療を実施し、特に児童・ 一方、地域の障害者支援の充実については、地域の障害者を対象とした短
思春期事例の診療が大幅に増加した。また、教育機関、行政機関などと連 期入所や日中一時支援事業等の障害福祉サービスを実施しているなど地域の
携し、支援構築の一助を担った。 障害者に対する多様なサービスの提供に努めているが、新たに平成２１年５

また、知的・発達障害児者を地域で支える取り組みの一環として、障害 月から施設外に生活介護事業所を立ち上げ、重度の知的障害者が選択できる
児者の家族に対する支援を積極的に行った。 多様な支援メニューを用意するなど、工夫した取組を進めていることが認め
（業務実績「（１）診療所について」Ｐ３５～３６参照） られる。

・地域の障害者及び家族に対して相談や、短期利用等の提供、生活体験事 実績：○
業や共同生活介護事業などの地域生活を支援するサービスの充実に取り組 ・高崎市から委託された障害者相談支援センターとして、地域の障害者及 （各委員の評定理由）
んでいるか。 び家族に対して、障害者サービス全般に関する相談支援を実施した。 ・ 診療所の地域貢献

また、地域の障害者等の利用希望に応じて、短期入所や、日中一時支援 精神科と心理科が特徴
を提供したほか、21年5月より新たに法人の事業として施設外の生活介護事 診療収入のアップ
業所「さんぽみち」を立ち上げ、日中活動メニューを提供する事業を開始 地域の障害者を支援する事業
した。 ・ 診療所の積極的な展開が評価できる。
（業務実績「（２）地域の障害者支援の充実」Ｐ３７参照） ・ 評価できる。

・ 地域医療に対する協力の成果が認められ、収支の向上となっています。
・ 診療所機能の充実が大きく評価できるため。

（業務への提言）
・ 診療所については地域住民の一層の外来利用を。また、日中一時支援事業、
短期入所によるのぞみの園の有効活用をより一層進めていただきたい。

・ 精神科専門医も常駐するなど診療所の運営もよい方向に進んでいると評価
できる。調査研究活動や人材養成事業などとの連携が生まれてくれば、一層
より循環が生まれてこよう。

・ ＭＲＩは年間１００回程度の利用、減価償却費が１５００万円なので、１
回の利用に１５万円かかっている。ＭＲＩの利用回数も資料に出すべきでは
ないか。すでに購入してしまったので、もっと地域（の障害者等）で使われ
るよう、地域医療機関、行政等に広報すべき。

（その他意見）
なし

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

６ 前５事項で提供するサービスに対す ６ サービス提供等に関する第三者から ６ サービス提供等に関する第三者から ６ サービス提供等に関する第三者から意見等を聴取する機会の確保
る第三者から意見等を聴取する場の確 意見等を聴取する機会の確保 意見等を聴取する機会の確保
保 国立のぞみの園の業務運営の向上を
適切なサービスの提供と業務運営の 図るため、第三者から意見等を聴取す （１）「国立のぞみの園の業務運営の向 （１）「国立のぞみの園の業務運営の向上を図るための運営懇談会」の開催

向上を図るため、第三者から意見等を る機会の確保を図るとともに、福祉サ 上を図るための運営懇談会」の開催 平成２１年９月末に第１回運営懇談会を開催し、平成２０年度の業務実績に関する報告及び
聴取する機会を確保するとともに、第 ービスに係る第三者評価機関による定 有識者、行政担当者、地域代表、 平成２１年度の事業報告を行った。また、各委員より意見等を聴取し、その後の事業実施の参
三者評価機関による福祉サービスの評 期的な評価を実施する。 保護者等から構成される「国立のぞ 考としたほか、２２年３月には、２回目を開催し、平成２１年度業務報告及び平成２２年度事
価を実施すること。 また、その評価結果等の公表を図る みの園運営懇談会」を年間１回以上 業計画と事業仕分けに関する独立行政法人を取り巻く状況等を合わせて報告した。
また、その評価結果等を公表し、事 とともに、国立のぞみの園の事業運営 開催し、総合施設の運営、調査・研 なお、議論の要旨について、ホームページに掲載し公表した。

業運営への反映に努めること。 に反映させるよう努める。 究、養成・研修、援助・助言等の国 ・国立のぞみの園運営懇談会の開催状況
立のぞみの園運営業務全般に関する 第１回 平成２１年９月２９日開催 平成２０年度業務実績に関する評価結果

（１）第三者から意見等を聴取する場の 意見等を聴取するとともに、その内 平成２１年度事業報告
開催 容を公表し、事業運営に反映させる。 第２回 ２２年３月２５日開催 平成２１年度事業報告及び２２年度事業計画
総合施設の運営や調査・研究、養 独立行政法人を取り巻く状況

成・研修等の業務全般に関する第三
者の意見等を事業運営に反映させる
ため、有識者、行政担当者、地域代
表、保護者等から構成される会合を
原則年１回以上開催する。
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（２）第三者評価機関による評価 （２）第三者評価機関による評価 （２）第三者評価機関による評価
第三者評価機関による評価につい 福祉サービスに係る第三者評価機 平成22年3月、適切なサービス提供と業務運営の向上を図るため、平成21年10月から平成22年

て、概ね３年に１回実施する。 関による評価を実施する。 1月までに実施した自己評価(8領域287項目)について、第三者機関による評価を実施した。
結果は、aが２８０項目、bが７項目、cが０項目であり、サービスの質及びサービス提供シス

テムが客観的に向上しているとの評価を得た。

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ｂ 評価項目 評 定 Ｂ

【評価項目１５ サービス提供等に関する第三者から意見等を聴取する機会 第三者からの意見を聴取する機会として、「国立のぞみの園運営懇談会」を （委員会としての評定理由）
の確保】 平成２１年度中に２回開催するなど、積極的に取り組んだ。 地域の福祉、医療、司法、労働等の関係者や、行政担当者、地域代表、保

また、今年度は、第三者評価機関による評価を実施し、高評価を得ること 護者等から構成する「国立のぞみの園運営懇談会」を設置し、平成２１年度
が出来た。 において２回開催し、数値目標以上（原則年１回以上開催する）の成果を上

げていることが認められる。
また、サービス提供等に関する評価については、前回実施されてから３年

［数値目標］ 目に該当することから、第三者評価機関による評価が実施され、その評価は、
・総合施設の運営や調査・研究、養成・研修等の業務全般に関する第三者 ・地域の福祉、医療、司法、労働等の関係者や行政担当、地域代表、保護 国立のぞみの園評価基準による自己評価（８領域２８７項目）の結果につい
の意見等を事業運営に反映させるため、有識者、行政担当者、地域代表、 者等の多様なメンバーから構成される「国立のぞみの園運営懇談会」を平 て、第三者評価機関による面接、ヒアリングを実施した結果、Ａ、Ｂ、Ｃの
保護者等から構成される会合を原則年１回以上開催する。 成２１年度中に２回開催した。 ３段階評価のうち、Ａが２８０項目、Ｂが７項目、Ｃが０項目となり、Ａは

（業務実績「（１）「国立のぞみの園の業務運営の向上を図るための運営懇 前回より、３０項目についてアップしたとの評価を得ている。
談会」の開催」Ｐ３７参照）

・第三者評価機関による評価について、概ね３年に１回実施する。 ・今年度は、前回実施から３年目に該当することから、第三者評価機関に （各委員の評定理由）
よる評価を実施した。調査項目は、全体で８領域、２８７項目について実 ・ 運営懇談会の開催が少ない。（２回）
施した結果、「Ａ」評価が２８０項目，「Ｂ」評価が７項目の高評価を得た。 ・ 第三者評価機関の機能の発揮が不十分（当事者、自己評価、専門職、等の
（業務実績「（２）第三者評価機関による評価」Ｐ３７参照） 構成と役割）

・ 運営懇談会を年２回開催し、第三者評価機関により評価も実施している。
［評価の視点］ 実績：○ 目標水準には沿った活動はしている。

・第三者の意見を聴取する機会として、「国立のぞみの園運営懇談会」を２ ・ 計画は上回っている。
・適切なサービス提供と業務運営の向上を図るため、第三者の意見等を聴 回実施した。 ・ 評価の視点の各項目が順調に実施されていると評価できるため。
取する機会の開催状況はどうか。 （業務実績「（１）「国立のぞみの園の業務運営の向上を図るための運営懇

談会」の開催）」Ｐ３７参照） （業務への提言）
・ 特に意見はない。第三者からの意見を聴取するだけでなく、運営に生かし

・その場で出された意見等について、どのようにサービスや業務運営に反 実績： ていかれたい。
映されているか。また、その結果について公表しているか。 ・第１回目の運営懇談会については、平成２０年度業務実績の報告を行い、 ・ 聴取した意見をどう運営に反映するのか。

利用者のニーズにあった寮の再編や矯正施設を退所した知的障害者の受入 ・ 第三者の意見を聴く機会は設けられており、評価も向上しているので、努
状況等について議論がなされた。 力の成果が現れているものと考えますが、具体的にどのようなサービスにつ

また、第２回目の運営懇談会では、第三者評価機関による評価報告及び いて向上しているのかが明記されると、より分かりやすい。
精神科病院に社会的入院する知的障害者の自立支援について議論がなされ
た。 （その他意見）

なお、この懇談会での議論要旨については、ホームページに掲載し、公 なし
表した。
（業務実績「（１）「国立のぞみの園の業務運営の向上を図るための運営懇
談会」の開催）」Ｐ３７参照）

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

第４ 財務内容の改善に関する事項 第３ 予算（人件費の見積りを含む）、 第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収 第３ 予算（人件費の見積を含む）収支計画及び資金計画
通則法第２９条第２項第４号の財務内 収支計画及び資金計画 支計画及び資金計画
容の改善に関する事項は、次のとおり
とする。 １ 予算 １ 予算 １ 自己収入の比率

別紙１のとおり 別紙１のとおり 平成２１年度における総事業費（退職手当を除く。）に占める自己収入の比率は、４５．７％
１ 自己収入の増加に努めることによ となり、昨年度４１．７％と比較して大幅に改善した。
り、中期目標期間中において、総事業 ２ 収支計画 ２ 収支計画 ・平成２１年度総事業費（退職手当を除く） ３，９０１百万円
費（定年退職者に係る退職手当を除 別紙２のとおり 別紙２のとおり 自己収入の額 １，７８２百万円（４５．７％）
く。）に占める自己収入の比率を、４
０％以上にすること。 ３ 資金計画 ３ 資金計画

別紙３のとおり 別紙３のとおり
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２ 経費の節減を見込んだ予算による業 ２ 予算、収支計画及び資金計画
務運営の実施 ○ 厚生労働省の平成２１年度障害者保健福祉推進事業（障害者自立支援調査研究プロジェクト）
「第２ 業務運営の効率化に関する の補助協議に応募し、「行動援護従業者養成研修プログラムの全国的な普及と行動援護サービス

事項」で定めた事項に配慮した中期計 の効率的な実施に関する調査・研究」と「福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した障害
画の予算を作成し、当該予算内で健全 者等の地域生活移行のための効率的な支援プログラムの開発に関する研究」について補助採択
な運営を行うこと。 された。これにより国庫補助金（２５，４００千円）を受け入れ、２１年度も収入及び支出に

計上した。
なお、上記補助金を２１年度の実施計画等に計上するにあたり、「第３．予算（人件費の見積

もりを含む）収支計画及び資金計画」のうち、「１ 予算」、「３ 資金計画」の変更を行うとと
もに、独立行政法人通則法第３１条第１項後段の規定に基づき、厚生労働大臣あて２１年度の
年度計画の変更を行った。

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額

１ 限度額 １ 限度額 平成２１年度は、資金不足や偶発的な出費が発生しなかったことから、該当なし
４５０，０００，０００円 ４５０，０００，０００円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由

（１）運営費交付金の受入れの遅延等に （１）運営費交付金の受入れの遅延等に
よる資金の不足に対応するため。 よる資金の不足に対応するため。

（２）予定外の退職者の発生に伴う退職 （２）予定外の退職者の発生に伴う退職
手当の支給等、偶発的な出費に対応 手当の支給等、偶発的な出費に対応
するため。 するため。

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供 第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供 第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
しようとするときは、その計画 しようとするときは、その計画

該当なし
なし なし

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途

１ 職員の資質の向上のための学会、研 １ 職員の資質の向上のための学会、研
修会等への参加及び外部の関係機関と 修会等への参加及び外部の関係機関と 平成２１年度は 、剰余金は発生しなかったことから、該当なし
の人事交流 の人事交流

２ 施設・設備及び備品の補修、整備並 ２ 施設・設備及び備品の補修、整備並
びに備品の購入 びに備品の購入

３ 施設利用者の個別支援計画の適切な ３ 施設利用者の個別支援計画の適切な
運用や地域における支援体制づくりな 運用や地域における支援体制づくりな
どの地域移行の取組み どの地域移行の取組に係る費用

４ 退職手当（依願退職等）への充当 ２ 退職手当（依願退職等）への充当
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評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目１６ 予算、収支計画及び資金計画等】 平成２１年度においては、中期目標を達成するために作成した予算の範囲 （委員会としての評定理由）
内で執行し、計画どおり実施した。 平成２１年度における総事業費に対する運営費交付金以外の収入（自己収

入）の比率は、４５．７％となっており、第２期中期目標に定める「４０％
以上」を大幅に超え、計画どおり進展していることを評価する。

［数値目標］
・自己収入の増加に努めることにより、中期目標期間中において、総事業 ・平成２１年度における総事業費（定年退職者に係る退職手当を除く。）に
費（定年退職者に係る退職手当を除く。）に占める自己収入の比率を、４ 占める自己収入の比率は、４５．７％（２０年度４１．７％）となり、目 (各委員の評定理由）
０％以上にすること。 標を大幅に上回った。 ・ このような施設である前提を考えると、自己収入を維持、あるいは増収す

（業務実績「１ 自己収入の比率」Ｐ３８参照） る努力をよくされていると評価する。
・ 自己収入４５．７％と目標達成。

［評価の視点］ ・ ２１年度は予算の範囲内に収まり、自己収入比率は４５．７％と目標を上
・総事業費（定年退職者に係る退職手当を除く。）に占める自己収入の比 実績：○ 回っている。
率は、どうなっているか。 ・平成２１年度における総事業費（定年退職者に係る退職手当を除く。） ・ 目標以上の自己収入比率を達成。

に占める自己収入の比率は、４５．７％となった。 ・ 評価できる。
（業務実績「１ 自己収入の比率」Ｐ３８参照） ・ 自己収入の割合の向上が、運営費交付金の減少に繋がっていることが伺え

ます。
・運営費交付金を充当して行う事業については、中期目標に基づく予算を 実績：○ ・ 評価の視点の項目は適正に行われ、数値目標である自己収入比率は目標を
作成し、当該予算の範囲内で予算を執行しているか。 ・平成２１年度の予算については、中期目標に定める①一般管理費及び事 大きく上回ったため。

業費等の経費（運営費交付金を充当するもの（定年退職者に係る退職手当
に相当する経費を除く））について、中期計画期間の 終年度（２４年度） （業務への提言）
の額を前中期目標期間の 終年度（１９年度）と比べて２３％以上削減、 なし
②総事業費（定年退職者に係る退職手当を除く。）に占める自己収入の比率
を４０％以上を達成することを目標に予算を作成し、予算の範囲内で執行 （その他意見）
した。 なし
（業務実績「第３予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計
画」Ｐ３８参照）

・予算、収支計画及び資金計画について、各費目に関して計画と実績の差 実績：○
異がある場合には、その発生理由が明らかになっており、合理的なもので ・ 平成２１年度においても、予算に従ってセグメントごとの収支計画を作
あるか。 （政・独委評価の視点事項と同様） 成した。収支計画に従って、事業を執行し、その際の運営費交付金債務の

収益化について、費用進行基準を採用した。
収入面では、単価改正により介護給付費・訓練等給付費収入が予算と比

較し増額となるなど、予算額よりも事業収入が増額となった。また、支出
面においては、常勤職員数の削減等による人件費総額の縮減や業務物件費
の節約に努めた結果、借入金等の発生はなく予算執行上問題がなかった。
（業務実績「第３ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金
計画」ほかＰ３８参照）

・運営費交付金が全額収益化されずに債務として残された場合には、その 実績：○
発生理由が明らかになっており、それが合理的なものであるか。 ・平成２１年度において、収益化を予定していた運営費交付金２，３８２
（政・独委評価の視点事項と同様） 百万円のうち、３８６百万円を収益化する必要がなくなったことから、２

２年度への運営費交付金債務として繰り越したが、これは、常勤職員数の
削減、俸給の見直し等による人件費総額を縮減したことによるものである。
（業務実績「第３ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金
計画」ほかＰ３８参照）

中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

第５ その他業務運営に関する重要事項 第７ その他主務省令で定める業務運営 第７ その他主務省令で定める業務運営に 第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項
通則法第２９条第２項第５号のその に関する事項 関する事項

他業務運営に関する重要事項は、次の
とおりとする。 １ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画

１ 施設整備や改修等については、適切 （１）方針 （１）方針 平成２１年度末常勤職員数 ２４６名
な支援サービスの確保に留意しつつ、 施設利用者の減少等を踏まえ、業 施設利用者の減少等を踏まえ、業
施設利用の状況、社会経済情勢を踏ま 務運営の効率化を図りつつ、人員の 務運営の効率化を図りつつ、人員の 人件費総額 ２，０４８百万円
え、その必要性や経費の水準等につい 適切な配置等に努める。 適切な配置等に努める。
て十分に精査すること。
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（２）人員に係る指標 （２）人員に係る指標
期末（２４年度末）の常勤職員数 常勤職員数について、平成２１年

を期首（２０年度当初）の８０％と 度当初及び年度末の見込みを次のと
する。 おりとする。

（参考１） （参考１）
職員の数 職員の数
期首の常勤職員数 ２７９名 年度当初の常勤職員数 ２７０名

期末の常勤職員数の見込み 年度末の常勤職員数の見込み
２２３名 ２６０名

（参考２） （参考２）
中期目標期間の人件費総額 人件費総額
中期目標期間中の人件費総額見込み 平成２１年度の人件費総額見込み

１１，５８１百万円
２，４７４百万円

評 価 の 視 点 等 自己評価 Ａ 評価項目 評 定 Ａ

【評価項目１７ 人事に関する計画】 常勤職員数の削減については、計画削減数を大幅に上回り、平成２１年度 （委員会としての評定理由）
における人事に関する計画は、計画以上の成果を上げた。 職員の採用等の人事に関する計画については、平成２１年度期末の職員数

が２４６名であり、平成２０年度末の２５６名に対し実績で１０名を削減す
るなど平成２０年度で削減した１９名と併せて２９名を削減し、第２期中期

［評価の視点］ 目標（△５２名）の約６割を達成するとともに、人件費総額についても、約
・人事に関する計画は実施されているか。 実績：○ ３億円を縮減しており、意欲的に取り組んでいることを評価する。

・平成２１年度末の常勤職員数は２４６人であり、２０年度末の常勤職員
数２５６人と比較して１０人の削減を行った。

また、人件費についても平成２１年度は２，０４８百万円であり、２０ （各委員の評定理由）
年度の２，３３５百万円と比較して約３億円を縮減した。 ・ 達成

・ ２１年度は目標を上回る常勤職員数の削減を達成している。
・ 人件費を約３億円削減し、大幅に目標数以上を達成。
・ 評価できる。
・ 順調に削減されているため。

（業務への提言）
・ 約３億円の縮減を大きく評価します。ですが、これ以上の給与の引き下げ
はしなくて良いのではないでしょうか。

・ 目標が達成され、努力の成果が認められますが、単純に削減する、という
だけでなく、必要な人員等について精査され、その結果に基づいた計画的な
人員削減が必要と考えます。

（その他意見）
なし
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中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 平 成 ２１ 年 度 計 画 平 成 ２１ 年 度 の 業 務 の 実 績

２ 施設・設備に関する計画 ２ 施設・設備に関する計画 ３ 施設・設備に関する計画

施設・設備 予定額 なし なし
の内容 （単位：百 財 源

万円）

スプリンク 20年度
ラー設置工 ９０
事 施設整備費

スプリンク 20年度施設
ラー設置工 整備費補助
事及び特定 金（第２次
寮のバリア 補正）
フリー化等 １０７
改修工事

３ 積立金処分に関する事項 ３ 積立金処分に関する事項 ３ 積立金処分に関する事項

なし なし 該当なし

評 価 の 視 点 等 自己評価 ― 評価項目 評 定 ―

【評価項目１８ 施設・設備に関する計画】 平成２１年度の施設・設備に関する計画は該当なし。 （委員会としての評定理由）
計画がなかったため、評価せず。
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（項目１） 

財 務 状 況 

 

①  当期総利益又は総損失  総利益（総損失）          ０億円

②  利益剰余金又は繰越欠損金 利益剰余金（繰越欠損金）      ０億円

③-1 当期  運営費交付金債務       ３．９億円（執行率８３．８％）

③-2 当期  運営費交付金債務        

③ 利益の発生要因及び 

目的積立金の申請状況 

 

該当なし 

④ 100 億円以上の利益

剰余金又は繰越欠損

金が生じている場合

の対処状況 

 

該当なし 

⑤ 運営費交付金の執行

率が９０％以下とな

った理由 

 

平成２１年度における運営費交付金の額は２，３８２

百万円であり、うち、運営費交付金債務は３８５百万円

であったことから、運営費交付金の執行率は８３．８％

となったところである。 

主な理由としては人件費支出の削減及び効率的な経

費の執行に努めたことに伴い、運営費交付金の収益化額

が計画を下回ったことによるものである。 

 

 

 

 

 



（項目２） 

保有資産の管理・運用等 

 

①保有資産の活用状況

とその点検 

○改革案（保有資産売却）の検討状況 

敷地総面積 232 万㎡のうち、8 割は資産価値の

低い山林、保安林である。売却可能性のある土地

（宅地）は0.5％（1万㎡：2億円）であるが、起伏の険

しい山林を切り開いているため、市街化調整区域・

遺跡埋蔵地域・砂防指定地域に指定されており、売

却は極めて困難。 

 

○財務諸表における減損等について 

【減損】職員宿舎Ａ１～Ａ６ 

【理由】老朽化によるもの 

【減損兆候】職員宿舎Ａ７ 

【理由】老朽化により、本来の用途である職員宿

舎から倉庫としての使用に変更したため 

②不要財産となったも

のの内容とその処分方

針 

 

○旧独身寮 

 平成１８年度に老朽化のため減損認識を行い、

平成２１年度に解体、除却処分とした。 

○旧管理棟 

 本来の用途である事務所から倉庫として使用し

ていたが、老朽化のため平成２１年度に解体、

除却処分とした。 

③資金運用の状況 

 

特に運用する資金は無い。 

④債権の回収状況と関

連法人への貸付状況 

 

特に記載すべき債権は無い。 

 

 

 



（項目３） 

組織体制・人件費管理 

（委員長通知別添一関係） 
 

① 給与水準の状況と総

人件費改革の進捗状

況 

○  平成２１年度においては、常勤職員数の削減、

国家公務員の給与体系に準拠した給与制度の導

入、国家公務員の給与改定に併せた俸給の引下

げ等により人件費支出を抑制し、平成２０年度

と比較して、人件費総額を約３億円（２８７百

万円、対前年度比１２．３％減）を削減した。

○   また、平成２１年度の給与水準についてはラ

スパイレス指数が国家公務員に対して９４．１、

他の独立行政法人に対して８８．９となってお

りそれぞれ平成２０年度の９８．１、９２．３

と比較して極めて低い水準となっている。 

② 国と異なる、又は法

人独自の諸手当の状

況 

該当なし 

③ 福利厚生費の状況 

法定福利費   276,364 千円（＠1,043 千円） 

法定外福利費    6,631 千円 （＠  25 千円） 

○ 法定外福利費の主なもの 

 ・借受住宅（借上住宅）2,035 千円 

   借り上げ宿舎２か所のうち、１か所について

は、理事長用宿舎を取り壊し、跡地に当法人施

設利用者のための地域生活体験ホーム設置に伴

う代替借り上げであり、もう１か所は本省への

長期研修派遣用として借り受けている。 

 ・労働安全衛生法に基づく健康診断費 838 千円 

 ・法定外健康診断費（人間ドック） 2,562 千円 

○ 永年勤続表彰については、従前より当該表彰に

係る事務的経費については決算上、法定外福利費

に含めていない。なお、平成２２年度からは従来

の勤続満１５年、３０年表彰を国と同様に勤続満

２０年、３０年表彰に変更。 

66 千円（＠5,519 千円） 

○ レクリエーションへの支出はない。 

 



（項目３の２） 

○ 国家公務員再就職者の在籍状況 及び 

法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者注１の在籍状況 

  （平成 22 年 3 月末現在） 

      役  員注２ 職  員 

      常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 

総  数  ３人 ２人 ５人
 ２４

６人

 ９３

人 

 ３３

９人

 
 

うち国家公務

員 

再就職者 

 ２人  ０人  ２人  ０人  ０人  ０人

 
 

うち法人退職

者 
 １人  １人  ２人 ０人  ５人  ５人

 
うち非人件費ポ

スト 
 ０人  ０人  ０人  ０人  ０人  ０人

  

うち国家公務

員 

再就職者 

 ０人  ０人  ０人  ０人  ０人  ０人

  
うち法人退職

者 
 ０人  ０人  ０人  ０人  ０人  ０人

注１ 「法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者」とは、法人プロパー職
員が、定年退職等の後、嘱託職員等として再度採用されたものをいう。 

注２ 役員には、役員待遇相当の者（参与、参事等の肩書きで年間報酬額 1,000
万円以上の者）を含む。 

注３ 「非人件費ポスト」とは、その年間報酬が簡素で効率的な政府を実現する
ための行政改革の推進に関する法律（平成 18 年法律第 47 号）第 53 条第 1項
の規定により削減に取り組まなければならないこととされている人件費以外
から支出されているもの（いわゆる総人件費改革の算定対象とならない人件
費） 

 
 

④ 国家公務員再就職者

のポストの見直し 

国家公務員再就職者が就任している役員のポスト

については、平成２２年５月下旬に提出した今回の

改革案により、次期改選時（平成２５年３月）に公

募する。 

⑤ 独立行政法人職員の

再就職者の非人件費

ポストの見直し 

該当なし 

 



様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２１年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２１年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

法人の長

就任・退任の状況
役名

その他（内容）
前職

別 添

人事院勧告による国家公務員の給与改定に併せ平成2１年度において

は特別手当について0.25ヶ月分の削減

人事院勧告による国家公務員の給与改定に併せ平成2１年度において

は特別手当について0.25ヶ月分の削減

理事長の特別手当の額については、厚生労働省独立行政法人評価委員会が行う業務

評価の結果（総合評価 A）及びその者の職務実績等を考慮し、増額又は減額することが

できることとなっているが、法人として業績実績等や独立行政法人の見直しが行われて

いる状況等をふまえ総合的に勘案し、増額等を行っていない。

改定なし
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13,015 9,468 3,547
（　　　　） ＊

千円 千円 千円 千円

11,415 8,304 3,111
（　　　　） ＊※

千円 千円 千円 千円

11,666 8,304 3,111 251
（通勤） ※

千円 千円 千円 千円

2,551 2,508 43
（通勤） ※

千円 千円 千円 千円

2,540 2,508 32
（通勤）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

法人の長

A理事

B理事

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）
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３　役員の退職手当の支給状況（平成２１年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入する。
注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

② 職員給与決定の基本方針

法人での在職期間 摘　　要

監事A
（非常勤）

理事B

監事B
（非常勤）

法人の長

理事A

　① 人件費管理の基本方針

第一期中期目標期間において、給与水準の引き下げ（△約１４％）や非常勤職員の活用

による人件費総額の縮減に取り組んだところであるが、第二期中期目標においてはその

期間中に常勤職員数の２０％を削減、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系

の見直しを図るなど人件費改革に引き続き取り組む。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

検討中

検討中

　ウ 平成２１年度における給与制度の主な改正点

給与種目
俸給月額
（査定分）

賞与：勤勉手当
（査定分）

制度の内容

第一期中期目標期間において、給与水準の引き下げ（△約１４％）や非常勤職員の活用

による人件費総額の縮減に取り組んだところであるが、第二期中期目標においてはその

期間中に常勤職員数の２０％を削減、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系

の見直しを図るなど人件費改革に引き続き取り組む。

第二期中期目標に基づき、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを行うな

ど、給与水準の適正化を図る。

人事評価制度を構築する中で、職員の発揮した能率又は職員の勤務成績をふま

え昇給号俸への反映についての検討を行っている。

平成21年度は、職員給与について4月から国家公務員の給与を踏まえた給与体系及び給

与水準の見直しによる新俸給表への切替を行うとともに諸手当についても国に準拠した

改正を行った。

更に、人事院勧告による国家公務員の給与改定に併せ、職員の特別手当については

0.35月分の引き下げを、給与については約0.3％の引き下げを行った。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

228 48.9 7,093 5,247 73 1,846
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 47.2 6,902 5,082 78 1,820
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 － － － － －
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 48.1 6,554 4,919 83 1,635
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 43.8 6,537 4,929 86 1,608
人 歳 千円 千円 千円 千円

179 49.5 7,130 5,265 68 1,865

人 歳 千円 千円 千円 千円

61 45.1 2,629 2,108 73 521
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 39.8 2,333 1,796 47 537
人 歳 千円 千円 千円 千円

54 45.8 2,668 2,149 77 519

注１：常勤職員の医療職種（診療所医師）については、該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定
　　　されるおそれがあることから、「平均年齢」以下の事項は記載していない。
注２：在外職員、任期付職員、再任用職員については、該当者がいないため省略している。
注３：職種については、研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）、教育職種（高等専門学校教員）
　　　については、該当者がいないため省略している。

②

常勤職員

福祉職種
（指導員）

福祉職種
（指導員）

非常勤職員

その他

医療職種
（診療所看護師）

医療職種
（診療所医師）

医療職種
（診療所技師）

事務・技術

人員 うち賞与平均年齢
平成２１年度の年間給与額（平均）

うち所定内区分
総額
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

0

2

4

6

8

10

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与

額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 5 56.5 9,687 10,164 10,440

課長 3 58.8 － 8,469 －

課長補佐 3 48.8 － 7,480 －

係長 12 43.0 4,534 5,358 5,612

係員 2 － － － －

注１：係員の該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがある
　　ことから、年間給与の平均額については記載していない。　　
注２：該当者が４名以下の年齢階層については、第１・第３四分位を記載していない。

③

区分 計 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 事務局長 課長 係長・主査

な職位 総合施設長 部長 部長 室長 課長補佐 係長 主任 係員 係員
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

25 1 4 該当者なし 3 3 9 3 1 1
（割合） (  4.0% ) (  16.0% ) (  12.0% ) (  12.0% ) (  36.0% ) (  12.0% ) (  4.0% ) (  4.0% )

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 59 50 58 37

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

53 57 46 40 36
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

7,937 6,280 6,347 4,856 3,362

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

6,801 6,264 5,069 3,816 3,120
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

所定内給
与年額

(最高～最
低)

年齢（最高
～最低）

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

 職級別在職状況等（平成２２年４月１日現在）（事務・技術職員）

人員
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11,143 8,482 8,446 6,636 4,534

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

9,466 8,444 6,866 5,244 4,253

注：９級、２級及び１級については、該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定される
　　おそれがあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項は記載していない。

④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

59.2 60.7 60.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.8 39.3 40.0

％ ％ ％

         最高～最低 43.6～35.4 43.2～31.3 43.4～33.2

％ ％ ％

64.8 69.3 67.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.2 30.7 32.8

％ ％ ％

         最高～最低 35.9～34.2 31.8～22.2 33.7～29.1

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一般
職員

年間給与
額(最高～

最低)

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２１年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

区分
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⑤

94.1

88.9

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 　９９．９

参考 学歴勘案　　　　　　 　９１．９

地域・学歴勘案　　　　９８．６

対国家公務員（行政職（一））

【国からの財政支出について】

支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　６１．６％
（国からの財政支出額　２，４０７，５５６千円、支出予算の総額　３，９０９，９０８
千円：平成21年度予算）

【検証結果】
自己収入の確保の途が限定される福祉施設を運営していること等のため、
国からの財政支出の割合が高くなっているが常勤職員を削減し、人件費支
出を抑える等により財政支出を削減した。また給与水準についても対国家公

　国に比べて給与水準が
高くなっている定量的な
理由

項目

　給与水準の適切性の
検証

該当なし

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

指数の状況

対他法人（事務・技術職員）

内容

対国家公務員　　９４．１

5 ページ

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成２１年

前年度
（平成２０年

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

2,030,356
給与、報酬等支給総額

2,219,020 △ 8.5

注１：平成20年度の「給与、報酬等支給総額」に「非常勤役職員等給与」の一部が計上されていたこと
（116,178千円）から、昨年度公表した平成20年度の「給与、報酬等支給総額」及び「非常勤役職員等給
与」を修正。

△ 2.3

注２：福利厚生費のうち最広義人件費には該当しない額(平成20年度5,233千円、平成21年度6,631千円）
についても計上しているため決算とは合致しない。

出を抑 る等に り財政支出を削減 。 給与水準に も対国家公
務員で94.1となった。

263,805 53,080

福利厚生費

△ 72,402

308,725 326,385

講ずる措置 該当なし

　検証

3,099,443 3,171,845 △ 72,402 △ 2.3
最広義人件費

△ 17,660△ 17,660 △ 5.4 △ 5.4

20.120.1 53,080

362,635 80,842 80,84222.3 22.3

△ 8.5

316,885
非常勤役職員等給与

△ 188,664

区　　分 中期目標期間開始時（平成
２０年度）からの増△減

退職手当支給額

△ 188,664

443,477

比較増△減

【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（平成21年度決算）

【検証結果】
該当なし
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総人件費について参考となる事項

　○　「給与、報酬等支給総額」について、職員数の削減等の影響により、対前年度減額と

　　なっている。また、「 広義人件費」についても、同様に減額となっている。

　○　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法

　　　律第47号）及び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削

　　  減の取組状況

　　・中期目標における人件費削減の取組に関する事項

　　　「「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法

　　律第47号）を踏まえ、今後5年間において、常勤職員数について２０％の削減を行うこと。

　　これを実現するため、当該中期目標期間の 終年度までの間においても、必要な取組を

　　行うこと。」

　　・中期計画における人件費削減の取組に関する事項

　　「「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、人員について、現中期

   目標期間の 終年度までの間においても、平成17年度を基準として5％以上の人員の削減

   を行う。併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与体系に見直しを行う。」

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

302 277 270 259 249

△ 8.3 △ 10.6 △ 14.2 △ 17.5

（人員純減の場合）　　　　　　　総人件費改革の取組状況

年　　　度

人員数
（人）

人員純減率
（％）
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Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし
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（項目４） 

事業費の冗費の点検 

（委員長通知別添二関係） 
 

事業費項目 点検状況 

１年間実施した場

合の削減効果額 

（単位：千円） 

① 広報、パンフ

レット、イベ

ント等の点検 

 来園者や研修受講者配布用の法人

概要パンフレット、利用者の保護者、

自治体、近隣の学校、福祉施設等配布

用のフェスティバル（園内イベント）

のチラシなど、法人の業務運営にあた

り重要なもののみ作成しており、広報

効果がないパンフレット等は作成し

ていない。 

 

― 千円

② ＩＴ調達の点

検 
該当なし 

 

― 千円

③ 法人所有車数

の台数削減、

車種の変更 

 ２２年度より公用車を利用転換し、

入所者の通院等に使用することとし、

これに伴う運転業務委託費を縮減し

た。 

 

4,800 千円

④ 庁舎の移転及

び賃借料の引

下げ 

該当なし。 
 

― 千円

⑤ 電気料金に関

する契約の見

直し 

平成２２年度中に、一般競争入札を

実施予定である。 

 

― 千円



⑥ 複写機等に関

する契約の見

直し 

既存の複写機等は、複数年のリース

契約となっている。次の契約の際も、

引き続き、複数年のリース契約とし、

公共調達の効率化を図ることとして

いる。 

 

― 千円

⑦ 備品の継続使

用及び消耗品

の再利用 

備品等の調達については、各部所か

らの要望等を踏まえ、年度当初の実施

計画において購入・更新等の計画を計

上している。なお、これらの購入・更

新等の計画策定に当たっては、利用者

の処遇上必要かどうかを基準に判断

しており、また、国が定めた耐用年数

を踏まえるとともに、使用可能なもの

は継続して使用している。 

 

― 千円

⑧ タクシー利用

の点検 

タクシー利用については、招聘した

講師等の送迎や公用車が使用できな

い時間帯の業務に利用している。 

 

― 千円

⑨ その他コスト

削減について

検討したもの 

両面印刷・縮小コピーの徹底、園内

ＬＡＮシステム活用によるペーパー

レス化の推進、昼休み時の事務室や通

路等の消灯、冷房２８度設定等の冷暖

房の利用制限による光熱費の節減な

ど継続して実施した。 

    

     ― 千円

 

※ 削減効果額とは、各項目について行った見直しを平成２１年度当初から実施したと仮

定した場合における平成２１年度の実績額（推計）が、平成２０年度の実績額からどれだ

け削減したかを示すものである。 

 

 

 

 



（項目５） 

契   約 

（委員長通知別添二関係） 
 

① 契約監視委員会から 

の主な指摘事項 審議案件について、特段の指摘事項はなかった。

② 契約監視委員会以外

の契約審査体制とそ

の活動状況 

契約監視委員会以外の審査体制としては、企画競

争を行う際に、「プロポーザル方式による企画競争実

施要綱」に基づき、その都度プロポーザル審査委員

会を設置している。（平成２１年度実績「食事提供業

務委託及び食堂運営業務委託」「監査契約」の２件）

また、契約に際しては、決裁において審査をおこ

なっており、内部監査として、法人事務局内に担当

ポストを新設した。 

③「随意契約見直し計

画」の進捗状況 

 「随意契約等見直し計

画」の策定状況 

「随意契約見直し計画」については、概ね達成し

ているところであるが、未達成のものについては、

平成２２年度中において達成できるよう努めたい。

なお、平成２１年度における競争性のない契約（随意

契約）については、３１件中２４件が毎月支払われる電

気料金及び上下水道料金といった公共料金であり、こ

の件数をカウントしなければ、競争性のない契約は７

件、母数（契約総件数）は４２件となり、競争性のある契

約割合は８３％となる。 

④一者応札・一者応募と

なった契約の改善方

策 

平成２１年７月２４日付けで、「一者応札・一者応

募に係る改善方策について」を策定し、 

・公告は、全てホームページに掲載することとする。

さらに、参入が予想される業者に広くＰＲを行う

など周知に努める。 

・公告期間は、原則、開庁日で１０日間以上の期間

を設けることとする。 

などとし、競争性、透明性が確保できるよう努めた。



⑤契約に係る規程類と

その運用状況 

一 ２次意見の指摘に対する対応状況 

ⅰ）一括再委託の禁止措置及び再委託の把握措置

ⅱ）予定価格の作成を省略する場合の理由や対象

範囲 

ⅲ）複数年契約に関する規定 

ⅳ）総合評価落札方式のマニュアル等の整備 

について、規程等を整備し、平成２２年６月より

適用。 

 

二 企画競争の実施状況 

 ア 公示から企画書提出日まで、開庁日で１０日

以上の日程を確保するよう努めている。 

 イ 選定結果について、決定業者の公開を行って

いる。 

 ウ 選定委員については、内部委員のみである。

   （今後の外部委員の取り扱いについては、国

の指示に従う。） 

 

⑥ 再委託している契約

の内容と再委託割合

（再委託割合が 50%

以上のもの又は随意

契約によるものを再

委託しているもの） 

 

該当なし 

⑦ 公益法人等との契約

の状況 
該当なし 

⑧ 「調達の適正化につ

いて」（厚生労働大臣

依頼）と異なる契約

方式で契約していた

ものの改善方策 

 

通知と異なる契約方式はなし。 

 

 



 

（項目５の２） 

 

Ⅰ 平成２１年度の実績【全体】

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

一般競争入札 

（ 低価格落札方式） 

33 件

(   50%)

4.3 億円

(  68.3%)

 
うち一者入

札 

8 件

【 24.2%】

0.8 億円

【 18.6%】

総合評価落札方

式 

0 件

(    0%)

0 億円

(   0%)

 
うち一者入

札 

0 件

【   0%】

0 億円

【   0%】

指名競争入札 
0 件

(    0%)

0 億円

(    0%)

 
うち一者入

札 

0 件

【   0%】

0 億円

【   0%】

企画競争等 
2 件

(    3%)

0.8 億円

(  12.7%)

 
うち一者応

募 

1 件

【  50%】

0.1 億円

【 12.5%】

競争性のない随意契約 
31 件（注）

(  47%)

1.2 億円

(  19.0%)

合 計 
66 件

( 100%)

6.3 億円

( 100%)

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99 条第 2 号、第 3 号、第 4 号又

は第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 【  %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。 

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれる。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 

 

注） なお、平成２１年度における競争性のない契約（随意契約）については、３１件中

２４件が毎月支払われる電気料金及び上下水道料金といった公共料金であり、こ

の件数をカウントしなければ、競争性のない契約は７件、母数（契約総件数）は４２

件となり、競争性のある契約割合は８３％となる。 



 

Ⅲ 随意契約見直し計画の進捗状況 

 随意契約見直し計画による見直

し後の姿 
平成 21 年度実績 

件数 金額 件数 金額 

事務・事業をとりや

めたもの 

3 件

( 8.3%)

0.6 億円

(24.2%)

6 件 

( 16.7 %) 

0 億円

(    0%)

競
争
性
の
あ
る
契
約

競争入札等 
4 件

(11.1%)

0.4 億円

(19.0%)

2 件 

(5.5%) 

0.2 億円

(14.3%)

企画競争等 
1 件

( 2.8%)

0.1 億円

( 2.6%)

1 件 

( 2.8%) 

0.1 億円

(7.1%)

競争性のない随意

契約 

28 件

( 77.8%)

 1.2 億円

(54.2%)

27 件 

(75.0%) 

1.1 億円

(78.6%)

合 計 
36 件

( 100%)

2.3 億円

( 100%)

36 件 

( 100%) 

1.4 億円

( 100%)

※ 「随意契約見直し計画」策定時の個々の契約が、平成 21 年度においてどのような契約形

態にあるかを記載するもの。 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99 条第 2 号、第 3 号、第 4 号又は第

7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 「競争入札等」には、不落・不調随契が含まれる。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

随意契約見直し計画 
 
 

平成 19 年 12 月 
 

 独立行政法人 
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

 
 
 
 
１．随意契約の見直し計画 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直

しを行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ない

ものを除き、直ちに一般競争入札等に移行するものとした。 
 
【全体】 

  
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 

（ 8.3％） （  24.2％）

３ ５５

一
般
競
争
入
札
等

競争入札 
（11.1％） （19.0％）

４ ４３

企画競争 
（  ％）

 

（  ％）

 

（2.8％） （2.6％）

１ ６

随意契約 
（100％） （100％） （77.8％） （54.2％）

３６ ２２７ ２８ １２３

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

     ３６        ２２７      ３６        ２２７ 

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

 

 

 



【同一所管法人等】 

  
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 

（  ％） （  ％）

 

一
般
競
争
入
札
等

競争入札 
（100％） （100％）

2 33

企画競争 
（  ％）

 

（  ％）

 

（  ％） （  ％）

 

随意契約 
（100％） （100％） （  ％） （  ％）

2 33  

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

        2             33         2             33

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

【同一所管法人等以外の者】 

  
平成１８年度実績 見直し後 

件数 金額（百万円） 件数 金額（百万円） 

事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 

（  8.8％） （  28.4％）

3 55

一
般
競
争
入
札
等

競争入札 
（5.9％） （5.1％）

2 10

企画競争 
（  ％）

 

（  ％）

 

（2.9％） （3.1％）

1 6

随意契約 
（100％） （100％） （82.4％） （63.4％）

34 194 28 123

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

       34            194       34            194

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 



（２）随意契約によることができる場合を定める基準については、国

の基準と同一に設定する。 
   
 
（３）随意契約の公表の基準についても、国の公表基準と同一に設定

する。 
 
 
２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 

平成１９年１２月までに、以下の措置を講じ、平成２０年１月以

降、順次実施し、随意契約によることが真にやむ得ないもの以外、

遅くとも平成２０年度から一般競争入札等に移行する。 
 
（１）総合評価方式の導入拡大 
   物品・役務、工事の設計業務等について、総合評価落札方式に

よる一般競争入札等を導入するべく、総合評価方式のガイドライ

ンを策定する。 
 
（２）複数年度契約の拡大 

  リース契約や保守契約等、今までと同様に複数年度にわたる契

約を実施する。 
 
（３）入札手続きの効率化 

一般競争入札等の拡大に伴う業務量の増加を勘案し、公告の方

法等について検討を行う。 
 
 



。 

随意契約等見直し計画 
 

平成 22 年 4 月 
                          独立行政法人                        

                    国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 
 
 
１．随意契約等の見直し計画 
（１）随意契約の見直し 

平成２０年度において、締結した随意契約等について点検・見直

しを行い、以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画を策定す

る。 
今後、本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、速やかに

一般競争入札等に移行することとした。 
 

  
平成２０年度実績 見直し後 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 
（37.3％） （66.3％） （66.7％） （81.9％）

19 259,459 34 320,484

 

競争入札 
（94.7％） （97.5％） （97.1％） （98.0％）

18 252,949 33 313,974

企画競争、公募等 
（5.3％） （2.5％） （2.9％） （2.0％）

1 6,510 1 6,510

競争性のない随意契約 
（62.7％） （33.7％） （33.3％） （18.1％）

32 131,657 17 70,632

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

       51        391,116        51        391,116

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 

 

 

（２）一者応札・一者応募の見直し 
平成２０年度において、競争性のある契約のうち一者応札・一者

応募となった契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、契

約の条件、契約手続き等を見直す必要があるものが見受けられた。 

 



今後の調達については、競争性のない随意契約の削減に加え、こ

れら結果に留意、改善しつつ、契約手続きを進めることにより、一

層の競争性の確保に努める。 
 
（平成２０年度実績） 

実 績 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 
19 259,459

 
うち一者応札・一者応募 

（10.5%） 

2 

（2.7%）

6,891

（注）上段（  %）は競争性のある契約に対する割合を示す。 

 
（一者応札・一者応募案件の見直し状況） 

見直し方法等 件数 金額（千円） 

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施（注1） 
(100.0%) 

2 

(100.0%)

6,891

 
仕様書の変更  

参加条件の変更 2 6,891

公告期間の見直し 2 6,891

その他  

契約方式の見直し 
(   %) 

 

(   %)

その他の見直し 
(   %) 

 

(   %)

点検の結果、指摘事項がなかったもの 
(   %) 

 

(   %)

（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない場合があ

る。 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
(注３) 上段（  %）は平成２０年度の一者応札・一者応募となった案件に対す

る割合を示す。 

 
 
２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 
（１）契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施 
   契約監視委員会等により、競争性のない随意契約、一者応札・

一者応募になった案件を中心に点検を実施する。 



 
（２）総合評価方式の導入 
   総合評価落札方式による一般競争入札を導入するため、規程の

整備を行う。 
   
（３）一者応札・一者応募の見直し 

① 公告方法 
・ 公告は、全てホームページに引き続き掲載するとともに、

参入が予想される業者に広くＰＲを行うなど周知に努める。 
・ 公告期間は、原則、開庁日で１０日以上の期間を設けるこ

ととする。 
 
  ② 仕様書等 
   ・ 仕様書は、業務内容等を分かりやすく、且つ、明確に記載

する。 
・ 競争参加者の資格要件について、不当に競争参加者を制限

するような要件は設定しないものとする。 
   ・ 原則として、入札説明会を実施する。 

・  業務実施に要する履行期間は、業務内容等を考慮のうえ、

十分な期間を設けるものとする。 





 

（項目６） 

内 部 統 制 

① 統制環境 

◯ 当法人は、第二期中期目標・中期計画及び年度計画に基づ

く運営目標を達成するための体制整備と役職員の職務の遂

行に関わる意識の向上を図るための取組等についての基本

的な考え方及び今後行うべき取組を整理するとともに、その

取組が次年度以降、適確に行われているか検証する仕組み等

について検討するため、理事長の指示の基、平成２０年１２

月に役職員で構成する内部統制向上検討委員会を設置し、基

本方針と今後の取組の方向性の整理を行い報告書として取

りまとめ、その結果を理事長に報告するとともに、法人ホー

ムページで公表した。 

  また、理事長の指示の基に内部統制向上検討委員会、モニ

タリング評価会議及び事故防止委員会等の各種委員会が相

互に連携し、連絡を取り合い内部統制の向上に繋がる仕組み

とするよう指示を受けた。 

◯ 当法人は、報告書に基づく取組方針として、利用者が生活

する法人に相応しい内部統制の仕組みを構築することとし、

優先課題として、利用者に与える影響、業務の有効性・効

率性に影響を与える恐れのある阻害要因（以下「リスク」と

いう。）の適正管理に取り組むこととし、平成２０年度にお

いて、法人リスクの把握、認識をするため網羅的にリスクの

洗い出しを行い、その成果物として「阻害要因一覧」を作成

した。 

◯ 内部統制の向上についての検討を行うにあたって、役職員

に対して内部統制、ガバナンスに関する共通認識を持たせる

ため、会計監査法人の協力を得て役職員を対象とした研修会

を開催するとともに、外部のセミナーに関係職員を派遣し

た。平成２１年度においては、内部統制構築に専門的な知見

を有する会計監査法人等から継続的、効果的かつ適切な支援

を受けるため、会計監査法人（新日本有限責任監査法人）と

内部統制構築プロジェクトにかかる業務支援契約を締結し、

助言・指導等の業務支援を受ける体制整備を行う。 

◯ 当法人の業務の進行管理を適切に行うため、各部所のモニ

ターと理事長、理事、参与及び法人事務局長、総合施設長等

によるモニタリング評価会議を定期的（年４回）に開催し、



業務の進行状況の評価を行い、業務遂行に反映させている。

◯ 内部統制の取組を有効に機能させるため、法人事務局内に

内部統制、内部監査等を担当する調査役、業務内容等の情報

管理、情報開示等を担当する情報専門役及び組織の見直し等

にかかる諸規定の改廃・制定及び法人の経営分析を担当する

企画係長を配置し、内部統制にかかる業務について、各部所

との連絡調整等の業務に充てている。 

②リスクの識

別・評価・

対応 

 

◯ 平成 20 年度に策定した「阻害要因一覧」をもとに、法人

リスクの対応状況、影響度及び発生可能性に関するアンケー

ト調査を役職員対象に実施し、リスクの認識度の分析・評価

を行い、法人として優先的に対応するリスク（以下「優先対

応リスク」という。）を選定した。なお、リスクの認識度の

分析・評価による成果物として「リスクマップ」を作成した。

◯ リスク対応計画を策定にあたり、優先対応リスクに対する

現状把握、課題抽出及び課題対応策を把握するため、幹部職

員、職場責任者及び職場担当者に対して役職縦断的、組織横

断的にヒアリングを実施し、各リスクの内部統制の成熟度の

評価結果に基づきリスク対応計画を策定した。 

◯ 「阻害要因一覧」については、当法人の業務の特殊性を加

味し、入所型施設としてのモデルとなるような「阻害要因一

覧」を作成するため、当法人で高いと認識されるサービス関

連の阻害要因を細分化し、経営関連を統合整理することによ

り項目数を増やすことなくより詳細なリスクの評価ができ

るよう見直しを行った。 

「阻害要因一覧」の見直しにより、新たに認識したリスク

の評価を行い、その評価結果を踏まえたリスク対応計画を策

定し、各部所において計画に沿った取組を行う。 

 

 

 

 

③ 統制活動 

 

 

 

 

 

 

◯ リスク対応計画の決定を受け、各リスクに対する各部所の

現在の対応状況・課題・対応策、対応期限並びに担当部所等

を定めた計画に沿って段階的に内部統制の成熟度を高めて

いくこととし、リスク回避、軽減等のための取組を行う。 

◯ リスク回避・軽減への取り組みの一環として、施設利用者

及び職員の健康管理や事故防止対策及び感染症対策等を実

施するため、事故防止対策委員会、感染症対策委員会等の各

種委員会が定期的に委員会を開催し、発生原因の検証、防止、

評価及び注意喚起等のリスク回避・軽減に努めている。 

◯ モニタリング評価会議を定期的（年４回）に開催し、業務

の進行状況の評価を行い、業務遂行に反映させる。 



 

 

 

 

④ 情報と伝

達 

 

◯ 法人内ＬＡＮシステムや法人ホームページに、内部統制の

向上・ガバナンス強化に向けた取組に関する情報を掲載する

ことで、担当部所の職員以外にも、これまでの取組状況及び

今後の取組について把握できるよう整備している。 

  また、内部統制の向上・ガバナンス強化にかかる研修会を

開催し、職員への啓発を図ることとしている。 

このほか、当法人の利用者又はその家族、代理人等からの

福祉援助サービス等に関する苦情等を受け付ける専用の窓

口を開設している。 

⑤モニタリン

グ 

◯ 内部統制向上検討委員会は、リスク対応計画に基づき、リ

スク軽減等の取組を実施している担当部所に対し、リスク対

応計画の取組状況のモニタリングを行い、取組状況の把握と

評価を行う。 

なお、内部統制の強化による事業の効率化・有効化状況の

評価を行うための業務評価指標の導入を検討する。 

◯ 理事長等の役員は、監事監査及び内部監査による監査報告

や、独立行政法人評価委員会又は政策評価・独立行政法人評

価委員会で評価・指摘された内容について把握し、統制環境

の改善を図る。 

  平成２０年度の業務実績の評価結果（厚生労働省独立行政

法人評価委員会）において、のぞみの園の阻害要因一覧につ

いては、「個別法に定める福祉事業を主たる事業とするのぞ

みの園の特殊性を踏まえた独自の視点を加える」との指摘を

受け、のぞみの園内に設置した内部統制向上検討委員会が主

体となり、阻害要因一覧の見直しを行い、のぞみの園に相応

しい内部統制の仕組みの再構築に努めた。 

◯ モニタリング評価会議を定期的（年４回）に開催し、業務

の進行状況の評価を行い、その評価結果を次年度の年度計画

及び業務目標に反映させている。 

⑥ＩＣＴへの

対応 

◯ ＩＴへの適切な対応のため、法人の情報システムの管理に

かかる諸規定等を見直し、整備を図るとともに、情報管理に

かかる専門職員として情報専門役を置き、システムの開発、

管理及び運用を適切に行い、業務運営においてＩＴを適切に

活用するための体制を整備し、情報の共有化の向上を図って

いる。 

ICT：Information and Communications Technology（情報通

信技術）の略。IT と同様の意味で用いられていることが多い

が、「コミュニケーション」という情報や知識の共有という



概念が表現されている点に特徴がある。 

⑦内部統制の

確立による

成果・課題 

◯ 内部統制の取組を行うことで、業務目標の達成へのプロセ

スが明確になった。 

◯ 内部統制の取組から得られる情報を活用して、監査・評価

の重点化を図ることが可能となった。 

◯ 取組状況の評価（モニタリング）について、内部統制・ガ

バナンス強化及びコンプライアンスの確立状況の評価まで

を対象とする方法（整備状況の評価）と内部統制の強化によ

る事業の効率化・有効化状況の評価までを対象とする方法

（運用状況の評価）が考えられる。当法人においては、内部

統制の整備状況の評価だけでなく、運用状況の評価も行い、

内部統制の強化による事業効率化・有効化状況を評価し、透

明性をもって外部に説明することが必要であり、そうしたこ

とを踏まえ、リスク対応計画に「業務評価指標」を設けると

ともに、当該指標を経年的に測定し、内部統制の強化による

事業の効率化・有効化状況を評価するための評価方針を検討

することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（項目７） 

事務・事業の見直し等 

（委員長通知別添三関係） 
 

①業務改善の取組状況 

平成２１年１２月に閣議決定された「国民及び職

員からの意見徴収について」に基づき、当法人にお

いても次年度からの新たな設置に向け、「国民の声募

集（仮称）」で受け付けた苦情・要望等について現行

の苦情解決制度を踏まえた対応、解決方法等の検討

を行い、職員から業務改善に繋がる提言、ムダ削減

に関する提案・提言等を募集するため、「業務改善提

案箱（仮称）制度」の構築に向けて、検討した。 

②事務・事業の見直し 該当なし 

 

②－２業務委託等

を行うことの必要

性の検証 

 

該当なし 

③公益法人等との関係

の透明性確保 

（契約行為については、

項目５「契約」に記載） 

該当なし 

④監事監査 

・内部監査 

の実施状況 

 

 

 

 

監事監査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 監査の重点事項等 

(1)会計・経理監査：平成２１年４月～平成２２年

３月（四半期毎に実施） 

  ①収入、支出の決議書を中心に事務の実施状況

  ②入札・契約事務の実施状況、現金・預金の保

管状況 

(2)決算監査：平成２２年６月 

  ○平成２０事業年度の決算及び財務諸表の適正

性 

(3)業務監査：期中監査 平成２１年１２月 

         期末監査 平成２２年５月 

  ①年度計画の実施状況（自立支援のための実施

状況、養成・研修の取組状況 

  ②随意契約の見直しの実施状況 

  ③個人情報の管理状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④その他（既往監査要請事項の改善措置状況他）

２ 監査対象 

  法人事務局（総務部、企画研究部）、総合施設（事

業調整部、生活支援部、活動支援部、地域支援部）

及び診療所 

 

３ 監査の方法 

  会計・経理監査及び決算監査については、関係

帳簿・書類に基づき監査を実施し、業務監査につ

いては、監査対象の部所において実地に業務の実

施状況について聴取するとともに、関係書類・資

料による監査をそれぞれ実施した。 

 

４ 監査結果 

 （１）会計・経理監査 

    平成２１事業年度の予算執行について、支

出負担行為書、支出決議書等に基づき監査を

実施した結果、事務処理は適正に実施されて

いると認める。 

なお、予算執行の一層の効率性等を図る観

点から、改善が必要と認められる事項につい

ては、監査の都度、検討を要請した。 

（２）決算監査 

平成２１年度の財務諸表及び決算報告書

等は、独立行政法人会計基準に準拠し、独立

行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞ

みの園会計規程（平成 15 年 10 月規程第 10

号）等に沿って作成されており、適正かつ妥

当と認める。 

（３）業務監査 

平成２１年度における業務を中心に各部所

における業務の実施状況を監査した結果は、

別紙「業務の実施状況について」のとおりで

ある。 

 （４）平成２１年度の業務に係る経理監査・業務

監査において、不適正な会計経理は行われて

いない。 
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１ 監査概要 

平成２１年度内部監査計画に従って、のぞみの

園の物品の管理状況、利用者所持金の管理状況及

び業務運営全般の執行状況について、各種関係規

程等に基づき適正に業務が行われているか監査し

た。 

（１）監査実施期間 

平成２１年７月２７日（月）から平成２１

年１２月１７日（木） 

（２）被監査部所 

総務部（総務課、会計課、管理室）、生活支

援部（第１課：事務所、やまぶき寮、なでし

こ寮、第２課：事務所、りんどう寮、しやく

なげ寮）及び活動支援部（就労支援課、活動

支援課） 

（３）監査項目 

・物品の管理状況 

    ・利用者所持金の管理状況 

    ・業務全般（共通事項） 

 

２ 監査手続き等 

監査は、監査期間中、監査担当者３名で実施し、

平成２１年度内部監査チェックリストに基づき、

ヒアリング及び実地監査を実施した。 

 

３ 監査結果 

（１）物品の管理状況について 

    物品の管理状況に関しては、のぞみの園の

物品（機械装置、車両運搬具、第１種備品、

消耗品及び図書）の取得、保管、供用及び処

分の管理全般について、その管理状況の確認

を行ったところ、概ね適正に管理されている

ものと認められる。 

（２）利用者所持金の管理状況について 

   利用者の年金等の預かり金にかかる授受、

使途、保管及びこれに付随する事務処理につ



いて、その管理状況の確認を行ったところ、

概ね適正に管理されているものと認められ

る。 

（３）業務全般の執行状況について 

    第二期中期計画及び年度計画並びにのぞみ

の園の諸規定、関係法令等に基づく業務の執

行について、その業務の執行状況の確認を行

ったところ、概ね適正に業務が執行されてい

るものと認められる。 

① 中期計画・年度計画に基づく目標の達成

状況について 

平成２１年度計画及び業務目標に基づ

き、各部所において、目標の達成に向けて

積極的に取組が行われている。 

② 契約の締結状況について 

平成２１年４月から１０月までに締結さ

れた契約案件については、のぞみの園会計

規程等に基づき、適正に処理されている。

また、随意契約の見直しについては、平

成１９年１２月に公表した「随意契約見直

し計画」において、平成１８年度に締結さ

れた随意契約のうち、平成２０年度及び平

成２１年度において、一般競争入札に移行

するとした契約案件について、概ね計画ど

おり一般競争入札の移行等、契約の適正化

への取組が行われている。 

（４）平成２１年度の業務に係る経理監査・業務

監査において、不適正な会計経理は行われて

いない。 

 

 


